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【原著】

ICT活用による病気療養児への学習支援に関する教員の意識

～小学校・中学校・高等学校教員への質問紙調査から～

秋田大学大学院教育学研究科藤井慶博

秋田県立能代支援学校 門脇 恵

要約

本研究では，病気のため入院または自宅療養している児童生徒へのICT活用による学習支援に関す

る小学校・中学校・高等学校教員の意識について質問紙調査を実施した。結果，教員の9割がICTを

活用して学習支援を行うことに「賛成」 （｢やや賛成」を含む） と回答していた。賛成の理由として，

復学への寄与，教育制度としての必要性， 当事者のニーズ， システムに対する評価といったことがあ

げられた。一方， 「反対」 （｢やや反対」を含む）の理由として，教員の負担や不安，技術的・制度的な

課題，児童生徒への影響といったことがあげられた。その他, ICT活用による病気療養児への学習支

援を行ううえで課題と考えられる内容として，支援体制の整備･充実や当事者の状況，関係者との連携

指導や評価の在り方が指摘された。

キーワード:ICT活用，病気療養児，学習支援，教員の意識

校とのつながりを保つことは，学習上の支援の

みならず，級友との心理的なつながりの確保や

病気克服への意欲づけといった，復学へのトー

タルサポートとして必要であると考える。この

ことは，院内学級等に在籍している児童生徒の

前籍校への復学においても同様であるといえよ

う。しかし，実際の病気長欠児への教育的対応

に関しては不十分なレベルにある現状が報告さ

れている（文部科学省,2014) 3)。このような現

状を改善する一つの方法として，近年, ICTを

活用した教育の充実が提唱されている。

ICTを活用した教育について，文部科学省

(2016）は「次世代の学校．地域」を創生し，

教育の強靱化を実現していくために, ICTを効

果的に活用していく方針を打ち出し，その中に

は特別支援教育分野におけるICT活用の促進

も提唱されている4)。また,同省は2018年に｢遠

隔教育の推進に向けた施策方針」を策定する5）

とともに，小・中学校等において，病院や自宅

等で療養中の病気療養児（以下，病気療養児）

I はじめに

近年，医療の進歩等による入院期間の短期化

や，短期間で入退院を繰り返す者，退院後も治

療や生活規制のために学校への通学が困難な者

への対応など，病院等に入院又は通院して治療

を受けている児童生徒を取り巻く環境は大きく

変化している。こうした状況を踏まえ，文部科

学省(2013)は，病気療養児の転学及び区域外

就学に係る手続の簡素化や入院中の病気療養児

の交流及び共同学習の充実を図ること， また退

院後も学校への通学が困難な児童生徒に対する

教育の継続が図られるようにすることなどを関

係者に通知した')。

入院中の子どもは「通っていた学校から取り

残されるのではないか」という心配や不安を抱

えやすく，人間関係が途切れないように支援す

る必要性が指摘されている（植草ら, 2012) 2)。

そのため，入院や自宅療養中の児童生徒の在

籍校が，本人．保護者の意向を踏まえつつ，学

-1-
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員の意識が極めて重要な要因であると考えられ

る。そこで本研究では, ICTを活用して病気療

養児の学習支援を行うことについて，小学校．

中学校．高等学校の教員がどの程度評価してい

るのか， また実施するうえで課題と考えている

内容について明らかにすることとした。

に対する遠隔教育に係る出席要件を緩和し，学

習評価に反映できるよう措置を講じた6)。この

ように, ICTの活用により，病気療養児への学

習保障の課題解決に向けた機運が醸成されつつ

ある。

病気療養児へのICT活用による教育を実施

するにあたり，通信機器やインターネット環境

などハード面の課題が大きく影響すると考えら

れるが，筆者はこれらを実践する学校現場の教

員の意識に着目した。

まず，教員の病気療養児に学習支援を行うこ

とに関する意識である。例えば，病気の子ども

については「病気治療が先決」といった意識が

根強く，今日でも通常教育では病気の子どもの

学習空白を補償する制度は確立しておらず，学

習は家庭と本人の条件に左右されているといっ

た現状にあることが指摘されている（猪狩，

2016) 7)など，通常教育における病弱児教育に

関する教員の意識が大きく影響すると考えた。

また，教員のICT活用に関する意識といっ

た影響も考えられる。櫻井ら (2011)は，小学

校教員のICT活用について，教員の性別や年

代による差があり，その理由として機器の操作

に対する苦手意識を指摘している8)｡中邑(2012）

は, ICT機器を活用して障害のある子どもが他

の子どもと同じような能力を発揮することが可

能となった現在でも，学校においては誰もが同

じような内容・方法で学ぶことが求められるな

ど，教員の教育観の転換が必要であることを指

摘している9)。

さらに, ICT活用による病気療養児への学習

支援に関して，教員がどのような課題を想定す

るのかということも検討する必要があろう。実

際，筆者が予備調査として小学校．中学校．高

等学校の教務主任各1名から, ICTによる病気

療養児への学習支援を実施するに当たり， どの

ような課題が考えられるか尋ねたところ，通信

機器やインターネット環境といったハード面を

除き， 「教員のICTに関する知識.技能」や「教

員の共通理解」「情報モラルに関する問題」「周

りの児童生徒の理解」など12項目にわたる内

容が抽出された。

このように, ICTを活用して病気療養児への

教育を推進するためには，実際に授業を担う教

Ⅱ方法

l 対象

東北・関東・中部・中国各地方の計6県にお

いて,小学校12校,中学校12校,高等学校9校，

計33校の教諭及び常勤講師を対象とした。

Z調査方法及び内容

第一筆者が，対象校の校長又は教頭に調査

依頼の電話をし，承諾が得られた学校に対し，

2018年7月から同年9月にかけて郵送法による

無記名の質問紙調査を行った。調査票の配布と

回収は各対象校に依頼し， 回収した調査票を返

送してもらった。

質問紙は，先行研究及び小学校．中学校．

高等学校の教務主任の教員計3名へのインタ

ビューをもとに筆者らが独自で作成した。調査

内容は，①回答者の属性（年齢教員経験年数，

病気による長期（30課業日以上）欠席児の担任

経験，特別支援教育の担当経験，病弱教育の担

当経験，学習指導へのICT活用技能［回答者

自身による「自由に使える」「やや使える」「あ

まり使えない｣｢全く使えない｣の4段階評価])，

②ICT活用による病気療養児への学習支援シ

ステムの例（図1，以下ICT活用学習支援シ

ステム）に対する評価（4件法）とその理由（自

由記述),@ICT活用による病気療養児への学

習支援を行う上で課題と考えられる12の内容

に対する評価（それぞれ4件法） と，提示した

12の内容以外に課題と考えられる内容（自由記

述） とした。

3分析方法

ICT活用学習支援システムに対する評価で

は,回答者の属性ごとに,「賛成」「やや賛成」「や

や反対」「反対」の割合と， それぞれの回答に

4点から1点まで点数を与えて平均点の差を比

－2－
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Ⅲ結果
ICT活用による病児学習支援

目的:病気の子どもが､入院中や静養中に､在籍枝の授業を受

けられるシステムを構築し､学習空白等の解消に資する。 l 回答の状況

質問紙は944人に配布し， 775人から回答が

得られ（回収率821%), 回答に不備のあった

64通を除いた711通を有効回答とした（表1)。

病児の在籍校

国1，
m■j,『

スカイブ

病院や自宅」｜

詞
ippppI

蝉や 2 回答者の属性

回答者の属性に関する結果を表2に示した。

年齢は50歳代が267人と最も多く， 次いで40

歳代187人, 30歳代117人, 20歳代98人の順

であった。教員経験年数は, 30年以上が199人

と最も多く， 次いで20～30年196人， 10年未

満164人, 10～20年150人の順であった。病

気で長期欠席した児童生徒を担任した経験では，

無しと回答した者が579人,有りは126人であっ

た。特別支援教育（特別支援学校・特別支援学

級通級指導教室）の担当経験は,無しが536人，

10年未満が149人, 10～20年が13人であった。

病弱教育（特別支援学校・特別支援学級・通級

指導教室）の担当経験では，無しが666人, 10

年未満が40人であった。学習指導へのICT活

用の技能では， 「自由に使える」が90人， 「やや

使える」が424人, 「あまり使えない」が184人，

【設備】 ・病児の学習の遅れ解消
･タブレット(カメラ付きPC） ・病児の病気克服意欲
･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線 ･病児と在籍校児症牛捗

とのつながり

･タブレット(カメラ側き配）

･ディスプレイ(プロジェクター）

･インタ…ネット回線

図1 ICT活用学習支援システム

較した。統計ソフトはSPSSStatistics24を用い，

有意水準は5％とした。自由記述はKJ法に準

じてカテゴリー化した。分析に当たっては信頼

性を高めるため，筆者らを含め3人の研究者間

で検討し，一致するまで協議した。

4倫理的配慮

対象者には，本調査は返信により承諾された

と考えること，データは統計的に処理するため

個人や学校が特定されることはないこと，結果

は論文化して公表することなどを文書で説明し

た。

｢全く使えない」が13人であった。

表1 調査対象者及び回答の状況

学校種 県 （地方） 学校数配布数回答数（割合） 有効回答

(東北）

(東北）

(中部）

(中国）

県
県
県
県

Ａ
Ｂ
Ｃ
，

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

７
７
６
６

100(

49（

46（

77（

6 109 9］ 91

2 54

55

43

42

68

０
３
８

９
８
７

'｣､学校

２
２ 98

(東北）

(東北）

(中国）

(中部）

(関東）

県
県
県
県
県

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

９
０
６
０
２

72（80

19(100

44（ 78

31(100

55（ 90

４
１
２
２
３

67

17

40

29

49

89

19

56

31

61

中学校

(東北）

(東北）

(中国）

(中部）

(関東）

県
県
県
県
県

Ａ
Ｂ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

84.0）

56.5）

55.0）

95.2）

79.8）

97

51

11

39

67

３ 119

92

20

42

99

100(

52（

11(

40（

79（

２

高等学校 １
１

2

計 33 944 775（ 82． 1） 711
ILL

－3－
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表2回答者の属性

単位：人， （）は割合

小学校

(n=244)

中学校

(n=202)

高等学校

(n=265)

計

(n=711)

98(13.8）

117(16.5）

187(26.3）

267(37.6）

40（5．6）

2（0.3）

33(12.5）

38(14.3）

70(26.4）

99(37.4）

23（8．7）

2（0．8）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

不明

36(14.8）

39(16.0）

68(27.9）

94(38.5）

7（2．9）

0（0．0）

29(14.4）

40(19.8）

49(24.3）

74(36.6）

10（5．0）

O(0.0)

年齢

53(20.0)

58(21.9）

70(26.4）

84(31.7）

0（0．0）

164(23.1）

150(21. 1)

196(27.6）

199(28.0）

2（0.3）

10年未満

10～20年

20～30年

30年以上

不明

57(23.4）

50(20.5）

70(28.7）

65(26.6）

2（0．8）

54(26.7）

42(20.8）

56(27.7）

50(24.8）

0（0.0）

教員経験年数

579(81.4）

126(17.7）

6（0.8）

無し

有り

不明

195(79.9）

49(20.1）

0（0．0）

167(82.7）

32(15.8）

3（ 1．5）

217(81.9）

45(17.0）

3（ 1． 1)

病気長欠児の

担任経験

536(75.4）

149(21.0)

13（ 1．8）

3(0.4)

10（ 1.4）

無し

10年未満

10～20年

20年以上

不明

155(63.5）

75(30.7）

7（2．9）

3（ 1．2）

4（ 1．6）

141(69.8)

53(26.2）

5（2.5）

0（0.0）

3（ 1．5）

240(90.6）

21（7.9）

1（0.4）

0（0．0）

3（ 1．1）

特別支援教育の

担当経験

無し

10年未満

10～20年

20年以上

不明

224(91.8）

18（7．4）

1（0．4）

0（0．0）

1（0．4）

188(93.1）

13（6．4）

0（0.0）

0（0.0）

1（0.5）

254(95.8）

9（3．4）

0（0.0）

0（0．0）

2（0.8）

666(93.7）

40（5．6）

1（0.1）

0（0.0）

4（0.6）

病弱教育の

担当経験

自由に使える

やや使える

あまり使えない

全く使えない

29(11.9）

151(61.9）

63(25.8）

1（0．4）

34(12.8）

154(58.1）

67(25.3）

10（3．8）

90(12.7）

424(59.6）

184(25.9）

13（ 1.8）

27(13.4）

119(58.9）

54(26.7）

2（ 1.0）

学習指導へのICT

活用の技能

※四捨五入等端数処理の都合により，構成値の合計は100パーセントにならない場合がある

3 ICT活用学習支援システムに対する評価と

理由

(1) ICT活用学習支援システムに対する評価

回答者の属性間の関連性を調べるため多変量

解析（重回帰分析）を行った結果, ICT活用学

習支援システムに対する評価を説明する回答者

の属性として「教員経験年数」と「病気で長期

欠席した児童生徒を担任した経験」は他の属性

に比べて必要性が認められなかった。これらを

除いた属性ごとのICT活用学習支援システム

に対する評価の状況を表3に示した。

学校種では，小学校， 中学校，高学校種では，小学校， 中学校，高等学校いず

れの教員も90％程度が｢賛成｣または｢やや賛成」

と回答していた。分散分析を行ったところ学校

種による有意差は認められなかった。

年齢別では,50歳代以外は90％以上が｢賛成」

または「やや賛成」と回答していた。分散分析

を行ったところ年齢別による有意差は認められ

なかった。

特別支援教育の担当経験別では， 「賛成」ま

－4－
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表S ICT活用学習支援システムに対する評価

単位：人， （）は割合

賛成

(4点）

やや賛成やや反対

（3点） （2点）

反対

(1点）
有意差A〃 SD

小学校

中学校

高等学校

105(43.0）

88(43.6）

94(35.5）

116(47.5）

96(47.5）

142(53.6)

18(7.4)

14(6.9）

23(8.7）

5(2.0）

4(2.0）

6(2.3）

3．32

3．33

3．22

699

693

696

学校種 妬

上以

代
代
代
代
代

歳
歳
歳
歳
歳

０
０
０
０
０

２
３
４
５
６

32(32.7）

41(35.0）

82(43.9）

116(43.4)

16(40.0）

57(58.2）

66(56.4）

90(48.1）

117(43.8)

23(57.5）

8(8.2）

6(5.1）

9(4.8）

30(11.2）

1(2.5）

1(1.0）

4(3.4）

6(3.2）

4(1.5）

0(0.0）

3．22

3．23

3．33

3．29

3．38

635

700

715

723

540

年齢 肥

無し

10年未満

10年以上

200(37.3）

76(51.0)

7(43.8）

特別支援教

育の担当経

験

279(52. 1）

65(43.6）

5(31.3)

48(9.0）

5(3.4）

2(12.5）

9(1.7）

3(2.0）

2(12.5)

3．25

3．44

3．06

、684

．661 ＞無し＊

1.063

病弱教育の無し

担当経験 有り

263(39.5）

23(56.1）

336(50.5）

15(36.6）

53(8.0）

2(4.9）

14(2.1)

1(2.4）

3．27

3．46

696

711

妬

自由に使える

やや使える

あまり使えない

全く使えない

50(55.6）

177(41.7)

54(29.3）

6(46.2）

30(33.3）

216(50.9）

106(57.6）

2(15.4)

6(6.7）

27(6.4）

19(10.3）

3(23.1）

4(4.4）

4(0.9)

5(2.7）

2(15.4）

＞あまり使えない＊

＞あまり使えない*＊

3．40

3．33

3．14

2．92

、804

．638

．700

1．188

学習指導へ

のICT活用

の技能

※四捨五入等端数処理の都合により，構成値の合計は100パーセントにならない場合がある *p<、05, **p<、01

たは「やや賛成」と回答した者は, ｢10年未満」

が94％,｢無し｣が89％,「10年以上｣が75％であっ

た。分散分析を行ったところ有意差が認められ，

多重比較により「10年未満｣の群の平均点が｢無

し」の群に比べて高い傾向が認められた。

病弱教育の担当経験について「無し」「有り」

いずれの回答者も90％以上が｢賛成」または｢や

や賛成」と回答していた。対応のないt検定を

行ったところ有意差は認められなかった。

学習指導へのICT活用の技能について｢賛成」

または「やや賛成」と回答した者は， 「自由に

使える」が89％， 「やや使える」が92％， 「あま

り使えない」が87％， 「全く使えない」が62％

であった。分散分析を行ったところ有意差が認

められ,多重比較により「自由に使える｣群と｢や

や使える」群の平均点が「あまり使えない」群

に対して高い傾向が認められた。

(2) ICT活用学習支援システムに対する評価

の理由

1）賛成の理由

賛成の理由に関する自由記述の内容を分析し

た結果,ラベルは549枚となり， 「復学への寄与」

｢教育制度としての必要性」「当事者のニーズ」

｢システムに対する評価｣｢その他｣にカテゴリー

化された（表4)。

①復学への寄与

学習の遅れ解消では「学習の遅れの解消」や

｢学習空白解消」などがあげられた。クラスへ

の所属感では「学級の子どもたちと心のつな

がりが途切れない」「仲間と通じあい，学級の

一員であるという前向きな気持ちになれる」と

いったことがあげられた。クラスと同じ授業の

提供では「学習にリアルタイムで参加できる」

｢インタラクティブな授業が可能だと思う」と

いったことがあげられた。復学時のメリットで

は，病気療養児にとっては「復帰時にスムーズ

な学校生活に戻ることができる」こと，学校に

とっては「生徒の様子を確認できる」ことなど

があげられた。

②教育制度としての必要性

教育保障では「学習機会保障」「学習する権

利」などがあげられた。合理的配慮では「一人

－5－
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保護者のニーズでは「保護者の安心に繋がる」

ことや「自宅から容易に移動できない子の保護

者の負担軽減」があげられた。

④システムに対する評価

良いシステムでは「スマホ同士でできるレベ

ル」であることや「以前不登校傾向の生徒に別

室で撮影した授業で学習してもらい，好評だっ

た」「特別支援学校での遠隔操作による取組を

知っている」ことなどがあげられた。教員の負

担軽減では「効率的・効果的に負担のない形で

支援できる」 「自宅等の授業内容を確認できる

ことは教員の負担軽減につながる」ことなどが

あげられた。

⑤その他

反対理由なしとして「賛成しない理由がない」

ことや「できることは何でもやるべき」といっ

たことがあげられた。

2）反対の理由

反対の理由に関する自由記述の内容を分析し

た結果， ラベルは76枚となり， 「教員の負担や

不安」「技術的・制度的な課題」「児童生徒への

影響」にカテゴリー化された（表5)。

①教員の負担や不安

教員の負担では「環境を整えたり研修したり

と多忙がつのる」「担任の負担増が不安」といっ

たことがあげられた。効果に対する懐疑では

｢やってみないと分からない」「コストの割に効

果があるのか分からない」といったことがあげ

表4賛成の理由(n=549)

①復学への寄与(192）

･学習の遅れ解消(79）

･クラスへの所属感(58）

･クラスと同じ授業の提供(41)

･復学時のメリット(14）

②教育制度としての必要性(129）

･教育保障(108）

･合理的配慮(10）

･現行教育制度の補完(8)

･時代の流れ(3)

③当事者のニーズ(114）

･児童生徒のニーズ(43）

・児童生徒の心理的安定(42）

・児童生徒の意欲向上(25）

･保護者のニーズ(4)

④システムに対する評価(109)

｡良いシステム(97）

･教員の負担軽減(12)

⑤その他(5)

･反対理由なし(5)

一人を大切にする学びと学び方の多様化はこれ

から必要」「在宅でも勤務可能な世の中で,院内．

在宅で学習が受けられない理由がみつからな

い」ことなどがあげられた。現行教育制度の補

完では「院内学級が全ての病院にあるわけでは

ない」ことや「院内学級で授業しても十分では

ない」ことなどがあげられた。時代の流れでは

｢時代の流れ」のほか「インクルーシブ,UD(Jz

ニバーサルデザイン）の流れになってきている」

ことがあげられた。

③当事者のニーズ

児童生徒のニーズでは「子どものニーズに応

えられる」ことや「多様な学びが検討され実現

されるべき」ことなどがあげられた。児童生徒

の心理的安定では「不安解消に効果的」である

ことや「日常の気持ちを取り戻せる」ことがあ

げられた。児童生徒の意欲向上では「病気療養

児にとって大切な意欲づけになる」ことや「病

気を治す意欲向上に繋がる」ことがあげられた。

表5反対の理由(n=76)

①教員の負担や不安(30）

･教員の負担(21）

･効果に対する懐疑(5)

･活用に対する不安(4)

②技術的・制度的な課題(29）

･技術的な課題(13）

･ICTの限界(8)

･履修に関する課題(8)

③児童生徒への影響(17)

･病気療養児の心情への影響(8)

･病気療養児の病状への影響(5)

･周りの児童生徒への影響(4)
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られた。活用に対する不安では「使い方等不安

がある」ことや「失敗を恐れず思い切って授業

できなくなる」ことがあげられた。

②技術的・制度的な課題

技術的な課題では「環境整備，教員の技術な

どの課題が多すぎる」ことや「考え付かないト

ラブル等がある」といったことがあげられた。

ICTの限界では「基本対面が良いと思う」 「人

と人とのコミュニケーションで成り立っている

ため（テレビ会議では不十分)」といったこと

があげられた。履修に関する課題では「高校で

は出席が履修の基本である」ことや「授業に参

加するのは難しいと思う」といったことがあげ

られた。

③児童生徒への影響

病気療養児の心情への影響では「療養中の児

童を他の子に見せることが良いことなのか」「学

級と病院の雰囲気の差による病児の気持ちの変

化が心配」といったことがあげられた。病気療

養児の病状への影響では「まず病気を治すべき」

｢体の調子がよくない状況に合った学習方法が

良いと思う」といったことがあげられた。周り

の児童生徒への影響では「他の生徒が集中でき

なくなりそう」「教室内の雰囲気が気になる（監

視，記録されている気分)」といったことがあ

げられた。

4 1CT活用による病気療養児への学習支援に

対する課題

（1）質問項目に対する回答の状況

質問紙で提示した12項目の課題に対して,「大

いにある」「ややある」「あまりない」「全くない」

の選択肢による回答の結果を図2に示した。「大

いに」と「やや」を合わせた「ある」の回答は，

全ての項目において6割以上に上った。高い割

合であった項目は， 「教員のICTに関する知識・

技能｣｢教員の共通理解｣｢管理職のリーダーシッ

プ」「教科・科目によるやりやすさ」であった。

また｢教員の時間的余裕｣について｢大いにある」

との回答が6割以上に上った。一方，比較的低

い割合であった項目は「授業を校外に配信する

抵抗感」 「クラス全体の学習進度」「授業や単位

としての認定」であった。

（2）質問項目以外に課題と考えられる内容

提示した12の質問項目以外に課題と考えら

れる内容に関して， 自由記述による回答を分析

■大いにある 国ややある 目あまりない口全くない

1

教員のICTに関する知識・技能

教員の共通理解

管理職のリーダーシップ

教科・科目によるやりやすさ

教員の病弱教育に対する意識

情報モラルに関する問題

教員の時間的余裕

周りの保護者の理解

周りの児童生徒の理解

授業や単位としての認定

クラス全体の学習進度

授業を校外に配信する抵抗感

職J，､、、職§蝋

一
Ｉ 』 『

0％ 20％ 40％ 80％ 100％60％

I■■■

図2 ICT活用による病気療養児への学習支援の課題に対する回答(n=711)
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の違い」といった学校と関係者間の連携に関す

る課題が指摘された。

④指導や評価の在り方

「主体的・対話的な学びにどう対応できるの

か」「実験，パフォーマンステスト等学校でし

か学べない内容に関する課題」といった授業内

容や方法に関する課題があげられた。また「授

業を受けたという事実確認」や「評価の仕方」

といった学習評価に関する課題があげられた。

した結果， ラベルは103枚となり， 「支援体制

の整備･充実｣｢当事者の状況｣｢関係者との連携」

｢指導や評価の在り方」にカテゴリー化された

(表6)。

①支援体制の整備・充実

まず「双方のプライバシーが外に漏れる」こ

とや「個人情報の保護」といった情報セキュリ

ティに関する課題が指摘された。また「費用負

担」「教員の増配」「外部スタッフの配置」「出

席時数等に関する法整備」といった支援制度に

関する課題があげられた。さらに「どこまで病

気と判断するのか」「病児の捉え方で大きく広

がりすぎることはないか」といった支援対象に

関する課題が指摘された。

②当事者の状況

「病状や学習意欲」「対象生徒の体力」など病

気療養児の状況に関する課題が指摘された。ま

た「家庭の状況と環境｣や「保護者の理解,協力」

といった病気療養児の家庭の状況に関する課題

があげられた。

③関係者との連携

「病院側の理解，協力，支援が大切」である

ことや「病院内に個別ブースを作る必要あり」

といった病院の理解に関する課題があげられ

た。また「使用する学習プリントの受渡しなど

教材教具の共有」や「学校と病院の時間の流れ

Ⅳ考察

1 1CT活用による病気療養児への学習支援に

関する教員の意識

本調査の対象者は，特別支援教育や病弱教育

経験者が少なく，いわゆる通常教育を実践して

いる教員が大半を占めていたものの，学校種や

年齢，特別支援教育の経験などの属性にかかわ

らず，提示したICT活用学習支援システムに

対して「賛成」または「やや賛成」との回答が

約9割に上るなど， ほとんどの教員が肯定的な

評価をしていた。賛成の理由として，復学に寄

与することや教育制度としての必要性，当事者

のニーズに応えられることなどがあげられてい

た。藤井（2019）は，近年，通常教育に携わる

教員のインクルーシブ教育に関する認知度が高

まってきている現状を報告し'0)， その背景と

して， 中央教育審議会初等中等教育分科会報

告(2012) ]')や障害者差別解消法の施行などの

影響によるものと論考している。本調査の結果

においても， このような時代的・社会的な影響

により，病気の児童生徒への学習支援に関する

教員の意識が変容してきている状況が示唆され

た。

また「よいシステムである」というように提

示したICT活用学習支援システムを評価する

回答が多く，実際にICTを活用した学習支援

を経験し， その有効性を実感している教員も少

なからずみられた。さらに，教員の負担軽減に

繋がるという理由もあげられた。これらのこと

から, ICTの活用により，病気療養児に対する

学習支援の充実のみならず，教員の負担軽減の

方策としても期待されると考えた。

学習指導へのICT活用の技能に関し， 「自由

表S質問項目以外に課題と考えられる内容

(n=10S)

①支援体制の整備・充実(37）

･情報セキュリティ(15)

･支援制度(14）

･支援対象(8)

②当事者の状況(24）

･病気療養児の状況(16）

･家庭の状況(8)

③関係者との連携(23）

･病院の理解(13）

･関係者問の連携(10）

④指導や評価の在り方(19)

･授業内容・方法(15）

･学習評価(4)
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に使える」及び「やや使える」と回答した群

の平均点が「あまり使えない」と回答した群に

比べて高い傾向が認められたことから，教員

のICT活用に関するリテラシーが賛否に影響

しているものと考えた。なお「全く使えない」

と回答した群に対して有意差は認められなかっ

たが，他の群に比べて標本数が圧倒的に少ない

ことに起因した可能性があると考えた。また，

ICT活用学習支援システムに「反対」した者の

理由として， 「教員の負担や不安」や「技術的．

制度的な課題」といったことがあげられていた。

これらの結果から, ICT活用による病気療養児

への学習支援を推進するために， まずは教員の

意識やリテラシーを向上させる取組とともに，

誰でも簡便に活用でき，教員の負担軽減に寄与

できるようなシステムの構想や制度的な課題解

決の検討が必要であると考えた。

用できる様々なソフトの特徴や，通信環境及

び児童生徒・教員の操作技能，学校と保護者

との連携など安全かつ安定的に実施するため

の指標・評価項目等について詳細に報告して

いる'2)。また，千葉県立四街道特別支援学校

(2019）は，遠隔授業による高等学校に準ずる教

育課程編成や， 「主体的・対話的で深い学び」を

実現するための授業の工夫，学習評価の在り方

について報告している'3)。まずはこのような実

践の成果を広く発信することが急務であろう。

残された課題については，更なる実践研究によ

る具体的な解決方策の検討が求められよう。

3本研究の課題と方向性

本研究では，小学校・中学校・高等学校の教

員を対象に, ICT活用による病気療養児への学

習支援の例を示し, ICT活用に対する評価及び

その理由等を尋ねた。近年, ICTに関する技

術革新はめまぐるしく， コンテンツも充実の一

途を辿っており，本研究において例示したシス

テム以上に優れたシステムを検討していく必要

があろう。また，本研究で得られた知見をもと

に，実践研究を積み重ねていくことが求められ

よう。

2 1CT活用による病気療養児への学習支援に

関する課題

ICT活用による病気療養児への学習支援に関

して課題と考えられる12の質問項目に対し,｢大

いに」と「やや」を合わせた「ある」との回答

は全ての項目において6割以上に上った。とり

わけ高い割合であった項目は， 「教員のICTに

関する知識・技能」「教員の共通理解」「管理職

のリーダーシップ」といった教員の知識・技能

や学校の体制整備に関する項目であった。これ

らの結果からも， まずは教員のリテラシー向上

や学校組織をあげた体制整備が急務であるとい

えよう。

質問項目以外に課題と考えられる内容とし

て，情報セキュリティや支援制度，支援対象の

決定といった「支援体制の整備・充実」があげ

られた。また,病気療養児及び家庭といった「当

事者の状況｣，家庭や病院など「関係者との連

携｣，対話型の授業への対応や教材の受け渡し，

授業の認定と評価といった「指導や評価の在り

方」など実際の学校現場で起こり得ると予想さ

れる課題が指摘された。

これらの課題について,解決策を示唆する先

進的な実践と報告がなされてきている。例えば

大阪市教育委員会(2018)は，小学校の普通教

室と家庭を結んだ遠隔授業の実践を通して，活
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【原著】

小児がん治療を受ける子どもにとっての

院内学級という場の意味

～入院生活における院内学級と心理社会的発達～

永吉美智枝

斉藤淑子

足立カヨ子

高橋陽子

谷川弘治

東京慈恵会医科大学医学部看護学科

都留文科大学教養学部

全国病弱教育研究会事務局

元東京都立鹿本学園中学部

神戸松蔭女子学院大学教育学部

要約

小児がん治療のために入院中の子どもにとっての院内学級という場のもつ意味を明らかにすること

を目的に、質的記述的研究を行った。入院中に病院内教育を受けた小児がん経験者14名を対象とした。

分析の結果、78のコードから26のサブカテゴリー、 9のカテゴリーが生成された。子どもは、入院後

の転籍前には、 【みんなが通う、暇だから行く場所】、 【学校があると知り行きたいと思った場所】 と認

識していた。転籍後には、学童期以降の子どもとしての日常の連続性が維持される【学校生活を継続

する場】 と意味づけていた。教室は【学習に集中できる場】や、 【友達と出会い、楽しく笑い合う場】

であり、そこで【先生や友達と色々な活動に取り組める場】に参加することで身体的苦痛が緩和する

ほどに【気持ちを切り替えられる場】 として意味をもっていた。また、 【体調に合わせて調整しながら

行く場】であると、子どもがセルフケア能力を身につける場としても機能していた。

キーワード：小児がん院内学級病弱教育心理社会的発達

Aqualitativedescriptivestudywasconductedtoidentifythemeaningofin-hospitalclassesfOr

childhoodcancerpatientsundergoingin-hospitaltreatment.Theparticipantswerel4children

whoreceivedin-hospitaleducation.Ananalysisoftheirdescriptionsproduced9categoriesand26

subcategoriesusing78codes.Befbretheirtransfertoin-hospitalclasses,mosthospitalizedchildren

withcancerbelievedtheseclassestobe[opportunitiesspentbymanychildrenmthesamesituation

tokilltime].Afterthetransfer, theyrevisedtheiropmion,consideringtheclasses[opportunitiesto

continueschoollife]wherethecontinuityofdailylifeaschildrenofschoolageorinearlyadolescence

canbemaintained.Theirdescriptionssuggestthatthein-hospitalclassesgivethechildren

[opportunitiesthatallowthemtoconcentrateontheirstudies], [opportunitieswheretheymeet

friendsandhavefiml, [placesandopportunitiestogetinvolvedindifferentactivitieswithteachers

andfriends],andfinally[opportunitieswheretheycanrefreshtheirminds],whichgivesattendees

relieffromphysicalpain.Moreover, in-hospitalclasseswereconsidered[opportunitiestojoinwhile

adjustingtheirattendanceaccordingtotheirphysicalcondition],suggestingthattheclassesalsohelp

themtoacquireselfLcareskills.

KeyWords:pediatriccancer, in-hospitalclasses,specialeducation,psychosocialdevelopment
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の効果を促進するという意義をもつ'0)。近年、

入院期間の短縮化に伴い、退院後に前籍校への

登校が難しい子どもが増加しており、小児がん

においても入院中や退院後早期の学習空白に

対して、連続性のある多様な教育環境の構築が

急務とされている''’'2)。さらに、治療後、通常

の学級に復帰する子どもにどのような学びの

場を確保するのか、教育の本質をどのようにと

らえるのかを併せて考える必要性が指摘され

ている9''3)。

こうした背景から、筆者らは小児がん治療施

設で病院内教育を受けた小児がん経験者の退院

後の成長発達における自己概念の形成過程を明

らかにする研究を実施した。この研究から導

き出された自己概念の形成に関わる要素の中か

ら、本研究では、発達の連続性を支える院内学

級の場に着目し、小児がん治療中に、院内学級

の環境をどのように捉え、意味づけていたのか

を経験者自身の語りから明らかにすることを目

的とした。小児がんの子どもの多様な教育の場

のあり方について示唆を得たいと考えた。

言
口緒Ｉ

現在、小児がんの化学療法や手術療法、放射

線治療などの集学治療が進歩し、5年寛解生存

率は80％へと向上し、若年成人人口の約11000

人に，人が小児がん経験者といわれるように

なった。その一方で、小児期の死因の上位にあ

り、治療終了後の長い経過において何らかの晩

期障害を生じる割合の高さが報告され、治療開

始後から継続した長期フォローアップの必要性

が指摘きれている］～3)。集学治療は強い身体症

状を引き起こし、不安や抑うつを生じさせるな

ど、入院や治療の影響は、身体と心理社会的

成長発達へ影響を及ぼす4)｡子どもは治療期間

中には地域の学校への通学が困難となる状況か

ら、厚生労働省により指定された小児がん拠点

病院には病弱等の特別支援学校または特別支援

学級による教育の実施が要件とされた。こうし

た学校や学級へ転籍した患児の平均在籍日数

は、4か月～10か月の長期に渡ると報告されて

いる5)。

子どもにとって、学校は主要な社会関係を

形成する場であり、QOLの主たる構成要素で

ある6)。思春期は、比較的短期間に中学校、高

校へと学校環境の移行を経験する時期であり、

新たな環境が要求する行動規範や役割期待な

どを引き受ける適応の課題に直面する7)。自己

を確立する自律的行動や、課題解決能力を発

揮しようとする内発的な欲求と環境との適応

の重要性が指摘されている8)。小児がんの治療

のために入院する子どもの多くは、通常の学

校から病院内にある特別支援学級や特別支援

学校の分教室等へ転籍し、退院後に通常の学

校へ戻っている9)。この過程で、子どもは心理

社会的に多くの困難を抱えながら、自己概念の

形成に取り組まざるを得ない。発達の連続性の

観点から、小児がんの子どもがどの発達段階で、

自らがどのように院内学級の環境へ適応し、教

室での人との関わりや活動、支援をどうとらえ

ているのかが、復学後の自己概念の形成へ影響

を及ぼすと推察される。

病院内教育は、学力の保障のみならず、積極

性．自主性.社会性の酒養、心理的安定を図る、

病気に対する自己管理能力を育てる、治療上

Ⅱ目的

本研究の目的は、小児がん治療を受ける子ど

もにとっての院内学級という場の意味を明らか

にし、小児がんの子どもへ教育を行う場に求め

られる要素について示唆を得ることとした。

Ⅲ用語の操作的定義

院内学級：病院内併設の特別支援学校分校、分

教室、特別支援学級、訪問教育を包括したも

のとした。

病院内教育：疾患の治療を必要とする子どもた

ちを対象に、医療の直接的な管理下にある場

であり、主に病院において行われる教育活動

の総称とした。

場：物事が行われる場であり、心的過程や社会

的現象の生起する状況を全体構造として捉え

たものとした。
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Ⅳ、研究方法 納的に分析した。分析は、小児がんの治療中

の子どもへの特別支援教育の5年以上の実践経

験者2名および研究者1名と小児がん専門病棟

で5年以上の看護師経験を有する研究者1名で

行った。分析の全過程で小児がんの子どもの教

育支援ガイドライン作成の経験を有する研究者

1名のスーパービジョンを受け、結果の妥当性

を高めた。

l.研究デザイン

研究デザインは、後方視野的な質的記述的研

究法を用いた。

2．研究参加者

対象は、小児がんの治療のための入院中に

病院内教育を受けた経験をもつ小児がん経験

者（以下、経験者） とした。選定方法は、便宜

的標本抽出法およびスノーボウルサンプリング

法を用いた。結果の偏りを防ぎ、特別支援教育

の多様な状況を反映させるため、 日本全国を対

象としている、異なる地域に活動拠点を置く小

児がん経験者の団体3団体を通して、対象者の

リクルートを行った。対象者の適合基準は、 1）

18歳以上26歳未満、2）経過観察中で、寛解後

の身体状態が安定している治療終了後3年を経

過した経験者とした。

6．調査期間

データ収集期間は、2016年6月～2017年9

月であった。

V・倫理的配慮

本研究は、研究者が所属する施設の倫理委員

会の承認を得た（承認番号:2016年度第5号)。

説明文書を用いて研究目的、方法、倫理的配慮

について口頭で説明し、同意を得た。研究への

参加の自由・途中撤回、個人情報保護を保障し、

参加者にかかる時間的拘束および心理的負担を

最小限になるように務めた。調査は、参加者が

希望する日時とプライバシーが保持される場所

で実施した。

3．調査内容

調査内容は、属性および疾患治療に関する情

報、小児がん治療による入院中の院内学級の場

の意味とした。インタビューガイドの内容は、

｢入院中の院内学級は、あなたにとってどのよ

うな場所やどのような時間でしたか。病室にい

るときのあなたとの違いがあれば、それはどの

ような違いでしたか。院内学級での生活や教員

と過ごした時間は、今のあなたどのような影響

を及ぼしていますか｡」であった。

Ⅵ、結果

l.研究参加者の属性（表1)

参加者は14名であった。調査時の年齢の中

央値は23 (18-26)歳で、発症年齢の中央値は

11 （3-15）歳、男性9名、女性5名であった。

疾患治療、教育の概要を表1に示した。通常の

学校から院内学級へ、発症から1ヶ月程度の問

に転籍し、長期間、在籍していた。治療期間や

再発のために複数回に渡り、小・中学校の両方

に在籍し、 もとの学校との転籍を繰り返した経

験者もいた。訪問教育を受けた経験者1名以外

は、院内学級だが、教室の場所は病棟内と病棟

外の両方がみられた。がんの種類は、学童期以

降に頻度が高い骨軟部腫瘍が含まれ、全員が化

学療法を受け、手術や放射線治療を併用する経

験者がいた。義足を装着している経験者が1名

おり、ユーイング肉腫の2名と骨肉腫の4名は

患部の機能障害を有していた。

4．データ収集方法

調査は、フェイスシートを用いて属性に関す

る聞き取りを行い、インタビューガイドに基づ

いた半構造化面接を行った。語りの内容は、研

究対象者の承諾を得てICレコーダーに録音し、

逐語録を作成した。

5．分析方法

逐語録を精読し、語りの内容を目的に照らし

合わせ、意味内容を損なわないよう一文に要約

してコード化した。目的に沿い、類型化してサ

ブカテゴリーを抽出し、比較検討、再編を繰り

返しながら抽象度を高めてカテゴリー化し、帰

－13－
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表1．研究参加者の属性

在籍期間(月） 学部教育形態受けた治療の種類 入院期間(月）疾患名

小学部7 特別支援学校分教室（院内学級）急性リンパ性白血病化学療法 7

小学部特別支援学級（院内学級） 4左側頭葉腫瘍 化学療法、手術 4

小学部8 特別支援学校分教室（院内学級）ユーイング肉腫化学療法、手術 8

小学部12 特別支援学校分教室（院内学級） 11ユーイング肉腫化学療法、手術

小中学部9 特別支援学校分教室（院内学級） 9悪性リンパ腫 化学療法

小中学部18 特別支援学校分教室（院内学級） 17悪性リンパ腫 化学療法、骨髄移植、手術

小中学部特別支援学級（院内学級） 9骨肉腫 化学療法、手術 11

小中学部33 特別支援学校分教室（院内学級） 29骨肉腫 化学療法、手術

小中学部11 特別支援学校分教室（院内学級） 10骨肉腫 化学療法、手術

中学部特別支援学級（院内学級）松果体腫瘍 化学療法、手術 44

中学部特別支援学級（訪問教育）ユーイング肉腫化学療法 1010

中学部10 特別支援学校分教室（院内学級）骨肉腫 化学療法、手術 9

中学部9 特別支援学校分教室（院内学級）上咽頭がん 化学療法、放射線照射 9

中学部上咽頭がん 化学療法、放射線照射、手術 13 病弱特別支援学校（院内学級） 13

注）入院期間：院内学級に在籍した時の入院期間を指す

2．入院中における院内学級という場の意味

（表2）

インタビュー時間は、61分～86分であった。

小児がん治療のための入院中に在籍した院内学

級の場の意味として、分析の結果、78のコード

から26のサブカテゴリー、9のカテゴリーが生

成された。カテゴリーは、入院後に転籍するま

での時期と転籍後退院するまでの2つの時期に

分けられた。以下、 カテゴリーを【 】、サブ

カテゴリーをく＞、コードを「 」で示す。

1)入院後、院内学級へ転籍するまでの時期

【みんなが通う、暇だから行く場所】

子どもは、入院後に生活が変化したことで、

｢入院当初は友達はあまりいなくて暇だから、

学校へ行くしかなかった」と、院内学級をく入

院後、やることが無く暇だから行く場所＞と捉

えていた。 「同じ病室の子ども達が行っている

から行くものだと思った」など､＜みんなが行っ

ているから行こうと思える場所＞と認識した経

験者もいた。

【学校があると知り行きたいと思った場所】

＜院内学級があることを知り学校に行きた

かった＞と学校へ通う積極的な意思をもった経

験者もいた。転籍前は、院内学級を社会的関係

に影響を受けていない場所として認識するに留

まっていた。

2）院内学級へ通学開始から、退院するまでの

時期

【学校生活を継続する場】

経験者は、転籍後の登校に慣れると「基本的

に学校は行くものだというルールがあり、ほと

んど休まなかった｣、 「辛くても毎日は来るし、

先生が来るので勉強はしなければならない」と、

＜学校に通い勉強する規則正しい生活を形成し

てくれる場＞と認識していた。

また、 「小学5年生がやらなければならない

普通の生活を、学校が守らせてくれた」とく小

学生が守るべきルールを教えてくれる場＞で

あり、 「入院前に登校の習慣がついていたので、

院内学級に行くことで元気な子ども達と同じ役

割を果たしていると思った」と、院内学級がく

今までの学校と地続きの場＞だと感じられるよ

うになっていた。

【学習に集中できる場】

子どもは院内学級での授業を通して、 「学校

はとても楽しく、勉強というやることをもらえ

て、勉強がスッと入ってきた」など、＜勉強に

集中できる意味で気晴らしであり、教育の場＞

-14-
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と教室で学習への取り組みをやるべきことと意

味づけていた。また、 もとの小学校の宿題や不

得意な科目を学習するく学校というよりは塾み

たいな場＞でもあった。

【先生や友達と色々な活動に取り組める場】

子どもは院内学級で行われる様々な活動を通

して、 「院内学級に行けば、本とかがあって、

いろいろ相手してくれる人(先生)がいた｣など、

＜先生と友達がいて、色々な物や本があり活動

できる場＞と捉えるようになっていた。さらに、

体育では風船バレーなどで身体を動かすことが

できる、＜身体を動かして楽しめる場＞を貴重

だったと感じていた。また、入院生活で唯一の

く調理を楽しめる場＞になっていた。

少人数の異なる学年と合同で行われる授業に

対し、 「中学部全体でやる家庭科と体育と音楽

は好きで､体調が悪くても楽しみに行っていた」

というように、普段の授業と異なるく学部全体

で楽しめる学習の場＞を楽しみにしていた。ま

た、 「数学をしている隣で理科や国語をしてい

たのも楽しかった｣、 「授業の話と点滴の音と会

話が聞こえる、にぎやかで開放感のある場所」

と、病室とは異なり、同じ教室内で異学年の子

どもが個別に授業を受ける院内学級特有の環境

を、＜異なる授業や音が聞こえる解放感がある

場＞と肯定的に捉える子どももいた。また、学

習以外の活動を通して、教室はく勉強するため

だけではない、好きなことができる場＞と認識

していた。また、学習発表会などの行事をく親

や多職種も参加する楽しい場＞と感じている子

どももいた。

【友達と出会い、楽しく笑い合う場】

院内学級の教室について「みんなが仲の良い

場所があるのは大きかった」と、子どもにとっ

て、入院生活のなかにくみんなで仲良く笑いあ

える場＞があることが大切だと捉えていた。ま

た、 「院内学級に行けば、同じ病室ではない人

達や年代の違う人達とも会える場所だった」と、

子ども同士の社会関係が限られる入院生活にお

いて、院内学級はく病室や年齢が違う友達と出

会える場＞となり、学習以外に病気や治療、将

来の話など多岐にわたる内容の会話ができる場

として機能していた。様々な活動や交流に参加

できるく入院生活を楽しくする場＞と捉えられ

ていた・

【気持ちを切り替えられる場】

子どもは、病院内にある教室には、本やゲー

ム、工作道具、調理器具、楽器など、様々な物

があり、 「先生がベッドサイドに来る勉強だけ

ではない、院内学級の環境があるから、楽しみ

も増え気分転換になった｣、 「病室は生活する場

としては狭く、プレイルーム、売店、ナースス

テーション、風呂、そして院内学級のような選

択肢の一つで本当の意味で気晴らしの場」だと、

＜ベッドだけでない、入院生活の中の気晴らし

の場＞だと意味づけていた。また、治療による

副作用がある状況のなか、 「みんなと話せば気

持ち悪いの起きないかな、無理してでも行こう

と気持ちを切り替えるきっかけになる場所」で、

｢院内学級がなかったら手術後の痛みや吐き気

はつらくて大変だったが、あったから総じて楽

しかった」と、院内学級はく治療が辛くても、

行けば辛さが軽くなり楽しめる場＞だと、教室

へ行くことで身体の辛さが軽減するのを経験し

た経験者もいた。さらに、 「ベッドにいても気

分が沈むが、学校に行くと話す人がいて少し元

気になった」など、＜体調が悪い時に、元気が

出る場＞であり、毎日、付き添っていた親と喧

嘩をした時期があった経験者にとっては、教室

がく親と離れた環境で、気分を変える場＞とし

て機能していた。

【体調に合わせて調整しながら行く場】

子どもは治療と登校を繰り返し経験しなが

ら、＜体調が良いときに行く場＞でありく体

調が悪い時には無理せず休む場＞と認識する

一方で、一日の中でも、 「朝起きあがった時の

だるさや吐き気、頭痛の感覚で辛ければ、車

いすで行った」など、＜体調が多少悪くても

行ける場＞だと認識し、 自分で登校を調整し

ていた。

【友達がいないと行こうと思えない場所】

同時期に年齢が近い子どもが入院していな

かった経験者は、 「友達はもとの小学校でみん

なと （勉強を） しているのに、自分は1人だか

ら行こうと思えなかった」と同年齢のく友達が

いないと行こうと思えない場所＞である院内学

級を楽しいと感じることができずに、拠り所を

求めていなかった。
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表2小児がん治療を受ける子どもにとっての院内学級という場の意味

珊
瑚

代表的なコードの例サブカテゴリーカテゴリー

入院当初は友達はあまりいなくて暇だから、学校へ行くしかなかった入院後、やることが無く暇だから行く場所みんなが通う、
暇だから行く場所 同じ病室の子ども達が行ついてるから行くものだと思ったみんなが行っているから行こうと思える場所

学校があると知り行きたい院内学級があることを知り学校に行きたかった
と思った場所

授業は受けたほうがよく、昼間の暇な時間ができるので、楽しんで行こうと転校した

学校に通い勉強する規則正しい生活を形成してくれる場院内学級に入る前はルールもなく怒られなかったが、朝9時に学校へ行く規則正しい生活に戻れた

小学5年生がやらなければならない普通の生活を、学校が守らせてくれた小学生が守るべきルールを教えてくれる場学校生活を継続する場

入院前に登校の習慣がついていたので、院内学級に行くことで元気な子ども達と同じ役割を果たし
ていると思った

今までの学校と地続きの場

勉強に集中できる意味で気晴らしであり、教育の場 学校はとても楽しく、勉強というやることをもらえて、勉強がスッと入ってきた
学習に集中できる場

もとの小学校の宿題や不得意な科目をやる、学校というより塾みたいだった学校というよりは塾みたいな場

先生と友だちがいて、色々な物や本があり活動できる場院内学級に行けば、本とかがあって、相手してくれる人（先生）がいた

(病室では）運動ができないし、病院に学校があるのはとても良いこと身体を動かして楽しめる場

院内学級で調理をできることは楽しかった調理を楽しめる場

先生や友達と色々な活動に
取り組める場

中学部全体でやる家庭科と体育と音楽は好きで、体調が悪くても楽しみに行っていた学部全体で楽しめる学習の場

ｰ

③
授業の話と点滴の音と会話が聞こえる、にぎやかで開放感のある場所異なる授業や音が聞こえる解放感がある場

勉強するためだけではない、好きなことができる場 勉強するためだけだったら行かなかった

院内学級の催し物は、 リハビリの先生やママたちも一緒に参加してくれて楽しかった親や多職種も参加できる楽しい場

勉強に行くというより、みんなが集まって笑い合うところみんなで仲良く笑いあえる場

友達と出会い、
楽しく笑い合う場

院内学級に行けば、同じ病室ではない人達や年代の違う人達と会える場所だった病室や年齢が違う友だちとも会える場

退院前の時期は（もとの学校より）院内学級のほうが楽しかった入院生活を楽しくする場

病室は生活する場としては狭く、プレイルーム、売店、ナースステーション、風呂、そして院内学
級のような選択肢の一つで本当の意味で気晴らしの場

ベッドだけでない、入院生活の中の気晴らしの場

みんなと話せば気持ち悪いの起きないかな、無理してでも行こうと気持ちを切り替えるきっかけに
なる場所気持ちを切り替えられる場治療が辛くても、行けば辛さが軽くなり楽しめる場

ベッドにいても気分が沈むが、学校に行くと話す人がいて少し元気になった体調が悪い時に、元気が出る場

治療中、親が心配でピリピリして怒るので、自分が外に出ると多少違うのではないかと思った親と離れた環境で、気分を変える場

薬が入って吐いているときと免疫力が下がっているとき以外は基本、行った体調が良いときに行く場

体調に合わせて
調整しながら行く場

本当にしんどいときは、無理は駄目で休むべきだと思った体調が悪い時には無理せず休む場

朝起きあがった時のだるさや吐き気、頭痛の感覚で辛ければ車いすで行った体調が多少悪くても行ける場

友達がいないと
行こうと思えない場所

友達はもとの小学校でみんなと（勉強を） しているのに、自分は1人だから行こうと思えなかった1人だから行こうと思えない場所
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Ⅶ、考察 や子ども同士の通学の働きかけが自発的な登校

を促す要因となっていたと推察された。

また、院内学級は、 もとの学校と地続きと感

じる【学校生活を継続する場】 として意味づけ

られていた。入院前から退院後までの連続性を

確保する場として、子どもの学校への所属感を

維持する心理的にも重要な環境であると考えら

れた。また､教員とともに【学習に集中できる場】

で過ごす時間は、子どもとしての「役割」を継

続していることを実感できる活動であり、生活

習慣の形成に加え、＜小学生が守るべきルール

を教えてくれる場＞としての機能であった。子

どもは新しい場所に入ると、何をすべきかが不

明確になるといわれる8)。教員がいて学校生活

を継続できる環境は、入院前と同様の社会を認

識する機会となり、教室は社会的規範を学ぶ発

達に不可欠な意味をもつ場であると経験者に意

味づけられていた。院内学級では「つなぎ支援」

が重視されている。長期入院の入院時の「つな

ぎ支援」では、院内学級という場に適応する土

台づくりとして、教員と子ども、子どもと子ど

ものつながりを重視していた17)｡本研究では、

教員や子ども同士のつながりとともに、 もとの

学校と同様に教員から日常生活のルールを教わ

り、学習することが地続きと感じる要素である

と示唆された。

1．子どもの特徴に配慮した教育環境

本研究の参加者の特徴は、脳腫瘍や学童期以

降にみられる骨軟部腫瘍を発症し、全身化学療

法と手術療法、放射線治療の複数を併用し、 1

年ほどの長期入院と治療後に身体機能障害を

有する子どもが含まれたことであった。院内学

級が併設される病院によりがん種に違いはある

が、全ては小児がんの専門治療を行う病院であ

り、教員により長期入院する子どもに対して発

達に必要な環境作りや、一人一人のニーズに合

わせたや関わり14)が行われていたと推察され

る。

2． 日常の連続性が保たれる場としての「院内

学級」

本研究の参加者は、発症からlか月程度の問、

通常の学校から院内学級へ転籍するまで、学校

生活を中断し、治療中心の生活が長期化する過

程で、暇でやることがない感覚を生じていた。

学童期の子どもは、 日常生活のなかで通学を習

慣化し、学校を社会的な活動と認識する過程に

ある。しかし、小児がん治療開始後間もない時

期の子どもは、入院前の生活環境と突然に切り

離され、生活リズムが一変する,5)。突然に毎

日通学して活動していた学校から切り離された

後、子どもは未知の環境にある学校を、 【みん

なが通う、暇だから行く場所】 と自分も通える

場所だと自然に認知することで、通学する習慣

を取り戻していた。思春期に小児がんを発症し

た子どもは、病気により一変した生活に困惑し

たり、退屈な生活の中で進路選択への不安を生

じたり、友達から離れた孤独感を感じるといわ

れる16)｡これに対して教員は、入院が長期にわ

たる場合、本人の気持ちに配盧し学校や友達の

話をしながら院内学級への関心を喚起するよう

な働きかけをするという17)｡本研究において子

どもは、病院に「学校」があり、突然やるべき

ことを失った時間に他の子どもが楽しんで登校

する姿や教員の様子を目にすることで、入院前

と共通する学校という場へ行こうと動機づけら

れ行動を起こしており、治療環境に学校が存在

し、学童期の日常を送る同年代の子どもの存在

3．活動を通して社会性を育む場

学童期以降の子どもは、学校での友達との交

流を通して社会性を発達させる'8)。教員は、長

期入院では子ども同士の関係をしっかり繋ぐこ

とを重視しているという。また、短期入院にお

いても院内学級に通うことが社会性を養う機会

となり、子どもは友達ができて良かったと肯定

的に捉えていた'9)。本研究において、子どもは

教室をベースとして、病室や病棟、年齢を超え

た友達関係を作っていた。もとの学校のクラス

集団とは大きく異なる関係性が、子どもに興味

深いと認知されることで、院内学級は社会性を

育む場となっていたと考えられた。さらに、経

験者は様々な活動に友達と参加し、話をした関

係性に意味を見出していた。小児がん治療の影

響を受ける子どもの教育の場での友達との関わ

りは、闘病の辛さを共有し、友達同士が支え合
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楽しさや喜びを感じる契機になったという報

告がある21)一方で、長期入院の中盤には不安

定な身体の状況に合わせた支援が課題とされて

いる'7)。本研究では、小児がんの子どもは、心

身の調和的発達を培う目的で設定される自立活

動等の【先生や友達と色々な活動に取り組める

場】に参加し、身体的症状から【気持ちを切り

替えられる場】で生活経験を重ねることで、繰

り返しの治療による体調の変化に合わせて登校

を調整する力を獲得していた。集学治療の影響

を受ける辛い体調にあっても登校しようとする

動機づけには、辛さを忘れさせるほどの人との

関係性や活動があったと推察された。

気分転換となっていた教室には教科書の他

に様々な楽しめる物があり、子どもは教員や

友達と一緒に授業時間と授業時間以外の両方

で活動に取り組むことを楽しいと感じていた。

院内学級は、子どもが病院内で「夢中になれ

るもの」を見つけ、生きる力を沸き立たせる

活動となる20)。自立活動のねらいとして「心

理的安定」や「コミュニケーション」が位置

づけられており、気分転換を図ることで情緒

を安定させ、ゲームや創作活動、調理など楽

しい活動が好評であることや'4)、子どもの気

持ちに寄り添い、状況に応じて柔軟に指導内

容を変更し、主体的活動を引き出すなど教科

活動以外の教育活動の援助としての機能があ

る6,14,23)。主体的に取り組む意欲を掻き立てる

ように考えられた環境で、教員や他の子ども

と積極的に好きな活動に取り組む時間が、化

学療法の辛い副作用や手術後の苦痛を忘れら

れる時間となり、子どもが【体調に合わせて

調整しながら行く場】 として認知することで、

登校できるかを自らが判断し、教室へ行こう

とする意欲が引き出されていた。

短期入院に伴い、院内学級での活動の機会は

減り、学習の場は在宅や通常学級へ移行するこ

とで子どもが経験する活動の内容は変化し、子

ども同士のコミュニケーションの機会が減少す

ることが懸念される24)。院内学級に同年齢の子

どもが在籍していない場合に、 【友達がいない

と行こうと思えない場所】 となっていた。本研

究から、経験者は院内学級という場を、学童期

以降の小児がんの子どもの生活を継続し、発達

うピアサポートの場としての役割を果たしてい

るといわれる20)。本研究では、院内学級のない

環境には生じ得ない、異年齢や他病棟の生活の

場、疾患が異なる子どもの交流により、お互い

を知り、社会関係を広げる場として機能してい

た。長期間通う院内学級は、同年齢のクラスメ

イトが少ない環境においても、治療を受ける子

ども同士の人脈を広げ､集団への帰属感を育み、

ピアサポートヘ発展する可能性をもつことが示

唆された。

また、子どもは下肢の運動が制限されている

身体への負担を考慮して工夫きれた運動を肯定

的に捉えていた。院内学級における体育では、

椅子に座ったままできる運動など病気の状態を

考慮し学習が過重負荷とならない指導内容が工

夫されている'4)。化学療法中や義足を装着して

間もない時期の子どもの身体の状態や機能の特

徴に合わせて工夫された運動は、運動機能の発

達が著しい発達段階の子どもの筋力など身体機

能の維持回復につながる。体育は子どもが友達

と一緒に取り組む楽しさを感じながら、友達と

の生産的なやりとりや友情を発展きせる重要な

機会となる'4)。院内学級が手術後の早期離床の

促進に寄与するとの報告があるが'9)、下肢の

手術後に治療として継続する理学療法とは異な

る体育を行う院内学級が、小児がんの子どもに

とっての生活のなかで楽しくリハビリを継続す

る機会となることが示唆された。

4．気持ちを切り替え、体調に合わせて登校を

調整する力を形成する場

本研究では、子どもは在籍期間が長くなると、

症状が強い時には休み、体調の良い時に行く場

として、登校を調整していた。学童期は、生活

習慣の完成期であり、この時期に身につけた生

活習慣は自己管理の基礎となり、ライフスタイ

ルの一部として残りやすい。しかし、治療が始

まると、子どもの心身には様々な変化が生じる。

小児がん治療中の子どもは、治療の副作用によ

り、通学や学習に取り組むことができない体調

の日6,14)と、急性の副作用が回復し体調が安定

する時期が繰り返し生じる特徴がある。治療

による制限と症状によりストレスを生じた慢

性疾患の子どもが、院内学級の工作を通して
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課題の達成を導く場として意味付けていること

が明らかになった。長期間の在籍中に築かれた

教員や友達との社会関係と活動を、短期入院で

どう保障できるかが今後の課題である。

川弘治）の一部として実施した。本研究の一部

は、 日本育療学会第23回学術集会において発

表した。
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A市地域活動ホームの看護職による乳幼児期の

医療的ケア児と家族への支援活動
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要約

本研究は、地域の実情に合った独自の支援を創設しているA市地域活動ホームの看護職が、乳幼

児期の医療的ケア児と家族へどのような支援活動をしているかを明らかにすることを目的に、インタ

ビューを実施し、質的・帰納的に分析した。結果、看護職は、 【支援活動を通じた新たな支援対象の把

握】 【医療的ケア児と家族のニーズの変化に合わせた支援の調整】 【子育て期の家族のQOLを支える

ための児の預かり】 【安全・安楽を保証するための調整・管理】 【支援員との協働による発達ニーズを

満たすための活動の提供】 【家族の心理的な安寧のためのかかわり】 【成長発達に伴い変化する地域社

会や関係機関との連携】を行っていた。地域で生活する乳幼児期の医療的ケア児と家族への支援には、

支援ニーズに応じることのみならず、潜在的に支援を必要としているケースの把握や継続的なコーディ

ネートとともに、家族への心理社会的支援が重要であることが示唆された。

キーワード：医療的ケア児、乳幼児期、看護職、コーディネート、心理社会的支援

諸言 に応じた支援体制は、在宅医療を含めた生活支

援を担う医師や看護職等の保健・医療関係者と、

障害者総合支援法の地域生活支援事業を担う相

談支援機関の相談支援専門員等の福祉関係者が

連携するという、個々の専門職の支援調整に

よって構築されているのが実情である3)。

A市は、地域を拠点とした相談支援機関の

一つとして、A市社会福祉法人型地域活動ホー

ム(以下,地域活動ホーム)を独自に設置した4)。

地域活動ホームは、年齢、障害（疾病）の種

別や診断の有無は問わず、公的支援を利用し

ない場合の地域生活における相談支援も担って

いる。また、地域自立支援協議会と地域コミュ

ニテイーと協働しながら地域の実情に合った独

自の支援を創設し、地域生活におけるニーズ

に添った包括的な支援の取組みを全国に先駆

けて進めている。ざらに、地域活動ホームは、

在宅移行後に地域で生活する0～19歳の医

療的ケア児は、平成27年度の在宅療養指導管

理料の算定件数による推計で、全国に1万7千

人おり、そのうち0～4歳の乳幼児期の医療的

ケア児は6千人いると報告されている。また、

在宅人工呼吸器管理を必要とする医療的ケア児

については、平成27年度には0～19歳は3千

人となり、そのうち0～4歳は約千人で3割以

上を占めている')。

地域で在宅医療を必要としながら生活する乳

幼児期の医療的ケア児は、成長発達に伴い生活

範囲を広げるために、地域を拠点とする相談支

援機関の相談支援専門員だけでなく、多職種の

かかわりが必要となる2)。しかし、地域生活に

おける乳幼児期の医療的ケア児と家族のニーズ
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資料に基づき施設概要について説明を受け、施

設内の見学と参加観察を行った。

在宅へ移行した乳幼児期の医療的ケア児が地

域で生活する際に必要となる支援体制を構築

してきた5)。地域活動ホームの看護職は、これ

まで相談支援専門員や生活支援員等の福祉職と

共に、地域で生活しながら成長発達していく乳

幼児期の医療的ケア児の家族からの相談支援に

応じている6)。

そこで本研究では、近年増加している地域で

生活する乳幼児期の医療的ケア児と家族への看

護支援のあり方について検討するために、地域

の実情に合った独自の支援を創設している地域

活動ホームの看護職が、乳幼児期の医療的ケア

児と家族へどのような支援活動をしているかを

明らかにすることを目的とする。

4．分析方法

インタビューで得られた音声データを一人ず

つ逐語録データにおこし、地域活動ホームの看

護職が行ってきた、乳幼児期の医療的ケア児と

家族への支援活動に関する部分を抜き出して、

1つの活動を1単位のデータとして抽出した｡ 1

単位のデータ毎にその内容がイメージできる語

りの記述を抽出し、コード化した。次にコード

の意味内容の類似するものをまとめて、その意

味内容を忠実に表現し、下位サブカテゴリー、

サブカテゴリーを順次集約し、ストーリーライ

ンを作成した。結果の真実性の確保をするため、

質的研究者並びに小児看護学研究者3名でデー

タ収集方法の検討やデータ分析について再検討

や修正を行った。また、研究参加者に、本人の

IDを伝えた上で、統合した分析結果の文章を

一読してもらい、インタビューで語った内容と

の齪嬬がないことの確認を得た。

研究方法

1．用語の定義

医療的ケア児：本研究で用いる医療的ケア児

とは、 日常的な生活行為として行っている医療

行為（人工呼吸器管理、気管切開管理、酸素投

与、気管内吸引、経管栄養、導尿）がある子ど

も2)とする。 5．倫理的配慮

研究計画の段階で、関東学院大学研究倫理委

員会の承認を得た（承認番号，人2015-2-5)。研

究参加者に対して、研究の目的と趣旨とともに、

研究への参加は自由意思であること、プライバ

シーの保護、結果の公表などについて、文書を

用いて説明し、同意書に署名を得た。

2.研究参加者と調査期間

研究参加者は、地域活動ホームの看護職とし

て3年以上の経験があり、これまでに地域活動

ホームを利用した乳幼児期の医療的ケア児と家

族への看護を実践してきた看護職とした。調査

期間は平成29年5月～9月であった。

結果

3．調査方法

データ収集は、研究参加者へインタビューガ

イドを用いてインタビューを行った。インタ

ビュー内容は、 1）研究参加者の属性：看護職

としての経験と年数、地域活動ホームでの経験

年数、年代、2）最近5年以内に関わった、乳

幼児期の医療的ケア児と家族への支援活動につ

いてである。インタビュー時には、支援活動に

関する内容を深く掘り下げることができるよう

に、必要に応じて具体的な状況について質問を

加えた。さらに、インタビューデータの分析・

解釈を補う一助とするために、インタビュー当

日、地域活動ホームにおいて、事業報告書等の

l.研究協力施設の概要

研究協力は3つの地域活動ホームから得られ

た｡3つの地域活動ホームは、地域生活を支援

する拠点施設として士・日．祝日も開館してお

り、支援対象は障害．年齢を問わず支援を実施

していた。3施設共通の構成員は、相談支援専

門員(以下,相談員)､生活支援員(以下,支援員)、

看護職として保健師もしくは看護師であった。

1施設には、この他の構成員として、ビアカウ

ンセラーと嘱託医師がいた。

3施設共通して、乳幼児期の医療的ケア児と

家族が利用していた支援事業は、相談支援事業
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としての相談、面談、生活支援事業としての一

時ケア（原則2歳以上の日中の預かり）、おも

ちゃ文庫での催し物（0歳～未就学児)、地域交

流事業としての関係機関と協働のお祭りであっ

た。2施設共通する支援事業には、相談支援事

業としての訪問面談があった。さらに、同行受

診、ビアカウンセリング、 ドクター（嘱託医師）

相談、子育て支援事業がある施設や、未就学の

障害児の家族会（0歳～未就学児）がある施設

があった。

象徴的な研究参加者の語りの部分を ‘瀞歓惨

〃者7Dﾉ''で示す。 ( )は研究者が、語りの

中の略語や文脈から語りの内容を補った内容で

ある。

l) 【支援活動を通じた新たな支援対象の把握】

地域活動ホームの看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族への支援活動として、一時預か

りを利用したいという＜親の来所・相談による

支援対象の把握＞のみならず、 これまでの支

援活動を通じた、病院・行政・訪問看護等＜関

係機関からの連絡による支援対象の把握＞とい

う、地域で生活する中で支援が必要となる対象

の情報を把握していた。また、看護職は関係機

関からの連絡のみならず、 ‘房瀞いてくれるだ

けでいいと震う"とわが子が乳幼児の頃に話を

聞いてくれる人が欲しかったと省みる＜利用

経験のある母親からの紹介による支援対象の

把握＞をしていた。さらに、看護職は、地域

活動ホームにおける事業の一つであるくイベ

ントでの支援対象の把握＞をするという、病

院や行政から勧められて来所するイベントで、

支援が必要となる乳幼児期の医療的ケア児と

家族を把握していた。

f悲篝ママだったり、〃堰〃で、 ちようと：2

ごアく､､らいの子で、 ちようと澄諄葺幼されてク

らそうだま、みたいにまると、自分もああだっ

たをあっていうのを思い出して、言之るﾉ(がし』

安かったから柵､話瀞いてくぇるだ〃でいい

と,患うん患っていうので連瀞くれた〃とか。

ほんとに。だからﾃ政とか訪(〃ﾉ看(麓ﾉとか、

そういうのだけどやまく仏ﾉ。

2） 【医療的ケア児と家族のニーズの変化に合わ

せた支援の調整】

地域活動ホームの看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族への支援活動として、他の施設

の利用や宿泊での預かりなど、＜新たな預かり

の利用相談の対応＞や、医療的ケア児の状況に

より、地域活動ホームでの一時預かりが難しい

時には、＜預かりの代案の提示＞をするという

支援の調整をしていた。また、乳幼児期の医療

的ケア児と家族のニーズの変化に合わせて必要

となる＜訪問医療の利用の調整＞や、相談員と

一緒に面談に入り、＜相談員による福祉サービ

スの調整の補佐＞をしていた。

2．研究参加者の概要

研究参加者は各施設から1名の合計3名で、

年代は40代～50代、地域活動ホームでの看護

職経験は7～10年であった。地域活動ホーム

における看護職の職種は、保健師が1名、看護

師が2名であった。3名全員が他の医療施設等

において、6年～21年の看護職の経験があり、

そのうち2名は、小児を対象とした看護職の経

験があった。インタビュー時間は66分～90分

であり、平均74分であった。

S.地域活動ホームの看護職による乳幼児期の

医療的ケア児と家族への支援活動

研究参加者から語られた乳幼児期の医療的ケ

ア児の年齢は、8か月～就学前の6歳であった。

日常的な生活行為として行っている医療行為

は、人工呼吸器管理、気管切開管理、酸素投与、

気管内吸引､経管栄養管理､膀胱ろう管理であっ

た。

地域活動ホームの看護職による乳幼児期の医

療的ケア児と家族への支援活動に関する語りの

記述内容の総コード数は420であり、次の7つ

のカテゴリーが抽出された。乳幼児期の医療的

ケア児と家族への支援活動は、 【支援活動を通

じた新たな支援対象の把握】、 【医療的ケア児

と家族のニーズの変化に合わせた支援の調整】、

【子育て期の家族のQOLを支えるための児の

預かり】、 【安全・安楽を保証するための調整・

管理】、 【支援員との協働による発達ニーズを満

たすための活動の提供】、 【家族の心理的な安寧

のためのかかわり】、 【成長発達に伴い変化する

地域社会や関係機関との連携】であった（表1)。

以後は、カテゴリー【】、サブカテゴリー＜＞、
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表1 地域活動ホームの看護職による乳幼児期の医療的ケア児と家族への支援活動

サブカテゴリーカテゴリー

親の来所･相談による支援対象の梱握
早宇中中■凸口角二会ニニニ巽睾坐叩“6[含菫璽旦今坐■aBO■『･“今竺号ニニニ睾二こニニ100，“eOOOOOOOOOO“00叩0000000000000BOOOOOOeOO“､O“009COOOOOO”000000QOOeO”O0meO側“09”OG”00”0M”0脚“000““00000000M0“00000脚叩0“”“0“0，m“0001

関係機関からの蓮絡による支援対象の把握

莉甫緯騒あ潴葛毎謨%贈あ繕芥i豐茨葛豐穫狩蒙お糟瑳
巽今号令令舎巽曾空色自曾00““GeOQ“00”00”0990〔二二弓ニニニニ00“DOQOO的”0“OMDOOOOO“600脚､q卸000■00“00“DOOOOOOOOO“00“00000000000”00080町Mw0■G0qOOO”000”00“卯0008000“000”0“00“0M、“●00碗00叩0“叩”m0e””001

イベントでの支援対象の把握

支援活動を通じた新たな支援対象の把握

新たな預かりの利用相談の対応
80■叩COﾛ空守9日?坐今t900m帥聖聖聖空ﾖﾛ［ｪﾆ宝曾D0e聖聖P90U叩伽叩聖亜GB叩叩00000000000”O0BOOOr曾竺亨0008000COOOOODOOO”00000m加OOOOOOOO”000808“00濁00000000叩0000000

預かりの代案の提示
'00卯BOOO空坐竺聾聾坐竺令聾”88帥08“0“O脚O0U06e9舎曾今空巽鶉令曹坐聾坐900$000帥00060068”000帥Q憾0000000000000“00000000“O0qOOOOOOOqBOOⅢO0QDOOqO脚900000“00O叩00叩

訪問医療の利用の調轄
1今?坐0m6$00帥0m9世今今坐帥08抑”0008釦00御000曲0008,08叩帥00帥000600000帥00$抑000000000000■DOOOOOOOOOO”O0000MOOOODOOOOO叩0帥O00UDOO叩000000000Q000叩DqOB00000

相談員による福祉サービスの調整の補佐

医療的ケア児と家族のニーズの変化に合わせた
支援の調整

仕事を持つ家族のための預け先の補完
OBO叩00叩DQU叩加OCOODD加叩ﾛ”■qEU00肥OB■叩00叩00,叩叩80叩00叩00叩■叩Bﾛﾛﾛ叩叩B0U0000000Ⅷ00“ﾛ00000帥00000000008000抑10抑0000伽000”00“0000008000800帥00帥001

親の休養のための預かり
000”加叩Q”叩ﾛ廿､O叩09叩0■叩OB8000叩■“脚000叩O0MOUDM叩加叩加ﾛ叩OBOQ叩DO叩0000DOB叩0■叩OBO叩00叩00叩卯008川O00UOOODOOOO800000000000000000000010抑000000*0001

家族の受診のための預かり
00叩0”､■“､“叩0“DmDMOD”0叩伽叩日叩00叩0,”叩叩叩卯0叩8,叩m0抑ODCUOOOODOOOOOOOOO”000000000000000OB“0叩O0BOCMOO伽000B0MBOOOQ0MMOOBMBDOODDOMOO伽00

きょうだい児が両親と渦ごすための預かり

子育て期の家族のQOLを支えるための児の預かり

医療に関する情報収集
pB00ⅧDOOU”000000000000UOOODOO卯O0UDOQBOU0叩叩B叩叩0伽､叩ﾛ0叩00叩00000“000UOOOOOOOOOOOOOOOOOO帥00帥00M000$0000000QOOC000C60DOOOO”O00000MOOOOO卯00帥00帥00”000000MOOOOOOMQDOMDOO叩oQUOOUDOOOOOOOD伽08000DOOODOOO帥00“009QOOCOOO

安全に配慮した受け入れ時間とマンパワーの調整
叩090”0000“､伽00“0“00000帥006卯00000000090“UIM000000“00090m0000000“幹9000卯00000帆OG00帥0060000000COOCMOO90000”000BOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOO叩00000叩O00B00叩0卯BOOⅢ00叩00叩O0UOOOO叩00$00000006000600帥900“DMQBOO0BOMDO

体調票化を想定した主治医からの指示の受領
叩0叩06”0$000”000099000“0080叩000釦OBⅦ0“DMOD0UUOO叩O00D0伽B0UOOOOUOOOOOOOOOOOO帥00000QOOOeOODOOOOOOOgMDOOOOOOOODQOOOOOOOOOODOOOOOOO抑O0000COOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOBOOM00U”O0BOOM00卯MOO叩06000帥qOOOOOO90”“叩O00QO叩0000抑BO8

医師がいない場で医療処置をするための事前準備
、”00伽0000BOO叩0”0“no帥000600“09600m80000*000“0帥加･“0006”00DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000M“000000”000000000000MDOOODDO叩00叩0000000Mm00Q000000000MU0000000U0帥加OMD0UUOMUOOOUOO卯帥06帥000000*00DOOOOOOOOOQO“叩00”卯00M

段階的な利用の促し
卯OOOOODOO”0叩O0000Um00”qOOOO叩0000節BOO“OQDQO叩00DOOOBOOQDDOODOOD0000000QDOO“0Mﾛ加、叩U0MOOODOOQp00叩00000QODOOODOOOOOOODOOOOM0DOOOMOOOOODOOODOOOO600DOOOOOMOOOOOOeOOO“00000DOOOOOOOO“OpMO叩000，00叩0QOOOqOOOOUm000”UOeOU

家族の意思を尊重した医療的ケアの方法の引き継ぎと実施
目聖曾ODP聾pｳ“00“､“Dm0“e””0”0ロエェ?空的q”“叩0900叩C[ニニニ]叩090叩“0“DOOOOOOOr聖坐0000”000000000800000000000”000000000聾坐鱒10000“聖典坐9800“00“00“006000,“0,0“000000”MDOO叩O即00Ⅶ00叩00叩00叩”U叩0U”CD叩“0eOOOOOOO

体調に応じた医療的ケアの実施
坐艸叫抑BOO卸0“ﾛ師“00“?坐坐坐?90088卿煙斡ｳ伽加080m$”“98“009“00800帥0080000000杣0帥600009000000COOOOOOOOOOO8WOOOOOBO800000000090000抑MOOCOOOOOOOCOqDO“O000m0QOOOQOO■叩DB叩､MBO卯COOOOOOO抑OOOOO帥00帥00帥008000000008000000q

支援員との申し合わせ
080800叩､068002号聖坐聖空色“Ba坐巽90『凸●凸竺今96000”00000”000000000M000叩O00U0伽､QOD､加師OqO“0m”00000叩O00U00叩0“叩“000叩QQQOOQ叩DOOOOOO帥叩0“O00p000即師卯0“00“000卯00叩00卯0“0000000”00”00,00帖0000“000”0MOO“DOOODOOOOOI

関係機関との緊急時の連絡体制の確保

安全･安楽を保証するための調整･管理

支援員による発差ニーズを満たす蕗びの補佐
”0帥02鯉坐巽骨些里聾坐曾聖号令?？?亨9曾自叩坐亨竺坐?亨坐竺竺聾如今坐?聾曾轄坐?亨今●鶚0008000“009600”師008000G匹●．?e000000000000M000“O90008e9巽巽坐92蝶Q聾0000008000000”00000080伽DOOOOO伽､O“008”OB”QOOOOOBO”帥001

支援員との協働による外出や音楽･創作活動の提供

支援員との協働による

発達ニーズを満たすための活動の提供

預かりにおける医療的ケア児の報告
D“900“O08mQqE聖空色里雲eDOqODOt睾舎些巽鶉ﾆﾆﾆ菫弓巽動00“0町坐労り､”､亡今＝00000“0M000叩MOO■qO“000叩0“0““0“000“0“DM000Q00“QOOUo00叩0“卿00“0“0“000“0“0“0000”08“O0000M0qOO”卿0“■000“0901

洪迎時における家族との意図的なコミュニケーション
岡台■“BOOeDO“CO“00酷0“0師e00Q”““0”C“､“P““Q“､“pOO“0”0■0m加““0000000“000000側QOOMDMo0000““00“00000000000”0“000000“CO柚恥00“00“00“000●000eOMOOOOOOOOOOOQ“08DOQCDOQeD”00”O08eI

来所が難しい母親への雷話や家庭訪問の活用
画P甲早●甲■叩■“0“0”ぬ““師8,“”卿●、口今萸?竺宝””卯?聾亨空言垂ﾌ09”””COO卯900“090000伽0“脚0帥00000帥Oo0卯”000000”000““､“0000”“000”Dn00000“00卯000000“0,““0000M00“080“0“800080■0“DOOwI

障害受容渦程にある母親の思いの表出の促し

家族の心理的な安寧のためのかかわり

成長発達に伴い変化する
地域社会や関係機関との連携

地域の親子と交流できるイベントの運営
8DMeOOOOBmOOM00QeBM9eOOOOQODOOO60qO“00“00“00“00000“Om0DOOOOOOODOQQ的00BOOOOOOODOOOOOOOO900QOOOODOOQ9“000“00mOOOqDOMDOOODOOOOOO働0000M“0000000000900叩0006

地域の公的機関とつなぐ機会の提供
COqODOOOD”00■0Q與聾聾9Ce?巽号巽己空曾坐9御鯉坐舎”QeOOODOO叩BOmOQQOOODOO叩DqOOOOU000叩002目坐9OpDOO叩0000090000，巽目坐曾0伽OU0000000UCOM聖曾9QOOO院坐坐gOOOU000QOOOODOOOOOOMO

ピアサポートの場の提供
“Q坐QqDO“DOOOD0Q800QDOOO““0“6m“000,師000”MOOOOOO抑00“0000,m”0”06“000DDOODOOOO”000”OOO帥加0000師00”00”0000000PQQ?00009000伽■00000000000900“0006叩00000

関係機関とのカンファレンスによる情報共有
MQDMOOOU800叩”000伽ODpBOOQ“0叩“000000QOOOOBO60000000“00000000000DOOOOOQQOCOOOOOOOM脚0008“000800000QDOOMOOOOOOOOOOQBOOOOO800m000000脚0，0000“BBM0DOOOOOⅢ000000

保育園入園後の状況把握
DB伽0000000帥00抑00期000000000MpUOqB0000MDDMUDQ叩■0UDG叩叩叩叩pDDOBDOM叩Qﾛ､加ﾛ“叩MOn叩OUB叩叩0000”伽0伽DM叩“UDO“DOOnED加叩q叩00印加DOOQOM叩0Mﾛ00叩00叩00叩00

就学に向けた関係機関との引き合わせ
即､MOO帥00卯00$00卯0“0000000杣06000師O8000mnDO叩0加叩加ﾛ叩ﾛ000,00叩00叩0q叩6杣DOOODM0MBOOp00qOOOOBDOUOOOOHQ“000叩､OOIOOO0QOU0000p00QUD0BO加ﾛO■UDDOm00叩DOOUOOOOOOQ

災害時に備えた地域の関係機関との蓮携

“ちょっと（一俘涜かりばノ難しいれ、 って

いうのであれ感そこでちょっと他の、 もう

ちょっとここ（地域猛動ホームノじゃまいとこ

ろのほうがお_互い麦弓仏ﾉ､凄のかま、 っていうやり

段〃を獺員さんとするんですb－ﾒ7略一勉の

ところたつまく､場所として． ． ‘･一つの案と

して、今麦でこういう案洋万坊タ菱すっていう

の成塩童(鑑達ノデグ（サーどスノとかガ捗っ

たら小さいお子さんだった〃、あと、クグニッ

ク傑殼のところC塩童鑑達デグサーどスノ。過

ごしの場を源ﾌ陰したり(Cﾉ｡"

3） 【子育て期の家族のQOLを支えるための児

の預かり】

地域活動ホームの看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族への支援活動として、＜仕事を

もつ家族のための預け先の補完＞としての預か

りをしていた。また、看護職は、＜親の休養の

ための預かり＞、＜家族の受診のための預かり

＞、学校行事の時やくきょうだい児が親と過ご

すための預かり＞をするという、子育て期の家

族のQOLを支えるための預かりをしていた。

“呼班券を〃〃ているお子さんのご家族で

あっても、やっぱり魔労の希望万増えてきてい

るかまというところて毛一車塔一呼吸器の子た

ちの（一艤涜ソユタノ依顔か多くまってい麦す

“ﾉ｡"
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4） 【安全・安楽を保証するための調整・管理】

地域活動ホームの看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族への支援活動として、一時預か

りの利用前の登録相談等からく医療に関する情

報収集＞を行い、＜安全に配盧した受け入れ時

間とマンパワーの調整＞をしていた。また、看

護職は、一時預かり利用の前に、乳幼児期の医

療的ケア児の＜体調悪化を想定した主治医から

の指示の受領＞や、＜医師がいない場で医療処

置をするための事前準備＞をしていた。看護職

は、一時預かり利用に際して、＜段階的な利用

の促し＞をすることで、乳幼児期の医療的ケア

児の安全・安楽に配慮した調整をしていた。看

護職は、地域活動ホームにおける一時預かりや

イベント時には、＜家族の意思を尊重した医療

的ケアの方法の引き継ぎと実施＞やく体調に応

じた医療的ケアの実施＞をしていた。また、看

護職は、預かり利用前に＜支援員との申し合わ

せ＞をして、乳幼児期の医療的ケア児の安全・

安楽に配慮していた。さらに、看護職は、地域

活動ホームにおいて、乳幼児期の医療的ケア児

の安全に配慮した準備として、家族を介さなく

ても医療機関や他の利用施設に直ぐ連絡を取れ

るように、＜関係機関との緊急時の連絡体制の

確保＞をしていた。地域活動ホームの看護職は、

医療機関での看護職の経験から、医師のいない

場における乳幼児期の医療的ケア児への安全な

医療的ケアの調整・管理を行い、直接的なケア

の提供をしていた。

“(勉輔巖勤ホームムガ痴跨と違う。医者‘い

まいムまので、〃かあればすぐW蒜溌たって

いう話にばまっていて3この方倒幼塩聯の医

療〃ケズ短ノ も、 （ﾉ(工呼搦器のノ券厳のメラ

フ､ル含めて何かあればすぐ､､〃病溌のほうに遁瀞

を。お母さん介して‘いいL緊急控があれば

その菱菱僅落ノでもいい⑮ﾉ｡'’

5） 【支援員との協働による発達ニーズを満たす

ための活動の提供】

地域活動ホームの看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族への支援活動として、呼吸器を

必要とする子どもの遊びのアドバイスやコミュ

ニケーションがとれるように仲介する等＜支援

員による発達ニーズを満たす遊びの補佐＞をす

ることや、外出の機会がない乳幼児期の医療的

ケア児の発達ニーズを満たすために、お散歩や

商店街に出かけるなど、＜支援員との協働によ

る外出や創作・音楽活動の提供＞をしていた。

淫猛支援（ー艀ケカのほうのスタッフ伎

援員ノがついてきて、だいたい、でる布団の上

でいろいろ創推をLたりとか、おるちゃで遊ん

でいた〃、－メヂ7塔一（一艀ケアでノ蔵唇街とか

‘た菱にお貰い秒のとかて扇出かけるので、－馥

略一/蚕筋を感じに行こう／_／とか言って、伎

援員と看護職も一縁にノ蔵疹街にワーッと行っ

たりばする旧ﾉ｡"

6） 【家族の心理的な安寧のためのかかわり】

地域活動ホームの看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族への支援活動として、家族へ＜

預かりにおける医療的ケア児の報告＞をして、

預かり時の様子を家族と共有することや、親や

きょうだいからの話を聞けるように＜送迎時に

おける家族との意図的なコミュニケーション＞

をとり、家族の思いに寄り添うかかわりをして

いた。また、看護職は、呼吸器を必要とする子

どもの家族やく来所が難しい母親への電話や家

庭訪問の活用＞をしてかかわることや、＜障害

受容過程にある母親の思いの表出の促し＞をし

ていた。

鰺潭さんのそれこそ、そういう,臣いとか、

ﾉ野ける場としてば、 うちでいうと卜俘ケアのノ

送迎に来たところでお話する。－ﾒ≠ﾌ勝一（きょ

うだぃ堰にば一鮭ケアのノお迎え施一瀞に来た

クとかすればそうそうありますね。に毒篝職

がきょうだい店にノ／~今日、〃してきたの？ノ

とかって-瀞〈と、 （きょうだぃ姫がﾉ／ママと砂

場で遊ソ(/できた_/とかって言ったりする“ﾉ。"

7） 【成長発達に伴い変化する地域社会や関係機

関との連携】

地域活動ホームの看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族への支援活動として、乳幼児期

の医療的ケア児と家族が参加できる＜地域の親

子と交流するイベントの運営＞に携わり、イ

ベントにかかわる＜地域の公的機関とつなぐ機

会の提供＞をすることや、未就学の障害児の家

族会という＜ピアサポートの場の提供＞をして

地域社会とのつながりを促していた。また、地

域活動ホームの看護職は、NICU等の医療機関

の退院後を見据えたカンファレンスに参加する

グ
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（1）潜在的に支援が必要な対象の把握

地域活動ホームの看護職は、退院後の地域生

活をしている乳幼児期の医療的ケア児と家族

に、医療機関や行政とは違う立場で＜利用経験

のある母親からの紹介による支援対象の把握＞

という 【支援活動を通じた新たな支援対象の把

握】をしていた。WHOは、プライマリー．ケ

アは、第一にアクセスされ、継続的・統合的に

調整されたケアを提供する、保健制度の中心的

なコンサルタント役割を担うと定義している7)。

欧米等における在宅医療が必要な子どもの在宅

ケアに多くの責任を負っている家族を支援する

体制は、それぞれの国のプライマリー・ケアシ

ステムによって構築されている8) －11)。しかし、

日本の医療システムにおいては、年齢や疾患に

よって医療保険、介護保険等、利用する医療制

度が変わり、プライマリー・ケアを担う医療職

は存在しない。介護保険制度のある高齢者の

場合は、包括的なコンサルタント役割をケアマ

ネージャーが担っているが、小児の場合、在宅

医療に関するケアを過不足なくコーデイネート

できる資源も人材も不足しているため'2)、家族

自身が自ら必要と捉えた支援をコーディネート

していかなければならない。そのため、家族自

ら支援を求めなければ、支援対象として把握さ

れることがないまま、家族は医療的ケア児の子

育てを抱え続けることになる。地域活動ホーム

の看護職による、 【支援活動を通じた新たな支

援対象の把握】は、潜在的に支援を必要として

いる乳幼児期の医療的ケア児と家族の把握につ

ながる特徴があると考える。

乳幼児期の医療的ケア児の家族は、障害を持

つわが子への自責の念を抱えながら13) -15)命に

直結する医療的ケアを行うことの負担や育児に

疲れ果てている状況がある16) 17)。また、NICU

を経て地域で生活している医療的ケア児の養育

者は、相談場所及び精神的な支えを要望してい

る'7)。これらの支援ニーズがあるのは、本研究

の、わが子が乳幼児の頃に話を聞いてくれる人

が欲しかったと省みる＜利用経験のある母親か

らの紹介による支援対象の把握＞という結果か

らもうかがえる。地域活動ホームの看護職が、

【家族の心理的な安寧のためのかかわり】をす

ることは、乳幼児期の医療的ケア児が在宅生活

等、乳幼児期の医療的ケア児と家族の状況に関

する＜関係機関とのカンファレンスによる情報

共有＞や、＜保育園入園後の状況把握＞、地域

のお祭りなどのイベントにおいて＜就学に向け

た関係機関との引き合わせ＞という、地域の中

で成長発達していく乳幼児期の医療的ケア児と

家族が地域社会とのつながりを継続していくた

めの関係機関との連携をしていた。さらに、＜

災害時に備えた地域の関係機関との連携＞に

よって、災害時に在宅医療を必要としながら地

域で生活する乳幼児期の医療的ケア児と家族を

関係機関と支援できるように連携を図ってい

た。

"その日（お祭タノは運動会半日やって可。あ

とば午凌にばこと産遊びMご来てくれるみたい

ま。でも、それ沙割と信薪が行っているので、

先ぽと言ってたこの方§お子さん達ｿzでお母さ

ん遊びﾝご来て~bそうすると、毒髪学茂の（先生ノ

方たちもいらっしゃるの、襟乗じゃまいです

けと： ちょっとお話瀞〃たりとかするのかまっ

ていうので､お呼びしたことばあるんです〃とも

浮来的凌ごともちょっと見通して停穀ぞ、お祭

〃の機会にお誘いして旧ﾉ｡'’

考察

共生社会の実現に向けた支援を担いながら地

域生活を支援する拠点施設である地域活動ホー

ムの看護職は、医療機関を退院してきた乳幼児

期の医療的ケア児の成長発達に伴い、家族と共

に生活範囲を広げられるように、子どもの【成

長発達に伴い変化する地域社会や関係機関との

連携】をしていた。今回明らかになった地域活

動ホームの看護職の支援活動は、相談員や支援

員と協働し、ニーズに応じながら創設してきた

看護支援と考えられる。地域活動ホームの看護

職による、在宅医療を必要としながら地域で成

長発達していく乳幼児期の医療的ケア児と家族

への支援活動の特徴、次に多職種との協働によ

り創設してきた支援活動により得られる看護へ

の示唆について検討する。

l.地域活動ホームの看護職による乳幼児期の

医療的ケア児と家族への支援活動の特徴
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を送る中で必要となる相談場所及び精神的な支

えが欲しいという家族の支援ニーズに応えてい

ると推測できる。在宅医療を担う母親は、わが

子のことを共通認識することができる看護師と

の相互作用により信頼を得ることで、看護師と

のパートナーシップを築くことができる'8)。地

域活動ホームの看護職は、家族のニーズに応え

ながら利用経験のある母親との信頼関係を構築

することができるからこそ、潜在的に支援を必

要としている乳幼児期の医療的ケア児と家族を

把握することができる特徴があると考える。

（2）地域生活における医療的ケア児の成長発

達を見通した児と家族のニーズに応じた

継続的なコーディネート

地域活動ホームの看護職は、 【成長発達に伴

い変化する地域社会や関係機関との連携】 し、

【医療的ケア児と家族のニーズの変化に合わせ

た支援の調整】をしていた。地域活動ホームの

看護職は、地域の拠点として乳幼児期の医療的

ケア児のみならず、学童期、成人期の発達段階

を継続して直接、本人家族や関係機関とかかわ

ることができる5)。看護職は、乳幼児期の医療

的ケア児と家族と、地域活動ホームを継続して

利用する機会に直接かかわることができる特徴

があるため、乳幼児期の医療的ケア児の成長発

達により変化する必要な支援として、＜就学に

向けた関係機関との引き合わせ＞ができたと考

える。

近年、乳幼児期の医療的ケア児の成長発達に

より変化する支援ニーズに伴い、継続的に地域

生活を支援する支援体制の整備が求められて

いる19) -21)。地域活動ホームの看護職は、 【成長

発達に伴い変化する地域社会や関係機関との連

携】 し、継続的に【医療的ケア児と家族のニー

ズの変化に合わせた支援の調整】をすることが

可能である。乳幼児期の医療的ケア児と家族

への支援体制の課題とされてきたケアマネー

ジャーの役割の一部を、相談員と一緒に担いな

がら、地域生活を支援する体制を築いていける

可能性がある。

（3）家族のニーズに応じた預かりと医療的ケ

ア児の療育支援の機会の提供

地域活動ホームの看護職は、 【子育て期の家

族のQOLを支えるための児の預かり】をして

いた。乳幼児期の医療的ケア児の家族のニーズ

には、母親がきょうだい児との時間を確保する

ために医療的ケアに対応可能な一時預かりがあ

げられている19)22)。しかし、医療機関ではな

い福祉施設での人工呼吸器や経管栄養、吸引な

どの生命に直結する医療行為を必要としている

人の受け入れは、乳幼児期に限らず困難とされ

てきた23)。地域活動ホームの看護職が、 【安全．

安楽を保証するための調整・管理】をすること

で、これまで利用を断られていた乳幼児期の子

育て支援サービスのレスパイトや、地域で生活

する乳幼児期の医療的ケア児の家族のニーズで

ある一時預かりに対応できるという特徴があ

る。

医療機関を退院して1年未満であり乳幼児期

にある医療的ケア児の親は、レスパイトを利用

して子どもに様々な体験をきせたいと望み、子

どもの成長発達に期待し、子どもの成長や社会

資源の利用が支えになっている型)。医療機関の

看護師は、幼児期の医療的ケア児に対して、他

職種と協働し発達を促す機会を意図的につくる

ことや、医療的ケアそのものが発達を支える機

会と認識している25)。地域活動ホームの看護職

は、医療機関の看護師と同様に、 【支援員との

協働による発達ニーズを満たすための活動の提

供】による、直接的な支援活動を、医療的ケア

児の発達を支える機会ととらえ、地域生活を送

る中で、成長発達に期待を持つ乳幼児期の医療

的ケア児の親のニーズに応えていたことが推測

できる。以上から、乳幼児期の医療的ケア児が

自宅から出て、地域活動ホームにおける支援員

との遊びや商店街といった地域の人々との交流

を通じたコミュニケーションの機会をつくる看

護職は、乳幼児期の医療的ケア児への発達支援

のみならず、療育支援の機会を提供していると

いえる。

2.支援活動より得られる看護への示唆

（1）地域生活における家族への継続した心理

社会的支援

NICU等の医療機関入院中においては、親

への心理社会的支援として、心理専門職が信

頼関係を構築しながら継続してかかわりをも

つことができる26)。しかし、退院後の母親に
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を用いた患者会からの情報共有に有用性を感じ

ており、同じ病状の子どもと家族の交流を希望

していた24)。地域活動ホームの看護職は、イン

ターネットのような目にみえない関係でなく、

住まいの地域エリアの中で乳幼児期の子どもと

家族と顔の見える関係づくりができる。看護職

は、家族会や、様々な年齢の地域の人たちが集

うお祭りに関わり、家族へ乳幼児期の医療的ケ

ア児が地域の中で成長発達していくことの見通

しをもつことができる機会を提供していると考

える。また、看護職は、 【子育て期の家族のQ

OLを支えるための児の預かり】や【家族の心

理的な安寧のためのかかわり】により、乳幼児

期の医療的ケア児と家族が、安心感を得ること

ができるような相談相手として継続していける

存在であると考える。このように看護職による、

家族同士のつながりや、今後の生活への前向き

な思いへとつながる機会の提供は、つらい思い

を抱えこむことを予防することができるような

心理社会的な支援となるため、家族へのエンパ

ワーメント支援になり得ると考える。

は、継続して心理専門職が関わりを持つこと

は少ない。母親は、入院中に看護職が交代勤

務で担っていた医療的ケアを、在宅で担うこ

ととなる。また、医療的ケアを必要としてい

るわが子の状況を受け、在宅療養生活を受け

入れるプロセスがある'3)が、 日々の育児に疲

れ、つらい思いを抱えこむようになる。地域活

動ホームの看護職は、障害受容過程にある乳幼

児期の医療的ケア児を育てる親への心理社会的

支援として、子育てを一人で抱えているような

母親をとらえ、訪問や、電話、話を聞く機会と

しての面談の場を設定していた。地域活動ホー

ムの看護職は、乳幼児期の医療的ケア児の家族

に、退院後の在宅療養生活を受け入れるプロセ

スに寄り添い心理社会的支援を継続して担うこ

とが可能である。そこで、心理専門職と看護職

が協働し、退院後の地域生活においても継続し

て心理社会的支援を受けられるようにしていく

ことが必要と考える。

地域活動ホームが土・日・祝日も開館してい

る特性から看護職は、乳幼児期の医療的ケア児

の父親やきょうだい児も一緒に参加できるイベ

ントに、相談員や支援員と共に関わり、ピアサ

ポートの場を提供していた。在宅生活へ移行後

1年半未満の医療的ケア児の母親は、在宅医療

を必要とする乳幼児期の医療的ケア児がいるこ

とにより、家族が一緒に出かける機会がないた

めに、夫やきょうだい児が我慢していることや

負担をかけていることを心配している27)。乳

幼児期の医療的ケア児と家族は、地域活動ホー

ムにおけるイベントに参加することにより家族

での外出の機会を得る。また、医療的ケア児と

きょうだい児を含めた家族にとってもより良い

養育環境になり、社会経験の場となる。さらに、

他の家族と過ごす機会は、母親のみならず、子

どもたち、家族同士のつながりになり、今後の

地域生活において相談できる相手とつながる機

会となる可能性もある。このように、家族への

ピアサポートの場になるような支援の提供をす

ることが、地域生活を継続して支える地域活動

ホームの看護職の重要な役割であり、心理社会

的支援につながると考える。

医療機関を退院後1年未満の乳幼児期の医療

的ケア児の親の体験によれば、入院中はSNS

結論

l.地域活動ホームは、共生社会の実現に向け

た支援を担いながら地域生活を支援する拠

点施設であり、地域活動ホームの看護職に

よる乳幼児期の医療的ケア児と家族への支

援活動として、 【支援活動を通じた新たな支

援対象の把握】、 【医療的ケア児と家族のニー

ズの変化に合わせた支援の調整】、 【子育て

期の家族のQOLを支えるための児の預か

り】、 【安全・安楽を保証するための調整・

管理】、 【支援員との協働による発達ニーズ

を満たすための活動の提供】、 【家族の心理

的な安寧のためのかかわり】、 【成長発達に

伴い変化する地域社会や関係機関との連携】

が抽出された。

2．地域活動ホームの看護職による支援活動の

特徴は、①潜在的に支援を必要としている

対象の把握、②地域生活における医療的ケ

ア児の成長発達を見通した児と家族のニー

ズに応じた継続的なコーディネート、③家

族のニーズに応じた預かりと医療的ケア児
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の療育支援の機会の提供、がある。

3．地域活動ホームの看護職による支援活動は、

地域生活における障害受容過程にある親へ

の継続した心理社会的支援やピアサポート

の場を通じた家族へのエンパワーメント支

援になり得ることが示唆された。
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【資料】

小児がん啓発人形劇が教員養成課程所属学生の

想起する復学支援に及ぼす効果
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要約

本研究では，教員養成課程に所属する大学生が小児がん啓発人形劇の映像の鑑賞により，小児がんに

対する知識と担任教員として行いたいと考える支援内容に変化が見られるのかを明らかにし，養護教諭

養成課程における人形劇鑑賞の位置づけや活用方法を検討した。一般化線形混合モデルによる分析の

結果，小児がん啓発人形劇が大学生の小児がんに対する知識を高め，復学に向けた支援内容をより一層

想起させることが示された。とりわけ，地元校とのつながりの維持，クラスメートへの働きかけといっ

た支援の想起率が向上した。このことから，小児がんに罹患した児童生徒の復学支援に関する授業を教

員養成課程等で取り扱う際に，導入の一方法として，人形劇の映像を鑑賞させることが有効である可能

性が示唆された。さらに，養護教諭養成課程における特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に

対する理解の科目において，復学支援の内容や協働・連携の在り方を学ぶ必要性を論じた。

キーワード：小児がん，復学支援,人形劇，教員養成課程,協働・連携

I.問題と目的 晩期障害，就職，結婚と社会に戻るに当たって

の課題は山積している5)。その中で，多くの先

行研究6) ,7) ,8)は，退院して真っ先に直面する

地元校への復学における問題を取り上げ，その

解決方法を模索してきた。

そもそも病弱教育における復学とは，病院内

に設置された学校から地元の小・中学校へ再び

学籍を移すことである。このため，小児がんに

罹患した児童生徒の復学にあたっては，主治医，

看護師，病院内に設置された学校の教員，地元

校の教員などによる多職種連携が求められる。

しかし，地元校の教員の約8割は，小児がんに

罹患した児童生徒をクラス担任として受け持っ

た経験がない9) ,'0)。そのため，地元校の教員に

病弱者や身体虚弱者への特別支援教育（以

下，病弱教育）は，医療の進歩や時代の変化と

ともに大きく変化している。とりわけ，病弱者

を主な対象とした特別支援学校（以下，特別支

援学校（病弱） ）に在籍する児童生徒が有する

疾患は，ここ10年ほどで最も増加した精神疾患

及び心身症に次いで，小児がん等の悪性新生物

が挙げられる') ･2)。小児がんは医療の進歩とと

もに治療成績が向上しているため3) ,4) ，小児が

んに罹患した児童生徒の多くが入院治療を経て

地元校に復学するようになってきた。しかし，

小児がんの入院治療が終了しても，復学の問題，
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焦点を当て，小児がんに罹患した児童生徒が入

院してから復学に至る過程の中で，彼らとその

家族に必要な支援が整理されてきた'1)。それに

よると，ほとんどの復学に共通して必須となる

支援として，地元校とのつながりを維持するこ

と，クラスメートへ病気の説明を行うこと，退

院直前の調整会議へ参加すること，保護者と復

学後の配慮事項について話し合う機会をもつこ

との4点が提案されている'1)。

しかし，教員養成課程に所属する大学生は，

小児がんに罹患した児童への復学支援を十分に

想起できるとは言い難く ，特別支援教育関連科

目で復学支援を考える際に必要な内容を系統立

てて授業する必要性が指摘されている'2)。近年，

小児がんの子どもの復学支援について考えさせ

る教材が数多く作成されているが'3) ''4) ･'5) ･'6) 。

それらを教員志望の学生を対象に活用した際の

効果は検証されていない。円滑な復学を支援す

る際には，周囲の児童生徒に病気の理解や小児

がんの子どもに対する望ましい態度を伝えるだ

けでなく，担任教員にも病気の十分な理解や復

学に向けた支援をイメージさせる必要がある。

小児がん啓発人形劇は，児童生徒と担任教員が

一緒に鑑賞することが想定される教材である。

そのため，担任教員や教員を目指す大学生の病

気の理解や復学に向けた支援に対する何らかの

効果が人形劇鑑賞を通じて期待できるだろう。

また，養護教諭が特別支援教育に果たす役割

も増してきており'7) ，病弱教育や復学支援にお

いても例外ではない。近年では,担任教員に加

えて，養護教諭を対象とした復学支援に関する

研究が報告されるようになってきた'8)。医療

情報に詳しい養護教諭は，復学に際して，医療

機関との協働・連携の窓口になり ，校内では担

任教員とも協働・連携して支援していくことが

求められるだろう。協働・連携とは，情報が多

職種間で共有され，仕事の重なりをもちながら

も専門性を発揮することである'9)。 そのため，

担任教員と協働・連携する養護教諭は，医療の

専門的知識だけでなく ，担任教員に求められる

復学支援の内容も重ねて理解することが望まれ

るだろう。しかし，養護教諭が担任教員に求め

られる復学支援を理解しているか検討した研究

や，研修等によってその理解が深まる効果を検

証した研究はない。

そこで本研究では，小児がん啓発人形劇'3) ''4）

の上演映像の鑑賞によって，養護教諭養成課程

に所属する大学生の小児がんの知識と担任教員

として行いたいと考える支援内容が変化するの

かを明らかにし，養護教諭養成課程の教職に関

する科目の中で復学支援について学ぶ必要性や

小児がん啓発人形劇の活用方法を考察すること

を目的とした。

Ⅱ、方法

1．研究参加者

研究の参加者は,A短期大学養護教諭養成課

程に在籍している女子学生50名であった。彼

女らは，教職に関する科目の内，幼児,児童及び

生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過

程を含む）に該当する授業をX年度に受講して

いた。調査時現在，研究参加者全員が1年生で

あり，カリキュラム上，特別支援教育に関連す

る科目を受講していなかった。

2.手続き

研究参加者は，授業内で上映された小児がん

啓発人形劇（くすのき燕・著だいじょうぶマ

イちゃん）の上演映像を鑑賞した。人形劇のあ

らすじは,以下の通りである｡小児白血病を患っ

た小学生のマイは，長期間入院し，化学療法を

行った。治療により気持ち悪くなったり ，髪が

抜けたりして辛かったが，地元校の友達からの

手紙が励みとなった。マイは，退院して地元校

に戻ることとなったが，勉強が遅れていること

や，マスクやカツラをつけていること等を理由

に友達にからかわれないか不安であった。マイ

の友達は，マイの不安な気持ちをよく理解し，

優しく接してくれたおかげで，マイは安心して

学校に戻ることができた。人形劇の鑑賞時間は，

約20分であった。

質問紙調査を鑑賞の前(PrePhase) と後

(PostPhase)の2回実施した。鑑賞前の質問紙

は，授業内で障害の理解や支援に関する内容を

取り扱う前（上映した授業の2回前）に実施し

た。鑑賞後の質問紙は人形劇鑑賞直後に実施し
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た。 た。データの約5％がコーディングされ，評価

者間一致率は非常に高かった(k=0.93)。

S.調査項目

質問紙では， （1）基本属性， (2)小児がんの知

識， （3）小児がんに罹患した児童への配慮・支

援の3点を尋ねた。

(1)基本属性： 基本属性として，年齢のほか

に，自身の入院経験の有無，友達の入院経験

の有無,小児がんを知っているかを選択式で

尋ねた。

(2)小児がんの知識： 小児がんの知識は，小

児がんの知識に関する12項目の質問紙を用

いた9)。質問項目は， （小児がんの予後，非

感染性，副作用による容姿の変化，授業の欠

席，通学の困難，体力の低下，易感染性，学

習の遅れ，入院中のクラスメートとの交流，

長期入院，入院中の学習保障，入院中の経験

者の体験に関する内容であった。各項目に

対して， とてもそう思う （=4点） ，少しそう

思う （=3点) ，あまりそう思わない（=2点) ，

全然そう思わない（=1点）の4件法で回答

を求めた｡ 12項目のクロンバックのα係数

が0.79であったため， これらの合計を知識

得点(range=12～48点）として分析に使用

し，得点が高いほど,正確な知識を有すると

判断した。

(3)小児がんに罹患した児童への配慮・支援：

小児がんに罹患した児童への配慮・支援

は， 「小児がんに罹患した児童を担任教員と

して受け持つ場合,小児がんに罹患した児童

の入院中，退院直前，退院後の学校生活にお

いて，どのような配慮・支援を行おうと考え

ますか？」という設問に自由記述で回答を

求めた。回答は箇条書きでも構わない旨を

伝えた。

自由記述のデータは,Berelson(1952)の内

容分析の方法に従い20) ，得られた記述を文脈単

位， 1内容を1項目の記録単位として区切った。

それらを先行研究''）を参考に作成したカテゴ

リー(Tablel)に従ってコーディングし，研究

参加者ごとに各カテゴリーにおける記述の有無

を記録した。コーデイングの信頼性を検討する

ため，独立した評価者1名がこの研究で用いた

カテゴリーをコーディングするために訓練され

4．分析

統計処理はSPSSver.22を用いた。分析に

は,Pre-Postのペアを被験者内要因とした一般

化線形混合モデル(GeneralizedLinearMixed

Model;以下,GLMM)を用いた21)｡GLMMに

よる分析を行うメリットとして2点挙げられる。

1点目は， 目的変数が正規分布した連続変数で

ある必要がなく ，分析者が目的変数の分布の特

徴に合わせてポワソン分布，二項分布等に設定

できることである｡2点目は，単なる人形劇鑑

賞前後の比較に留まらず，その他の影響因子を

1つのモデル内で同時に分析できることである。

これにより ，モデルに投入された因子（説明変

数）の中で，疑似相関の可能性を減らし，より

正確な因果関係を導き出すことが可能になる。

本研究で用いる目的変数は正規分布，ポワソン

分布，又は，二項分布のいずれかに従っている

と仮定できること，先行研究では小児がんの知

識が小児がんに罹患した子どもへの態度に影響

することが指摘されており9) ，前後比較による

得点差を人形劇鑑賞の効果と見なすよりも複数

の説明変数を同時に投入して分析する方が望ま

しいことから，本研究ではGLMMによる分析

を採用した。

目的変数は，小児がんの知識得点，復学支援

の想起数，及び，各カテゴリーの想起の有無と

した。そして,Phase (鑑賞の前後) ,入院経験

の有無，友達の入院経験の有無，小児がんの知

識得点を固定効果の検討に用いる説明変数と

し，研究参加者の識別番号(ID) ,年齢を変量効

果として含めた。知識得点を目的変数とした場

合は，知識得点を固定効果から除外した。

5．倫理的配慮

本研究の実施にあたり ，質問紙配布と同時に

研究の趣旨を説明し，回答は自由意思である旨，

協力しないことで不利益を被らない旨，授業の

成績には一切関係しない旨を紙面で伝えた。回

答をもって了承を得たと判断した。
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Tablel地元校の教員に求められる復学支援に関するコーディングカテゴリー

定義 「研究参加者の記述例」カテゴリー

地元校の教員やクラスメートとのつながりを維持する支援
｢友達からのメッセージなどを渡し，励ます」

｢入院中は様子を見に，お見舞いに行く」

地元校とのつながり

の維持

病気の説明や感染症予防の対策など，復学前に行われるク
ラスメートへの働きかけ

｢クラス全体に小児がんについて授業を行う」

｢退院後，学校生活を楽しく送れるようにクラスの児童に協力
してもらう」

クラスメートへの働き
かけ

友人関係の見守り等，復学後に行われるクラスメートへの働
きかけ

｢退院後はできることはなるべくやらせるようにする」
｢退院後は， 日々観察で注意して確認する」

クラスへの適応を促

す支援

入院中にクラスの授業を知らせたり，復学後に個別にしたりと
いった学習に関する支援
｢授業の進捗を伝える」
｢勉強の遅れを少しずつ取り戻せるように個人の勉強を見る」

学習保障

治療の副作用・後遺症に応じた配慮や，必要に応じて設備

を整える支援
｢頭髪で心配があれば配慮する」
｢退院直後は，小児がんの子が学校に通える環境を作る」

治療の副作用・
後遺症への配慮

体力の低下に伴う学校生活の調整や感染症発生時の対
応

｢すぐに体力が戻らないので，体調が悪いなら休ませる」
｢運動の制限など細かく確認し，注意して見る」

体力の回復に応じ
た配慮

復学前の調整会議への参加や主治医など専門職との情報
共有

｢その子の主治医，保護者の方とどうしたら良いかを話し合
う」

｢医療機関と関われるなら，支援の仕方を学ぶ」

多職種との連携

入院時の病状確認や復学時の連絡・調整，復学後の緊急
時連絡体制の構築
｢親にどのような配慮・支援をしてほしいか聞く」
｢児童の症状の把握」

保護者との連携

校内の教職員問の情報共有，養護教諭やスクールカウンセ
ラーとの調整

｢緊急体制に備えて学校教職員全体に周知する」
｢養護教諭と連携した授業を行う」

校内連携

転籍における配慮※転籍の説明や手続き

本人や保護者の復学にあたって不安なことを把握し，情緒
的なサポートを行う

｢クラスや学校で何をしているかを話し，児童の不安を減らす」
｢退院後，クラスに入りやすそうな雰囲気で迎える」

本人・保護者への

情緒的サポート

プライバシーの保護に努める配慮

｢患児の了解を得た上で， （説明する）」
｢学級の児童らにどのように説明するか，関係者と話し合う」

情報の取り扱い

本人が罹患した疾患について調べ，保護者等と話題を共有
できるようにする配慮

「自分も小児がんについて理解する」
疾患の理解

※該当する記述が得られなかったため， 記述例を記載していない
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Ⅲ結果 なわち，復学支援の想起数は，人形劇鑑賞後の

方が鑑賞前よりも有意に高かった(Table4)。

次に，復学支援の各カテゴリーに関する記述の

想起人数をTable5に示す。 「地元校とのつな

がりの維持」のカテゴリーに関する想起の有無

に関する分析の結果,Phaseの主効果が有意で

あった(Table6)。すなわち， 「地元校とのつな

がりの維持」を想起した人数は，人形劇鑑賞後

の方が鑑賞前よりも有意に多かった。

「クラスメートへの働きかけ」のカテゴリー

に関する分析の結果,Phaseの主効果が有意傾

向であった(Table7)。すなわち， 「クラスメー

トへの働きかけ」を想起した人数は，人形劇鑑

賞後の方が鑑賞前よりも有意に近く多かった。

その他の7つのカテゴリーは固定効果の検討に

PrePhase, もしくは,PostPhaseの質問紙

全ての項目に回答のあった44名（有効回答者

88.0%）を本研究の分析対象とした。PrePhase

の有効回答者は40名,PostPhaseの有効回答

者は38名であった。前後比較を行う欠損値が

存在した場合にも,GLMMは欠損値を考慮して

分析することが可能である。そのため，本研究

の分析対象者44名中10名はどちらかのPhase

に欠損値がある状態で分析を行っている。

小児がんの知識得点，及び，復学支援の想起

数の記述統計をTable2に示す。小児がんの知

識得点に関する分析の結果,Phaseの主効果が

有意であった(Table3)。すなわち，小児がんの

知識得点は，人形劇鑑賞後の方が鑑賞前よりも

有意に高かった。復学支援の想起数に関する分

析の結果,Phaseの主効果が有意であった。す

用いた説明変数が有意でなかった。

Table2各Phaseにおける小児がんの知識得点・復学支援の想起数の平均値と標準誤差

PrePhase PostPhase

小児がんの知識得点

復学支援の想起数

41．78士0．59 44．89±0．45

3．55±0．27 4．66±0．27

TableS小児がんの知識得点への説明変数の影響

Independent term SE

(coef)

P

(＞｜ t｜ ）Factor Level Coef オ

Intercept 41．74 0．92 45．33 ＜、01

Phase Pre 3．02 5．56 ＜、010．54

入院経験

友人の入院経験

紐
へ ‐1．12 1．11 -1．01 0．32

彊
小 0．43 0．46 0．650．94

小児がんの知識得点が正規分布に従うと仮定して, GLMMによって分析を行った。 「研究参

加者のID」「年齢」の2変数をランダム効果として含めた。カテゴリカルな説明変数を含んだ

線形モデルでは， どちらか一方の水準が基準として扱われ， もう一方の水準は基準からの差と

して推定された。このモデルにおける「Phase｣では｢Pre｣が基準とされ,｢Post｣の係数は｢Pre」

からの差分として提示された。 「入院経験」「友人の入院経験」では「無」が基準とされ， 「有」

の係数は「無」からの差分として提示した。
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Table4復学支援の想起数への説明変数の影響

Independent term P

(＞l rl ）

SE

(coef)Level CoefFactor オ

-0．72 0．480．70Intercept -0．51

2．78 ＜、01Phase Pre O、28 0．10

任
小入院経験

友人の入院経験

0．47 0．640．05 0．12

無
ノ、､、 0．79 0．430．110．08

小児がんの知識得点 0．27 0．790．01 0．01

分布はポワソン分布， リンク関数はlogリンクに従うGLMMによって分析を行った。 「研究

参加者のID」「年齢」の2変数をランダム効果として含めた。カテゴリカルな説明変数を含ん

だ線形モデルでは， どちらか一方の水準が基準として扱われ， もう一方の水準は基準からの差

として推定された。このモデルにおける｢Phase｣では｢Pre｣が基準とされ,｢Post｣の係数は｢Pre」

からの差分として提示された。 「入院経験」「友人の入院経験」では「無」が基準とされ， 「有」

の係数は「無」からの差分として提示した。

TableSPre,PostPhaseにおける復学支援の各カテゴリーに関する記述の想起人数

PrePhase PostPhase

有 無
ノ､、、 有 毎

〃､,、

地元校とのつながりの維持 21

クラスメートへの働きかけ 27

クラスへの適応を促す支援 7

学習保障 19

治療の副作用・後遺症への配慮 2

体力の回復に応じた配慮 15

多職種との連携 O

保護者との連携 8

校内連携 11

本人・保護者への情緒的サポート 12

情報の取り扱い 8

疾患の理解 2

19 28 10

13 37 1

33 9 29

2121 17

38 371

25 12 26

3640 2

32 9 29

2429 14

28 2117

32 2711

38 3 35

数字は想起した人数を示す。
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Tablee 「地元校とのつながりの維持」に関する記述の想起の有無への説明変数の影響

Independent term SE

(coef)

P

(＞｜ t｜ ）Factor Level Coef t

Intercept -7．64 5.00 -1．53 0．14

Phase Pre O、98 0．55 1．78 ＜・10

入院経験

友人の入院経験

小児がんの知識得点

擁
ノ、､、 -0．10 0．68 -0．14 0．89

柾
へ -1．19 0．70 -1．70 0．10

0．01 0.08 0．08 0．94

分布は二項分布， リンク関数はlogitリンクに従うGLMMによって分析を行った。 「研究参

加者のID」「年齢」の2変数をランダム効果として含めた。カテゴリカルな説明変数を含んだ

線形モデルでは， どちらか一方の水準が基準として扱われ， もう一方の水準は基準からの差と

して推定された。このモデルにおける「Phase｣では｢Pre｣が基準とされ,｢Post｣の係数は｢Pre」

からの差分として提示された。 「入院経験」「友人の入院経験」では「無」が基準とされ， 「有」

の係数は「無」からの差分として提示した。

Table7 「クラスメートヘの働きかけ」に関する記述の想起の有無への説明変数の影響

Independent term SE

(coef)

P

(＞｜ t｜ ）Factor Level Coef オ

Intercept 7．46 4．87 1 ．53 0．13

Phase Pre 4．40 0．86 5．09 ＜、01

入院経験

友人の入院経験

無
ノ、､、 -0．20 -0．16 0．881．25

無
ノ、、、 0．34 1．23 0．28 0．78

小児がんの知識得点 -0．16 0．12 -1．34 0．19

分布は二項分布， リンク関数はlogitリンクに従うGLMMによって分析を行った。 「研究参

加者のID」「年齢」の2変数をランダム効果として含めた。
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連科目で復学支援に関する内容を扱う際には，

学習の導入教材として人形劇やその上演映像を

活用し， まずは想起しやすい支援の必要性を十

分に認識させることが効果的であると考えられ

る。

一方，復学において必要不可欠と考えられる

調整会議への参加や保護者との話し合いといっ

た「多職種との連携」 ， 「保護者との連携」にお

いては，人形劇鑑賞前後で変化が見られなかっ

た。これらは，人形劇の中でほとんど描かれて

いない項目であるためと考えられる。しかし，

人形劇の脚本内に多職種連携や保護者との連

携に関する内容を加えることは教育的要素が

強くなるため，難しいとも考える。人形劇は脚

本，人形，演技，効果音，照明など，様々な

芸術的分野によって完成される総合的な芸術

であり22)，生きているように動かす演技によっ

て，無生物にも自分と同じような生命を感じる

心の働き （アニミズム）が，人形劇の享受に強

く関連しているからである23)。鑑賞者が登場す

る人形の心情を汲み取ることが可能になること

で人形が魅力的に映り ，周囲の鑑賞者の反応を

お互いに見ることで人形劇を介した共有体験が

生まれる。これこそが人形劇の強みであり，小

児がんや復学支援に対する鑑賞者の捉え方・考

え方をポジティブに変容させると考える。その

ため，脚本内に描かれていない教育的要素は，

人形劇以外の場で補足する必要があると考え

る。

養護教諭の特別支援教育に関する役割とし

て，学校全体の配慮を要する児童生徒の情報を

把握すること，医療機関との連携の窓口となる

こと等が挙げられ，養護教諭は，学校の特別支

援教育体制を進めていくうえで不可欠な存在で

ある'7)。養護教諭は保健衛生や病気に関する基

礎的な知識を前提に，復学する児童生徒の健康

に関する情報の把握や病院との調整会議への参

加等の復学における配慮・支援を担うことが可

能である。養護教諭がこれらを行うことにより，

より一層円滑に復学させることができるだろ

う。しかし，本研究では人形劇鑑賞後も医療機

関や保護者との協働・連携に関する記述が十分

に得られておらず，養護教諭養成課程に所属す

る大学生が人形劇の鑑賞だけでは円滑に復学を

Ⅳ．考察

本研究の目的は，小児がん啓発人形劇13) ,14)

の上演映像の鑑賞によって，養護教諭養成課程

に所属する大学生の小児がんの知識と担任教員

として行いたいと考える支援内容の変化を明

らかにし，養護教諭養成課程の教職に関する科

目の中で復学支援について学ぶ必要性や小児が

ん啓発人形劇の活用方法を考察することであっ

た。

本研究の結果は，小児がん啓発人形劇が養護

教諭養成課程に所属する大学生の小児がんに対

する知識を高め，復学に向けた支援方法をより

一層想起させる効果が示された。とりわけ，入

院中もクラスメートや担任教員が手紙を送った

りお見舞いに行ったりする「地元校とのつなが

りの維持」 ，クラスメートに病気の説明を行っ

たり復学後の協力を依頼する「クラスメートへ

の働きかけ」といった支援内容の想起に効果が

みられた。人形劇の中でクラスメートとのつな

がりの維持に焦点を当てた場面があったこと

や，自身が教員になったときのことを思い浮か

べ病気の説明の必要性を感じたためと考えられ

る。地元校の教員に求められる必須の復学支援

は，地元校とのつながりを維持すること，クラ

スメートへ病気の説明を行うこと，退院直前の

調整会議へ参加すること，保護者と復学後の配

慮事項について話し合う機会をもつことの4点

である11)。本研究の結果は，この4点の内， 「地

元校とのつながりの維持」 ， 「クラスメートへの

働きかけ」の想起を高めていたことを明らかに

した。先行研究'2)は，特別支援教育関連科目を

受講していない大学生の約半数が「地元校との

つながりの維持｣，「クラスメートへの働きかけ」

を想起できていたことを報告しており ，これま

での自身の経験等を基に支援内容を想起してい

る可能性を指摘している。復学において必要

不可欠な支援の一部を想起できるようになった

一方，それらは人形劇の鑑賞のみの効果ではな

く ，自身の経験等と人形劇鑑賞というきっかけ

との相互作用による効果である可能性が考えら

れる。つまり ，本研究の参加者は， もともと想

起されやすい支援内容を想起する学生が増加し

たに過ぎない。このことから，特別支援教育関
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支える十分な知識が得られるわけではないこと

が示された。協働・連携とは，情報が多職種間

で共有され，仕事の重なりをもちながらも専門

性を発揮することである'9)。そのため，担任教

員と協働・連携する養護教諭は，医療の専門的

知識だけでなく ，担任教員に求められる復学支

援の内容も重ねて理解することが望まれるだろ

う。また，特別支援教育における医療と教育と

の協働・連携の核となるのが個別の教育支援計

画であることから型)，授業内で協働・連携に関

する内容を扱う際には，単に連携の重要性を伝

えることに留まらず，教育課程や制度と関連付

けた医療と教育との連携の在り方の具体例を提

示する必要があると考える。2019（平成31）年

度以降の入学生は，新しい教職課程で特別の支

援を必要とする幼児，児童及び生徒に対する理

解の科目を1単位以上取得する必要があり，養

護教諭養成課程においても特別支援教育に関す

る科目の履修が必修化された。このため，養護

教諭養成課程の特別支援教育に関する科目で病

弱領域の内容を扱う際には，復学支援の必要性

やその内容，病院内で授業を受けるための学籍

移動の制度等を優先して取り扱う必要があると

考える。

本研究は，養護教諭養成課程に所属する大学

生を対象に人形劇の上演映像を鑑賞した場合

に，小児がんの知識や復学支援の想起において

部分的な効果がある可能性を示した。これは，

児童を対象に人形劇を上演した場合に小児がん

の知識が向上し，小児がんに罹患した子どもへ

の態度がより一層共感的になったという効果が

得られた先行研究13) , 14)の結果を支持する。部

分的な効果に留まったのは，実演と映像との違

いではなく ，人形劇の内容が教員としての復学

支援を網羅的に理解させる内容でなかったため

と考えられる。そのため，人形劇上演映像の鑑

賞でも目の前での実演を鑑賞することと同等の

啓発効果が得られる可能性が示唆された。

本研究を踏まえた今後の課題として， 3点挙

げる。まず，本研究は目の前での実演と映像鑑

賞との直接比較を行っていないため，上演方法

の差異を検討することが求められる。次に，小

児がんや復学支援に関する啓発において，人形

劇とそれ以外の方法との違いを検討することで

ある。これらの課題を検証することは，病弱児

の心理や病弱教育を取り巻く環境を効果的に啓

発する方法をより一層向上させていくために重

要であると考える。最後に，本研究は人形劇に

よる小児がんを啓発する効果を予備的に調査し

たものであり ，今後，学校で人形劇鑑賞による

児童や教員への啓発効果や復学支援に対する考

えの変容を検証する必要があると考えている。
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【資料】

看護系大学生が在宅医療的ケア児とその家族を理解する

ための課外活動の要素

一地域での交流に参加した学生へのインタビューを通して一

田友美宝塚大学看護学部看護学科西田千夏，合

要約

目的：地域での交流に参加した看護系大学生へのインタビューを通して、在宅医療的ケア児と家族を

理解するための課外活動の要素について検討する。

方法：課外活動としての医療的ケア児とその家族を対象とした地域での交流に参加した看護系大学生5

名に半構造化インタビューを実施し、質的帰納的に分析した。

結果：抽出されたカテゴリーは【医療的ケア児との交流を後押しする力】 【医療的ケア児を育てる家族

の負担について想像する手段】 【医療的ケア児と関わる困難さ】 【医療的ケア児と接することで

生じた肯定的感情】 【家族が普通でいられるための環境】 【子どもが主体となる関わり方】の6

つであった。

結論：学生が在宅医療的ケア児および家族を理解するための課外活動には、①教員が学生のイメージ

の変化や葛藤について認知し、傾聴・受容すること、②学生の参加機会を逃さないよう、情報

と場を提供すること、③子どもへの関わり方やケア方法を具体的に教えられる家族・専門職者

の存在、の3つの要素が必要であることが示唆された。

キーワード：看護系大学生，在宅医療的ケア児，家族，理解，課外活動

I.緒言 在宅で生活する医療的ケア児とその家族を支

える社会資源の一つに訪問看護があり、訪問看

護師には医療的ケア児とその家族のニーズに応

えられる力が求められている。一方で、小児へ

の訪問看護には「小児看護に関する知識不足」

｢病状の判断が難しい」「症例数が少ないため、

対応が難しい」4)、など課題を抱える看護師が

多い。医療的ケア児の増加を踏まえると、看護

師資格を得るための大学・専門学校等の看護基

礎教育課程においても医療的ケア児とその家族

について学ぶ必要があり、その科目としては

｢小児看護学」「在宅看護論」が挙げられる。し

かしながら、看護師等養成所の運営に関する指

導ガイドライン5)では、小児の在宅医療的ケア

児に関する必要時間数は明確に定められておら

近年わが国では、医療技術の進歩に伴い新生

児・乳児死亡率は減少しているが、その一方で

人工呼吸器や経管栄養、吸引など何らかの医療

的ケアを受けながら生活する医療的ケア児の数

は増加している。医療的ケア児とは、人工呼吸

器や冑ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養

などの医療的ケアが必要な障害児と定義されて

おり、その数は全国で17,000人以上と最近10

年で2倍近くに増えている')。医療的ケア児の

7割を占めるのが重症心身障害児であり2)、施

設に入所しているのはそのうち約3割であるこ

とから3)、在宅で生活する医療的ケア児の増加

も推察できる。
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によって、医療的ケア児と家族に対する理解に

向けた教育方法としての課外活動のあり方につ

いて、検討が進むための一助になると考えてい

る。

ず、学修内容や時間は各教育機関に委ねられて

いる。筆者の所属する教育機関の場合は、在宅

医療的ケア児に関する講義時間は小児看護学で

2時間、在宅看護論では2時間であり、実習で

も1学年約100名の看護系大学生(以下､｢学生」

とする）のうち数名が在宅医療的ケア児に関わ

る程度である。先行研究においても、小児看護

学実習では重症心身障害児入所施設での報告が

多く6) 7)、在宅看護論実習では小児患者への訪

問数の少なさが指摘されている現状があり8)、

看護基礎教育での正規課程の中で在宅医療的ケ

ア児について学ぶ機会は多くないと言える。

このような現状の中で学生が在宅医療的ケア

児と家族を理解する方法の一つとして、課外活

動による機会を活用する方法がある。課外活動

とは学校で受ける授業以外の活動であり、大学

生の場合アルバイトやボランティア、サークル

活動などが含まれる。医療的ケア児や家族と交

流する課外活動の事例としてはサマーキャンプ

に関するものが数件報告されており、参加した

学生は障害への偏見が少なくなる変化が現れ9)、

家族の生活への想像が広がり'0)、障害のある子

どもと構えずに関われるようになっていた11)。

以上の報告から、地域での交流による課外活動

には、対象者を理解するための一定の効果があ

ると捉えられる。しかしながら、これらの調査

方法はアンケート調査による量的な検討が主で

ある。課外活動のどのような要素によって学生

が変化したのかを検討するには、活動への参加

前後で学生がどのような医療的ケア児・家族に

対するイメージを抱き、どのように理解したの

かについて具体的に示す必要があると考えられ

る。

そこで筆者らは、学生が医療的ケア児・家族

と地域で交流する課外活動を設定し、参加した

学生へインタビューを実施した。課外活動自体

の目的は、①医療的ケア児および家族と実際に

接して、対象の状態や反応を知ることができる、

②支援者がどのように医療的ケア児および家族

に関わっているかを観察できる、の2つを定め

た。本研究は、この課外活動への参加によって

学生が医療的ケア児と家族をどのように理解し

たか、また、その理解は活動のどのような要素

によってもたらされたのかを検討する。本研究

Ⅱ、用語の定義

在宅医療的ケア児：

本稿での、 「医療的ケア児」は、厚生労働省'）

の定義をもとに、人工呼吸器や冑ろう、吸引、

経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障

害児とし、そのうち、在宅で生活する医療的ケ

ア児を「在宅医療的ケア児」とする。

Ⅲ研究目的

地域での活動に参加した看護系大学生へのイ

ンタビューを通して、在宅医療的ケア児および

家族を理解するための課外活動の要素について

検討する。

Ⅳ、研究方法

1．研究デザイン

質的帰納的研究

2．研究対象者

A大学看護学部2年生で、医療的ケア児とそ

の家族との地域での交流による課外活動に参加

した19～20歳の学生のうち、研究参加の意思

を示し、研究に同意の得られた5名を研究対象

とした。課外活動に1回参加した学生が2名、

2回参加した学生が3名であった。

3． 「地域での交流」の概要

在宅で生活する就学前の医療的ケア児を支援

する団体の主催で、2016年11月・2017年2月．

3月に医療的ケア児と家族の住む地域の施設で

開催された。この会は、次年度に就学を控えた

医療的ケア児と家族が、学校関係者や医療・福

祉系支援者、地域の家族同士で交流する場に

なっており、家族は医師や特別支援学校教諭、

小学校に通う医療的ケア児の先輩家族から就学

に向けた準備の話を聞き、子どもたちは専門職
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者（保育士、心理士、理学療法士、音楽療法士）

と様々な室内遊びを行って過ごすといった内容

であった。実施回数は期間中に4回であり、開

催時間は13時から16時、参加家族数は1回の

開催につき5～15組であった。参加した児は

自力での座位保持が困難な子どもが多く歩行可

能な子どもは少数で、言葉でのコミュニケー

ションは難しい子どもが多数であった。在宅で

実施している医療的ケアは、人工呼吸器、気管

切開（吸引)、冑ろう等であった。

児疾患を履修し、小児看護学と在宅看護論で医

療的ケア児の置かれている現状について2時間

ずつ学修した状況であった。インタビュー内容

は、課外活動参加前の医療的ケア児・家族に対

するイメージとその理由、これまでに医療的ケ

ア児と接した経験の有無、参加への動機、参加

中どのような関わりを持ったか、参加中医療的

ケア児･家族･支援者の反応や行動で印象に残っ

ていること、参加中に困ったこと．嬉しかった

こと、参加後の医療的ケア児・家族に対するイ

メージ、とした。インタビューはICレコーダー

に録音し逐語録に起こした。4．課外活動として「地域での交流」に参加す

る学生の募集方法と課外活動の内容

A大学看護学部2年生全体に向けて2016年

10月初旬に、活動の目的と内容、参加の自由を

教員が説明した。説明した時期は、学生は小児

看護学概論の履修を終えて健康な小児と障害の

ある小児のイメージがついている状況であり、

さらに小児の疾患・看護に関する授業を2回受

講しているものの、在宅看護論での医療的ケア

児に関する科目は未履修の段階であった。募集

をこの時期とした理由は、疾患や看護の学びを

深めていく前に実際の医療的ケア児と家族に関

わることで、今後の学習内容も実感を伴って学

ぶことができると考えたからである。2016年

10月中旬に大学内で希望者のみを対象に主催者

から活動の趣旨と詳細についての説明会を実施

し、説明会に参加した学生は8名であった。

課外活動としての「地域での交流」に、参加

した学生は1回の開催につき5～8名であった。

学生の活動内容は子どもが遊びに参加する際の

手伝いであり、全体遊びや個別遊びのプログラ

ムの中で、子どもを抱っこして音楽に合わせて

体を動かすなど、子どもと一対一で関わった。

6．データ分析方法

まず、学生の体験の全体の状況を捉えるため

に研究者それぞれがすべての逐語録データを繰

り返し読み込んだ。次に、それぞれの研究者が

部分ごとに書かれている内容を言い表すコード

を記した。研究者間で、在宅で生活する医療的

ケア児および家族に対する学生の理解に関する

内容を抽出した。対象者ごとのコード･マトリッ

クスを作成し、研究者問で話し合いながらコー

ドを焦点化してサブカテゴリーを抽出した。さ

らに、コードがデータを表す表現か、サブカテ

ゴリーが分類されたコードを要約できているか

を見直しサブカテゴリーの抽象度を高め、対象

者問の比較をしながらカテゴリーを抽出した。

どのような現象が影響し合っているのかをカテ

ゴリー・サブカテゴリー・コード・データに戻

りながら再検討し、結果として記述した。

分析は小児看護学教育を専門とし、かつ豊富

な質的研究経験をもつ研究者からスーパーバイ

ズを受け、妥当性を確保した。

7．倫理的配慮

本研究は、研究者の所属する研究機関での倫

理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号：

2016-倫研-13)。研究目的と方法、参加の有無

は成績には一切関与しないことを記載した書面

を学内掲示板へ掲示し、研究参加の意思表示の

あった学生に、研究参加における自由意思の尊

重、辞退の保障、匿名性の保持、 さらに教育的

不利益を被らないことを文書と口頭で説明して

同意を得た。インタビュー場所はプライバシー

S.研究対象者募集方法とデータ収集方法

2017年4月初旬に学内掲示板で研究目的と

方法、成績に関与しないことを掲示して研究対

象者を募集した。研究への参加意思のあった学

生5名に研究目的・方法・倫理的配慮について

説明し、5名全員から同意を得たため、2017年

4月下旬に学生1人あたり30分から1時間ず

つの半構造化インタビューを実施した。インタ

ビュー時期は、正規課程の小児看護学授業で小
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カテゴリーと22のサブカテゴリーが抽出され

た（表1)。以下、カテゴリー、サブカテゴリー

の抽出過程について述べる。本文中ではカテゴ

リーを【 】、サブカテゴリーをく＞、語り

の内容は／‐／で表記する。

を保てる個室とした。本研究に利益相反はない。

V.結果

分析から、 「在宅医療的ケア児および家族に

対する学生の理解に関する内容」として6つの

表1 ：在宅医療的ケア児および家族に対する学生の理解に関する内容

サブ弱テゴリーカデゴリー

医療的ケア児との交流を後押し 自分のこれまでの体験からの障害のある子どもへの関心

する力 看護師になるための準備

多くの子どもと話したい

医療的ケア児を育てる家族の負テレビや授業、街で見聞きした姿からの大変そうなイメージ

担について想像する手段 家族の自責や負担の想像と自分化

医療的ケア児と関わる困難さ 重症度が高い子どもに接する緊張感

安全・安楽を保持する方法が分からない

表情の読み取りにくさ

会話ができないことへの戸惑い

かわいそうという思いとの葛藤

医療的ケア児と接することで生一生懸命で楽しむ姿から感じるかわいさ

じた肯定的感情 安楽な体位を保持できたことでの安心感

特別と思い過ぎず普通でいい

家族が普通でいられるための環仲間と過ごすことによる家族の変化

境 医療的ケア児を普通に育てる家族の姿

家族で協力し合う大事さ

子どもが主体となる関わり方 子どもの反応の裏にある感情への想像

子どもの感覚を尊重する方法

子どもが楽しいと感じることの発見

子どものできることへの着目

家族からの助言による子どもの興味を引き出す方法

専門職者からの助言による関わり方の根拠
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1． 【医療的ケア児との交流を後押しする力】

学生にはそれぞれの活動への参加理由があっ

たが、／参〃したきっかけば、 抄と苗と幼稚園

とか小学稜とかゆ学茂で謄諄のある子がいた

L／ ､店に沙騨仏ﾉ､万物ったので_／（堂生〃、 と

いった、ぐ自分のこれ菱での倣驍からの臆諄の

ある子と守3への灘2：､＞が動機であった学生が3

名いた。また、／諺<のﾉ厚〃に欲さい子がいまく

てと、う夢していいか分から凄いんですよ。じゃ、

ちょっと線習がてら行こうかまとノ（堂生〃、

/~子と、沙はあまり好きじゃまかつたけと：好き

でまくで3，看護ば病気や鰭菩のあるﾉ(を定f象

とするわ〃だ>から、そのよう湊子たちのことば

効っておきたい湊って了。でる実際繊〆zることが

凄いから、 この脩動のノ話を知った艀に行っ

てみたいつで患った_／（堂生、ﾉ、 とく毒髪〃た

まるための轌備＞であることを語る学生が2名

いた。他に／子と翻沙が好きだ）から、色や湊子

と、抄とたくさん話したいまと漂って_／（堂生〃

といつたく多くの子どもと話したい＞思いが参

加理由の学生もいた。これらの内容は、学生自

身の過去の体験や看護学生としての自覚が医療

的ケア児との活動を後押ししていたことを示す

と捉え、カテゴリー【医療的ケア児との活動を

後押しする力】 とした。

担を想像する手段と捉え、カテゴリー【医療的

ケア児を育てる家族の負担について想像する手

段】 とした。

3． 【医療的ケア児と関わる困難さ】

休日に課外活動に参加するほどの動機がある

学生であっても、開始後すぐは／これ美でも鰭

諄のある子と鱒わったこと"坊ったげと：重症

度が全然這ったから、初めばと叡うしょうって緊

張したム戸惑ったノ（堂生Cノ と、＜重症度

が高い子どもに接する緊張感＞のあった学生が

4名いた。学生は、人工呼吸器をつけていたり、

体を自分の意志で動かせない子どもを／重症度

汐檮いノと表現していた。身体が硬直している

子どもを抱っこした学生は、／子と寒6の倣を動

かすと子と守沙か蒲>‘場のでばまいか_／（堂生〃

とく安全・安楽を保持する方法が分からない＞

もあった。／~その子が参〃できるようにとにか

く顔を起こしてあ〃ｼ含いって必形で支えてまし

た。それガ漣かつたのかばわから凌いですけとﾞ

…。表艤が衣当に変わらまいのて毛膝の子ば話

したりしてたげと：私か塑当した子ば話箇出裟

まいム表信抄変凌ﾌらまいのてE/(堂生〃と、

＜表情の読み取りにくさ＞も挙がっていた。＜

多くの子どもと話したい＞と語っていた学生

は、／話ができまいから、 と守うしでいいか分か

ら安くて…。 もっと子と叡もと話汐ゴしたかった。ノ

(堂生〃と、＜会話ができないことへの戸惑

い＞が見受けられた。子どもと接することで、

〃/－，で3，かわいそうって弓,毎つちゃう気芽

ち&…。凄んでいうか､,察わまいようだしようっ

て弓,爵うんだ〃と､まんかと奪うしで苗かわいそう

だ湊、っていうの3あるし。だめだと臣うけと､

自分蜜通で良かったまって~bで3，あの子らま

りに虞張ってるから･･L/(堂生〃とくかわい

そうという思いとの葛藤＞もみられた。これら

は、医療的ケア児と接することでその子どもの

状態や反応を知ることができた一方で関わりの

困難さを感じていたものと捉え､カテゴリー【医

療的ケア児と関わる困難さ】 とした。

2. 【医療的ケア児を育てる家族の負担につい

て想像する手段】

それぞれの学生は、医療的ケア児との活動を

自ら参加を希望する一方で、医療的ケア児と家

族に対しては大変そうといったイメージを持っ

ていた。体験に参加する前から、／テレどのメﾞ

ヂュメンメとか見ると、病気や/燈諄を芽って

いる子の瀞ばすごい藤ち込んでるのかを、 っ

て／（堂生Bﾉ、 といった印象からくテレビや授

業、街で見聞きした姿からの家族の大変そうな

イメージ＞を抱いていた学生が2名いた。／~自

分だったら磨くまると震うんですよ。凌毬病気

仁安ったんだろうとか自分を責めたクとか。医

療費とか3かかるじゃ凄いですか。それで濁沁

でし麦うと患うL暦い、 ってゲメーシ>がつい

たんだと蹟うノ（堂生〃と、＜家族の自責や

負担の想像と自分化＞のあった学生もいた。こ

れらは、学生が医療的ケア児を育てる家族の負

4． 【医療的ケア児と接することで生じた肯定

的感情】

参加直後は関わりに難しさを感じていた学生
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し合う大事さ＞にも気づいていた。これらの内

容は、家族は不安や負担をずっと持っているの

ではなく仲間や家族に支えられながらきょうだ

いと同じように接しており、それができる環境

として仲間や家族、支援者の存在を知った学び

と捉え、カテゴリー【家族が普通でいられるた

めの環境】 とした。

であったが､/~安んか仔と争沙ガジー生藤命だっ

たり、すごい楽しんでるのを見て、かわいい

湊ぁ、 って_／（堂生、ノと、＜一生懸命で楽し

む姿から感じるかわいさ＞が現れていた。子ど

もを抱っこすると子どもの筋緊張が和らぎく安

楽な体位を保持できたことでの安心感＞を感じ

ていた学生もいた。4名の学生からく特別と思

い過ぎず普通でいい＞との内容が語られ、その

一例には／~蜜遁にさわっていいのかとか声をか

けて‘いいのかとか心配だった〃と：撤らせで

もらったク、葱っこ制させて‘らって~bそれで

蛮通でいいん蔵って_／（堂生〃といった語

りがあった。これらの内容は、子どもの反応を

捉えたときに喜びや安心感、特別に思わなくて

いいといった肯定的な感情を伴う体験と捉え、

カテゴリー【医療的ケア児と接することで生じ

た肯定的感情】 とした。

6． 【子どもが主体となる関わり方】

笑顔が見られなかった子どもに対しては／激

んま表情ばあった。しんと叡そうだったら、ちょっ

とこうほっぺ"動いた〃とか万物ったので、感

傭ばみんまたある､って分かった_/(堂生cﾉ､/~目

は動いた〃するんでプｰ〃とも衣当にこの子ば

喜んでいるのだろうか、雪蒲ばまいんだろうか

とか、いろいろ考え麦したね。途ﾒ7で、ほかの

鮭よ〃‘ぱっと大きく月を見庸いていたことが

あったので、今震うと、 きっと、その鯵ば楽し

かったんだと,臣い麦試_／（堂生Aノと、＜子ど

もの反応の裏にある感情への想像＞があった。

学生は、／~晉楽を担当してくれたﾉ(ガダタンバグ

ンを〃〈ときに／ことから子とず沙の手を掴むので

ばまくア>から手を支えるといいよノって~數之て

くれてる子と叡もの手を支之ること一つとって沙、

子と慧6か意識的に動かせるか、その子が満居で

きるかボブt雲って分かった。繊起できるの汐砿

だとダメで．．L/(堂生Aノと、＜子どもの感覚

を尊重する方法＞を知った学生が2名いた。さ

らに／ずっと鐙宏易でﾉfチパチって潔のついた

お‘ちゃそ潜/ご通してて、最初〃か薬しいのか

を、 って窟ったけと獲って7難し冠っていうの

戒ああ、それか薬しいのか、 って=／（堂生Cノ

とく子どもが楽しいと感じることの発見＞を

し、／動かまい子、ずっと寝っ厳がってる子に

と・うしたらいいのかと思った〃と､寝凌がらで

沙興味のあるお‘ちやに手を”ばそうとしてい

たノ（堂生、ﾉ、／顔の変危がたまにあった。喋

れまくで沙そういう変Zを見ていか蚕あかんの

かまノ（堂生〃など、＜子どものできること

への着目＞を学んでいた。これらの理解は､/冶

潭さんに／あぐ､らをかい忽足のくぼ汐及のとこ

ろに漱象のお尻を置くようにすると良'ゾと溌

之でもらった。摩泣を整えると、目深が宮ん凌

方を見るようにまって､興味ガ泌弓がったのかまノ

5． 【家族が普通でいられるための環境】

家族と接する時間は多くなかったが、学生は

家族の様子を目にして、／弓湧ばすごい彦ち込ん

でると顔ってたんですよ。で、行ってみたら案

外坊るくて湧同士‘よく話してたムそれです

ごい鰯か変わりぎした_／（堂生Bノや、／弓初め

ば渡ｿzてるっ乞蛋ったんですけと：緯わりかけ

にぢう一回お母さんたちと話した際に、安んか

その、すごいホッとされるよう蚕、表信が班る

くまった、 って7感じて。停穀共有や、巖痴をみ

んまで喋ることがいいんだろう湊、 と感じ毒し

たノ（堂生Cノ と語った。これらは、家族は子

どものケアを全て抱えているのではなく仲間と

明るく過ごす側面を持っていることを理解した

内容でありく仲間と過ごすことによる家族の変

化＞とした。／私が塑当した子にはきょうだい

がいたんですけと､が家の子ときょうだいた家

族ば何じょうに夢していて。〃ていうか、 3つ

と謄諄のある子には心配をしているというか、

様別にしている感じガ坊るかと震ったんです〃

とミ ノ葬当だ”cように辞していて。とたかく、

そたガ驚きでした。障諄かあってる家族は蛮通

に夢するんだまって匙／（室生Aノとく医療的ケ

ア児を普通に育てる家族の姿＞を感じていた。

吸引等の医療的ケアを父親が実施している間に

母親が親同士で話していた姿からく家族で協力
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(堂生〃といつたく家族からの助言による子

どもの興味を引き出す方法＞や、／芹ち上げ>ろ

のは支援毒が夢/っ張る〃と：支之ろと子と翻3が

自分で動かせる、 っていうのば裁之でるらって

気づいた_／（堂生日ノなどのく専門職者の助言

による関わり方の根拠＞によって得られたこと

を学生は語っていた。以上の内容は、子どもの

反応に気づき、子どもが主体となる関わり方を

理解した学びと捉え、カテゴリー【子どもが主

体となる関わり方】 とした。

えられる。イメージが必ずしも変化する必要は

ないものの、自分の体験やイメージを自覚し自

分の心の声を十分に発現することは学習に積極

的．主体的・創造的に取り組む要素と言われて

いるため'2)、学生が参加前後に対象者にどのよ

うなイメージを持っているかを発現できる機会

は重要であると考える。

学生Dには、＜かわいそうという思いとの

葛藤＞が生じていた。それは、／-かわいそうっ

乞患っちゃう気存ち沙…。安んていうか、 ／震わ

まいようたしょうっ乞震うんだけと､まんかとﾞ

うしてるかわいそうだま、 っていうの紗ある

し。だめだと,震うけと翻･･L/と、こんな感情は抱

いてはいけないという葛藤であった。Smithl3)

は、看護護学生の特徴の一つとして、自分の感

情が正統なものと認められない場合、その学生

はそうした感情を感じることに対してストレス

や不安を感じると述べている。本研究での学生

も、かわいそうという思いが正統な感情ではな

いと感じたからこそ、葛藤を表現したと考えら

れる。しかし、学生は感情面を理解しサポート

してくれていると感じられることで役割モデル

に従って患者をケアできるとされていることか

らも'3)、葛藤する気持ちを教員が認知し傾聴．

受容することで学生はより医療的ケア児や家族

の立場について探求できるのではないかと考え

る。

Ⅵ、考察

考察では、結果で得られた「在宅医療的ケア

児および家族に対する学生の理解に関する内

容」から、在宅医療的ケア児および家族を理解

するための課外活動の要素について検討する。

1．学生の医療的ケア児と家族に対するイメー

ジに変化をもたらす要素

【医療的ケア児との交流を後押しする力】は、

＜自分のこれまでの体験からの障害のある子ど

もへの関心＞であった学生がほとんどであっ

た。その中で、＜多くの子どもと話したい＞と

語っていた学生Eは、課外活動に参加した後も

く会話ができないことへの戸惑い＞は残ってい

た。この学生は参加前から／~芸話ができまいか

沙ノというイメージがあったものの、子どもと

どう接するかまで想定できていなかったために

戸惑いがあったと考えられる。その一方で、参

加によってく子どものできることへの着目＞の

視点が得られる語りもあった。子どもの反応を

少しでも多く知ることにより、会話ができるで

きないの二極化のイメージから、できることの

着目へと変化をもたらしたと考えられる。

交流に参加する前に、＜テレビや授業で見聞

きした姿からの家族の大変そうなイメージ＞を

抱いていた学生が2名いたが（学生A･B)、参

加後はく特別と思い過ぎず普通でいい＞と感じ

ていた。このようなイメージの変化をもたらし

た理由は、学生が【医療的ケア児と接すること

で生じた肯定的感情】から子どもと家族を特別

ではないと思えたことと、 【家族が普通でいら

れるための環境】を考える機会を得たためと考

2．在宅医療的ケア児と家族への理解につなが

る課外活動の要素

これまで接した経験がない対象者への理解を

促すには、その対象者と交流する機会が有効で

あると考えられる。障害のある子どもとの関わ

りから学生の障害観が変化し9)、家族の生活へ

の想像の広がりを得た10)、といった報告からも、

対象者と交流する機会は重要と言える。今回は

課外活動であったため、参加前から全ての学生

が対象に何らかの興味関心を抱いていた。しか

しながら、興味関心があったとしても、学生が

行動を起こすとは限らない。募集の情報がない

場合に自ら探して参加する学生は少ないと予測

されるため、今回のように教員が情報を発信し、

様々な機会を作ることで学生は行動を起こしや

すくなると考えられる。
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れる一方､記憶が薄れていることも推測される。

これらの条件の中で、在宅医療的ケア児および

家族との交流を通した看護系大学生の対象理解

に関する学びを導き出したものの、ざらに研究

として積み上げるには、活動前に対象者へ抱く

イメージ調査や、参加中の参与観察の記述も取

り入れる必要がある。これらの課題を改善させ

て、今後も在宅医療的ケア児と家族への理解に

向けた課外活動への支援と研究を継続していき

たい。

本研究結果で得られた“在宅医療的ケア児お

よび家族に対する学生の理解に関する内容”は、

参加していた専門職者と家族からの適切な支援

がなければ、得られなかったと考えられる。学

生Aはく家族からの助言による子どもの興味を

引き出す方法＞によって、体勢保持の難しい子

どもの抱き方を理解し、子どもの筋緊張が緩和

したという実感を得ることができた。＜専門職

者からの助言による関わり方の根拠＞では、手

の添え方一つで、子どもの主体性が尊重される

ことを理解した。これらは、実際に体験しなけ

れば得られない理解の内容である。医療的ケア

児といっても、子どもそれぞれに違った個性が

ある。その個性を捉えることは、小児看護の現

場に携わる看護師であっても難しいと言われて

いる14) 15)。したがって、子どものケア方法を適

切に教えられる家族、専門職者の存在は、学生

が医療的ケア児と家族を理解するための、重要

な要素であると言える。
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2019年度一般社団法人日本育療学会第23回学術集会

【学術集会長講演】

共生社会の礎を育む～実は、主体的･対話的で深かった・ ・ ・

インクルーシブ教育実践から考えたこと～

横浜国立大学教育学部泉真由子

でいました。私たちが出会ったのは昨年度で、

彼らが中学3年生の時でした。きっかけとして

は、この後のシンポジウムにもご参加くだきい

ますが、仲尾台中学校の校長先生からお話をい

ただきました。 「二人のお子さんがいるんだけ

れども、すごくコミュニケーション能力がある

し、いつも朗らかだし、社会性には特に問題が

ないように見えるんだけど、何となく上手く適

応していないんじゃないかなと少し心配になっ

ている。何かできる支援はないものか｡」とい

うご相談があり、私たちのゼミで1年間かかわ

らせていただくことになりました。この二人の

状態を簡単に説明しますと、全身にわたり麻痒

があるという状態で、学校生活全般においては、

動作が遅いので、そのため少しずつ行動も遅れ

てしまうので支援が必要ですが、支援がなくて

もぎりぎりできるかな、でも支援がないと無理

かなという非常に微妙な状態でした。一般級に

在籍していたのですが、作業する力、勉強、や

る気も1年生、2年生と学年が進むうちにだん

だんと下がってきて、 3年生に上がる頃に、ほ

とんど授業についていけない。もうそこに居る

だけという状況でした。ただ、大人の私たちと

会話する時は、すごくコミュニケーション能力

が高く、社会性もあって明るいです。しかし同

世代の集団に入ると、いろいろなことで遅れて

しまい、結局自分の席に居て、自分の中に引き

こもっていく、そんな状態の二人と出会いまし

た。書字もとても遅く、黒板を見てノートにと

ること （板書）が難しく、ノートをほとんどと

れないので､先生には「ほとんど書いてないじゃ

ないか」と言われる状態でした。

このような状態の2人に具体的にどのような

本日、この横浜において、学術集会を開催さ

せていただくにあたり、多くの方々にご協力を

いただきました。この場をお借りしてお礼を申

しあげます。今回の学術集会は、 「すべての子

どもにチャンスを拓く学校、そして社会」を

テーマにさせていただきました。このテーマに

込めた願いというものがありまして、病気や障

害のあるお子さん、ないお子さん、すべての子

ども達が、なりたい自分をイメージし、なりた

い自分を見つけ、そしてなりたい自分になるこ

とをあきらめない、あきらめることがないよう

な、そんな学校や社会、環境を私たち大人が提

供していきたい、そうするためにはどんなこと

が必要なのか、そのようなことを2日間参加者

の皆様と一緒に考えながら共有できたらいいな

と思っております。このような学術集会のテー

マに思い至った経緯を含めて、学術集会長講演

をさせていただきたいと思います。

1．私たちのインクルーシブ教育実践の紹介

今回の学術集会のテーマに思い至ったきっか

けですが、昨年度1年間を通して、私ども大学

の研究室に所属するゼミの仲間たちが、横浜市

立仲尾台中学校で、障害のある2人の生徒と出

会い、生活支援をおこなうという経験がありま

した。この1年間の経験は、私どものゼミ、そ

して私自身もいろいろなことを考えるきっかけ

になりました。そのことにつきましては、この

後のシンポジウムで、関係者が一堂に会してお

こなうのですが､私は自分自身の考えについて、

少しお話していきたいと思います。この2人の

生徒さんは、脳性まひがある双子のご兄弟で、

小学校も中学校も公立の学校で、一般級で学ん
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支援をしたかというと、例えば、授業前の支援

として、プールに入る時、先生方だけでは危険

も伴いますので、大学生などが一緒に入って支

援しました。別の教科でも （国語・理科など)、

書字や板書の場面では、やはりゼミの学生が机

の横に付いて、内容をノートにとるのを支援し

たり、プリントや教科書を取り出す時なども、

動作が遅くてその間に授業が始まって進んでし

まうので、その時に教科書を取り出し、頁を開

くことを手伝うなど、そういったところの授業

内での支援をおこないました。そして、取り出

し学習ですが、英語や数学に関しては、通常の

授業には既にほとんどついて行けていませんで

した。なので取り出し学習ということをゼミの

大学生が交代して付いて学習支援をおこないま

した。次に、学校生活場面での全般的な支援で

すが、お弁当を食べる時に、お弁当を袋から取

り出すのに時間がかかる、お弁当の蓋が開けに

くいなどで、食べ終わらないうちに時間が来て

しまうので、そういう時に大学生が付いて支援

をおこないました。そしてお友達との関係に介

入することは基本的にはなかったのですが、大

学生が支援に入って彼らと話をする中に別の生

徒たちが入ってくる、そういう機会が多く作る

ことができました。何かこの生徒と大学生が二

人で楽しそうに話をしているのを見て他の生徒

たちが関心をもつ、そういう時は自然なかたち

で会話の中に他の生徒たちを招き入れる、 とい

うようなことは意識しながら支援をしていたか

なと思います。そしてもう一つ、障害について

の様々な話をする機会、というのがありました。

本人たちから「自分の障害について、大学生は

どう思うか」というところを質問してみたいと

いう要望がありました。話を聞いていくと､やっ

ぱりお友達同士ではなかなか話しにくい。そう

いう中で、大学生だったらどう思うかというこ

とで、夏休みに大学に来てもらって、障害につ

いて率直に話す機会を設けたりしました。

そして、大学のゼミとしてかかわりをもつと

いう中で、どのような構造、教育実践のシステ

ムで関わっていたかということをお話したいと

思います。学生たちが中学校に行きます。そ

こでいろいろな実践をおこないます。どんなふ

うに支援したらいいのか、今この生徒が抱える

この壁をどういうふうに教えたら理解しやすい

か、そういった計画(PLAN)をもって現場で

実践(DO)をおこないます。この実践をして、

大学に帰ってきます。大学に帰ってきて、ゼミ

の中で、自分はどのような場面でどんな実践を

したのか報告し検討し合う。そしてその実践は

どうだったのか、適切だったのか、どのくらい

の効果があったか評価(CHECK) し合う。評

価したものを皆で議論し、改善点(ACTION)

を考えます。 「これはちょっと無理だったから、

次はこうしてみよう」とか、そういうことをゼ

ミで議論します。ゼミで議論をして、それぞ

れがこのプラン、 「じゃあ今度、漢字を習得し

てもらうためには、こんなアプリを使ってみよ

う」、 「数学では、次はこんなふうな教え方をし

てみよう、 こういう教材を使ってみよう」そう

いうことをそれぞれが提案し、計画を練り直し

ます。そんなPDCAサイクルを回しながら活

動をしました。そういう中で、今は就職してい

る当時の大学4年生が、 1年間の実践の取り組

みを通しての実践研究発表をする、そのような

1年間の実践でした。

2． インクルーシブ教育実践を通してみた周囲

の生徒の変容の様子

次に、 「インクルーシブ教育実践を通してみ

た周囲の生徒の変容の様子」ということで、周

りの生徒たちの様子について、ここで少しお話

しさせていただきたいなと思います。ある日の

ホームルーム(HR)での出来事です。この日は、

修学旅行の班行動の計画をするという場面でし

た。初回でしたが、班のメンバーはすでに発表

されてわかっている。どこに行くのかをこれか

ら班で考えましょうというのが初回のテーマで

した。車椅子の双子はそれぞれ違うクラスです。

一方のクラスで、車椅子使の生徒が所属する班

の話し合いをのぞいてみました。北海道に行く

ということです。

先に解説をしておきますと、2人は中学校3
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年になるまで特段、特別な支援を受けてきま

せんでした。なので、いろいろなことが遅れ

気味になって、教科学習はほとんどついてい

けない状態。体育は別メニューでやっていま

した。そういう中で、何となく距離がありま

した。周りの生徒たちが積極的に排除するわ

けではないですが、かかわりがそんなにある

わけではない。自主的に支援をしてくれる生

徒も誰もいない。そのような状態でした。な

ので、私たちが4月から教室に行き、大学生

が1人、 2人クラスに入っているのを見て、周

りの生徒たちは、 「あれ？何か今年から誰か

入ってる。支援するための人が入ってる。」と

注目が集ったんです。大学生が彼に付いてい

るのを少し注目して、 「支援をしてるんだ｡」

と状況がわかってきました。なので、発言し

た女子生徒は、 「私、調べてきたんだけど」と、

誰に言われたわけでもなく調べてきてくれた

のです。一方で、 この車椅子の生徒の方は支

援や配慮をされることに慣れていない。慣れ

てないから、ビックリして「えっ！ うわっ！

ほんと？ありがとう ！ 」と感激して喜んでこ

んな派手なリアクションになりました。

A子：車椅子で入れそうなお店を調べてみ

たんだけど、webの情報だけじゃよ

くわからないところもあって直接電

話してみたんだけど・ ・ （リストを見

せる)。

本人： うわっ！ありがとう ！

B子：観光地にあるお店でもバリアフリー

じゃないお店もあるんだね。

A子：直接電話した時も、お店によって全

然対応が違うんだよね。 “何時く．らい

なら比較的空いているから車椅子の

方でも入りやすいですよ” とか教え

てくれるお店もあれば、ろくに話を

聞かずに、 “車椅子は無理です”って

電話切られちゃうところもあったん

だよ。

本人： うわぁ、ごめんねえ～

B子：ちょっと○○君が謝ることじゃない

でしょぉ～笑

このやりとりの場面を見ていると、生徒同

士の間に自然に、 「理解しよう」、 「調べてみよ

う｣､｢調べてみたらこんなことがわかった｣､｢結

構大変なんだ、車椅子を利用するってことが」

と、だんだん実感として共有されていく様子が

分かります。先ほども言いましたが、事前に先

生とか大人が、何か助言などを行っているわけ

ではありません。 「調べてあげなさい｣、 「支援

するんだよ」などと言っていないわけです。自

主的に生徒同士で相談のやりとりが始まってい

ます。この実践から、新しい教育課程と少し関

連付けて考えたことがありました。 「子ども達

が未来を切り拓くための資質・能力の育成を社

会に開かれた教育課程（2017)」ということで、

その特徴として、 「これまでの学校教育での蓄

積を生かし、2030年を見据えた社会と子ども

の未来に対応しよう」というものです。具体的

には、 「子どもたちの資質・能力の育成の在り

方を社会と共有・連携する｣、 「知識の理解の質

を高め、確かな学力の育成｣、 「豊かな心や健や

かな体を育成」というものです。そのような中

で、 「どのように学ぶか」の問題の、主体的な

学び．対話的な学び．深い学びというのがあり

ますが、これを実に意図せずに生徒たちはやつ

B子：じゃあ私もその近くで車椅子で入れ

そうなお店を探してみるね

本人：えっ1本当に？ありがとう ！じゃあ

僕は車椅子で移動できるかどうか交

通機関の状況を調べてみるね。行き

たい観光スポットへ、ホテルからど

う行ったらいいか、それを僕が調べ

てみるよ。

こういう会話がありました。本人もとても喜

んで、自分も調べてみるよと言いました。先生

も誰も頼んでいないのに、調べてくれたという

ことにすごく喜んで、 ものすごく意欲的に、車

椅子でどう移動したらいいかとかを調べ始めま

す。そして数日後のHRo修学旅行の班行動の

計画を立てるために話し合いの続きをしていま

した。
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ているのではないのかなというふうに、生徒た

ちの会話の経過を見ていて私は感じました。ま

ず周囲の生徒たちを見ると、まず興味をもって

調べていました。 「この子は班の一員である｣、

｢一緒にどうやって行ったらいいだろう」と考

え、一緒に興味をもってまず調べる。そして調

べ方にも工夫がありました。Webだけではど

うもバリアフリーのことはわかりにくくて、結

局電話をするのが一番早かった。というふうに

工夫していくわけです。そしてまた視点を発展

させていく。 「ある程度大きいお店だと、障害

者トイレがあるんだよね」と、障害者トイレの

ことを会話に出していました。つまり、主体的

に学んでいく。また、かなり率直に話をしてい

ました。先ほどの例は、双子の片方のお子さん

のクラスでしたが、 もう片方のお子さんのクラ

スのグループというのは、そこまで前向きに話

をするわけではなく、どちらかといえば､「えー、

自分たちはここ行きたいんだけど、車椅子は行

けないよね」と言ったりするような会話がみら

れました。このように、いいことも悪いことも

含めて、かなり率直に話し合っていました。

て対応が随分違うんだね｣、 「人によって対応

が違うんだね」「価値観が違うんだね」そんな

ふうに考えが深まっていく、そのような過程が

ありました。もしかすると今後「一体法律って

どうなっているんだろう｣、 「じゃあそれって法

律違反じゃないの？」そういう会話にだんだん

深まっていく可能性も考えられるわけです。周

りの生徒達にとっても、主体的で対話的で深い

学びに繋がっていく様子を見ることができまし

た。一方、今度は支援が必要な側の生徒の学び

方を見ていくと、やっぱり自分で交通手段を調

べ始めたり、あと実は、友達が作ってくれたス

ケジュールを、 「本当に大丈夫かな」と、 自分

でもより詳細に調べてみる。また、自分のこと

を詳しく調べるというのは、このスケジュール

を作ってくれたけれども、実はおそらくちょっ

と無理だと思うとか、車椅子のスピードだと間

に合わないと思うなどと、積極的に自分で自

分の状況をアピールしていました。また、率直

に話し合う。そして意見が合わなければあきら

める。でも、言うべきところは言いました。率

直に話し合うことで、やっぱり自分も恥ずかし

い気持ちもあるけれども、言わなきゃいけない

ところは言う。そういうことを自然とできてい

た。そして、どう折り合いをつけるか。主張行

動の獲得。主張行動というのは、自分の要望を

相手が受け入れてくれる可能性が高くなるよう

に要望を伝える、そのためにどのような言い方

をするか、 といったことです。ただ言えばいい

というのではなくて、相手が自分のことを受け

入れてくれるような言い方ができるか、それが

主張行動なのですが、繰り返す中で、だんだん

主張行動を獲得していきます。言い方を学ぶと

言いますか、こういう言い方をしたら相手が嫌

な気持ちにならない、そういうことで主張行動

を学んでいく、そのような過程がありました。

あと、想像力です。じゃあ、どうしたらいいか。

もしかしたら皆は気づいてないかもしれない、

車椅子の移動について、ここは気づいてないか

もしれない。そんなことを想像していくわけで

す。そして自分の存在意義を自ら探す。周りに

いる生徒が積極的に自分が行ける所を探してく

れている。じゃあそれを任せっきりにするので

はなくて、 自分は何ができるか、自分にしかわ

C:そこは車椅子は無理だから、支援員さ

んが1人付いてこないとそれは無理だ

から、たぶん行けないと思う。

D:え－，じゃどうする？

そしてまた、意見が合わなくても、あきらめ

ずに話し合う。じゃあ一体どこで折り合いをつ

けるか。相手を尊重しながら話し合う。最初の

クラスのように、 「じゃあ、車椅子でどこに行

けるかな」と相手を尊重しながら、 また、逆

に彼のほうも、 「じゃ、皆が行きたいんだった

ら、車椅子で行けるルートを探すよ｡」と、相

手のことを尊重しながらの学びが実現されてい

く。また、他者を尊重、そして課題解決の方法

を探す。 「どうしたら行けるかな｣、 「バリアフ

リーのお店をどうやって探すか」という課題を

自ら探す。障害者が困っていることで、障害者

が暮らしづらい社会の現状に気づく。 「観光地

でもバリアフリーではないお店って結構あるん

だね」ということがわかったり、 「お店によっ
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ぴがあったのは生徒たちだけではなくて、大学

生たち、 もちろん私にもありました。そのこと

は、後のシンポジウムで十分お話しさせていた

だきたいと思います。それぞれの立場から、ど

のような学びがあったのかということをお話し

させていただく機会にしたいと思います。

からないことを調べてみよう。そういったこと

を、自分で自分の存在意義を探していく。この

ような様子が見られました。この対話的な学び

のところでは、障害がない生徒とある生徒。健

常者と障害者の対話はもちろんありましたが、

健常者同士の会話ももちろんあり、 「それはま

ずいんじゃない？その考え方はちょっと違うよ

ね」とお互いに言ったり、また一方で、兄弟で

の対話も多くありました。双子の兄弟なので、

障害がある者同士で率直に話す機会がありまし

た。 「自分のグループではこうしてくれたよ｣、

｢そうなんだ。自分のグループでは、そこまで

言ってくれない｣、 「じゃあこんなふうに言って

みたらいいんじゃない？」と、そういう会話が

できるというのは、双子であるからこそ今回は

できたことで、支援される側が複数いることの

メリットでもあります。支援される側の集団保

障も今後必要なことだと思います。このように、

インクルーシブな環境をつくって、インクルー

シブな教育実践をおこなうことによって、主体

的で対話的で深い学びが自然発生的におこなわ

れていたのではないかと考えられました。また、

女子生徒たちの会話から、障害のない生徒たち

にとっては、この話し合いを通して障害理解が

少しずつ進んでいく様子をみることができまし

た。また、障害のある人にとっての障害受容。

受容というのは、あきらめではなくて積極的な

受け入れである。 「自分はこれができないけど、

ここで頑張ればいい｡｣、 「これについては自分

で詳しく調べて皆に教える｣、 このように自分

の障害を前提に積極的にみんなのために取り組

むこと、これが障害受容にも繋がる。障害理解

と障害受容、これらは相互作用があり、こちら

が進むからこちらも進むし、こちらが進むから

一緒に居られて相手に対しての理解も進むとい

う、相互作用があるのだなということを一つ

の班の中での話し合いの経過を通して見きせて

いただいたと思います。障害のない側だけ一方

的に障害理解をしていても、障害がある側の障

害受容がなかなか進まなければ、上手く関係が

つくれない。お互いの相互作用で高め合ってい

く場面が多々あったように感じています。この

ように豊かな学びがあったのですが、実はこう

いった実践に関わらせていただいて、豊かな学

3．共生社会の礎を育む

「共生社会の礎を育む」という今回のテーマ

ですが、実践を通して最近よく考えることは、

障害のない子ども達の「障害（特性）理解」と、

障害のあるお子さんのほうの｢障害(特性)受容」

が、非常に相互作用があるということです。ど

ちらか一方だけではなくて、相互に関連しあっ

て、 より良い共生社会、インクルーシブな環境

が築かれていく。ただそれは、子ども達を完全

に放っておいても自然にできるものでもなく、

また大人が教えてできるものでもない。自然に

放っておいているように見せかけて、実は周囲

の大人の支援が必ず必要なのです。見えないと

ころで大人がそれを支援する。つまり環境をつ

くるということなのではないか。学校では教員

たちが、子ども達の相互作用が上手く回るよう

に支援していく、エンパワーメン卜することが

大切であると考えます。ただ、この支援につい

て、私たちのゼミが実践をするうえで大切にし

ているスタンスを先ほどお話しましたが、それ

は決して周りの子ども達に強制はしないという

ことです。 「ちょっと手伝ってあげてね」とか、

｢ちょっと一緒の班だから頼むね」とか言うわ

けではなく､私はよく 「大人が背中を見せる」

と言うのですが、かかわる大人が、 目の前の障

害のある生徒の存在を認めている、大切に思っ

ている、どのように彼らに接しているか、その

姿を自然に周りのお子さん達が見ることによっ

て、彼らの取るべき行動を考えさせる。そうい

うやり方を仲尾台中学校の実践でも行ってきま

した。決して強制しない、ただひたすら私たち

が支援する姿を周りの生徒達が見続けていた。

たしかに既に思春期真っ只中の集団の1年間の

中でしたから、 とても大きな変化はなかったよ

うな気もするのですが、ただやはり確実に周り

の生徒が自主的に一緒に手伝ってくれるように

なりました。私たちが言わなくても、さっと机
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を動かしてくれたり、そういうふうになってき

ました。このように学校や教員、そして今回は

大学生が支援員として入ったのですが、大人た

ちが子ども達を障害の有無に関わらず全体とし

てエンパワーメントした。ただ、これは学校だ

けでやることは難しいです。学校だけで子ども

たちを支えるのではなく、やはり地域の力が必

要です。行政や専門家や地域住民の理解やエン

パワーメン卜、連携が必要です。地域の方々が

学校を支え、学校や先生方が子ども達を支えて

いく。ここのエンパワーメントが広がり連鎖し

ていくことによって、共生社会というものが少

しずつ少しずつできていき、意識が酒養されて

いくのではないかと思います。以上が私の学術

集会長講演です。この後のシンポジウムで、当

事者のご兄弟も交えてお話をさせていただきま

す。率直にお話をされると思います。ちょっ

と生意気のように聞こえるかもしれないのです

が、本当に彼らは一生懸命考えて、今日何をお

話しよう、どのようなことを言ったら皆さんに

理解してもらえるのかな、わかってもらえるの

かなと、すごく考えていらっしゃるので、どう

か温かく見守っていただければと思います。で

はこれで学術集会長講演を終了させていただき

ます。ご清聴ありがとうございました。
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【シンポジウムI】

僕たち私たちの150日インクルーシブ教育実践奮闘記

シンポジスト

太田雄介（横浜市立仲尾台中学校卒業生）

太田啓介（横浜市立仲尾台中学校卒業生）

谷口 桃（横浜国立大学大学院教育学研究科）

山口大弥 （横浜国立大学卒業生）

福田 りり華 （横浜国立大学卒業生）

平本正則 （横浜市立仲尾台中学校長）

物部博文 （横浜国立大学教育学部教授）

泉真由子 （横浜国立大学教育学部教授）

司会・コーディネーター

高野陽介（横浜国立大学教育学部講師）

は､本学の卒業生ですが､学生として彼ら（太

田さんご兄弟）の支援に入っていました。そ

の立場からいろいろお話をしていただきたい

と思います。そして私の横にいらっしゃるの

は、横浜市立仲尾台中学校校長の、平本正則

先生です。中学校と大学の連携ということで、

中学校側から見て、実際どういうふうな対応

だったのか、 もう少しこうやって欲しかった

という部分を本音でお話しいただこうかなと

思います。物部博文先生は、本学教育学部の

教授です。支援員として入って〈ださり、特

に体育の授業で、プールの授業のサポートに

も入ってくださったので、そういった部分か

らお話を伺えたらと思います。そして大会長

の泉真由子先生にも入っていただいて、この

活動全体のところでのお話をいただきたいと

思います。それではぎっそくトークテーマに

入ります。まず自分たちが支援に入る前の、

中学校生活の様子がどういうふうなものだっ

たのかを、平本校長先生から、簡単にお話を

いただきたいと思います。

平本：皆さんこんにちは。只今ご紹介いただ

きました。仲尾台中学校の平本と申します。

時間も限られていますので、単刀直入にお話

高野：本シンポジウムの主旨ですが、先ほど泉

先生の基調講演があったと思うんですけれど

も、横浜国立大学と横浜市の公立中学校が連

携し、大学生が支援員として入ったり、大

学教員が実際に現場に入り連携しながら実践

し、ここにいる2人の脳性麻痒の子ども達へ

の学習支援であったり生活支援とかそういっ

たもの、実際にインクルーシブ教育実践の記

録ということで、実際に関わった当事者たち

に本音で話をしてもらって、どういう支援が

良かったか、どういう部分がまだまだ足りな

かったとか、そういった部分をざっくばらん

に話してもらいたいと思います。そういうふ

うなシンポジウムになればいいなと思ってい

ます。それではシンポジストのプロフィール

を紹介いたします。太田雄介君､啓介君です。

横浜市立仲尾台中学校の卒業生で、脳性まひ

のある双子の兄弟です。お顔を見て分かると

思いますが、 とても緊張されています。が、

彼らが何を言うのか、 リハーサルも何もして

いないので、司会・コーディネーターとして

はすごく怖いんですけれども、 とにかく本音

の部分を聞いていただけたらなと思います。

谷口桃さん、福田りり華さん、山口大弥さん
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をさせていただきます。私は今年度で仲尾台

中学校での勤務が3年目になります。太田君

兄弟と出会いは、彼らが2年生の時に私が仲

尾台中学に着任した時からです。その前は小

学校におりましたので、久しぶりに中学校に

戻ったわけです。それまでの彼ら2人に対す

る支援の体制は、横浜市教育委員会の支援員

制度というものがございますので、その支援

員を学校に配置して、授業等の支援をさせて

いただくという形をとらせていただいており

ました。支援員は配置しておりましたけれど

も、 きめ細やかな対応が十分にできていな

かったと、学校としての反省点が非常に多い

と私は認識しております。その中で、これか

らご紹介があると思いますけれども、横浜国

立大学の皆さんとの連携・協働が非常に重要

であったと考えております。

高野：ありがとうございます。自分たちが入る

前の学校生活について、ご本人たちに聞いて

いこうかなと思うんですけれども、どうでし

た？学生たちが入る前は。

太田雄：え－と、雄介のほうなんですけれど

も、最初は、皆さんが入る前は、友達関係は、

良くもなく悪くもないんですけど、勉強のほ

うは、中学になって、ノートとかあまり取れ

なかったりとか、あまりわからなかったりと

か、発言が言えなかったりとかあって、最初

のほうは、だんだん、先生たちとか、よく見

てくれたけど、追いつかなくなると、他の子

たちもいるから、どんどん先に行っちゃって、

ちょっと僕は追いついていけないところが

あったので、そういうところがあったかなと

いうのが1年生から2年生ぐらいまでの感じ

でした。

太田啓:啓介です、よろしくお願いします。え－

と、2年生までの状況というのは、 クラスに

居るだけど、ほぼ銅像と同じだなというイ

メージで、誰もしゃべらないし、何も発言し

ないので、ほんとに、クラスに居ても、ただ

の置物みたいな感じで、勉強も追いつけなく

なっちゃって、どうしようもない自分でした。

その時の勉強は、非常に悔しい思いでした。

高野：わかりました。じゃあ今度は、大学生の

支援が入ってみて、どういうふうに変わった

のかということで、平本先生、学生が支援員

として入るというのは、学校としては、そん

な簡単にすんなり 「はいどうぞ」というもの

ではいと思うんですけれども、学生が支援と

して入るという時の学校の状況というのを教

えていただきたいんですけども。

本：学校として、支援をしていただく学生さ

んの受け入れをさせていただくということ

は、今、高野さんからお話があったように、

そう簡単なことではありません。まず基本

的なこととして、なぜ学生さんが学校の中に

入って活動するのか、その必要性は何なのか、

そういうことを組織としてきちっと整えない

と、受け入れをさせていただいても自由に動

くことがなかなかできないと思います。本校

の場合は、2人の生徒以外にも、課題はそれ

ぞれ違いますけれどもいろんな生徒がおりま

すので、一人ひとりの生徒に応じた支援の重

要性は、職員は皆感じておりました。そうい

う土壌がありましたので、 さらにそれを拡充

するという形で学校としては取組ができたと

いうことです。ただ、重要なことは大学の学

生さんを受け入れるということについて、ど

のような手立てで、どのようにすれば、学生

さんが支援に入りやすいのかということを考

える必要があります。一つは今お話したよう

に、組織的に整える、いわゆるマネジメント

ですね。これは非常に重要です。その方針が

しっかりしていないと、簡単に大学生さんの

力を活用できないと思います。 もう一つはく

もう皆さんご存知のとおり、教育公務員特例

法が改正をされました。それに伴って、教員

の養成、育成は今、国のレベルで大きな課題

となっています。その関連で各都道府県や政

令指定都市に育成協議会が設置されています

が、横浜市は、すでに立ち上げができており

ました。また、次代の教員育成の指標も作成

をしております。現在、横浜市は約50の大

学と連携をさせていただいており、協定を結

んでいます。そして、大学と学校、教育委員

会は、相互に、お互いが持っている専門性、

強みを生かし合って教員の養成、育成をして

いこうという環境が整っています。このよう

な土台があって、今回、大学の皆さんとの連

平本
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高野：実際にこれが学習支援の様子なんですけ

れども、こんな感じで毎時間サポートに入っ

たりとか、さっき言った取り出しで別の場所

で指導したりなどがあったんですけど、雄介

啓介君はどうでしたか？お姉さんたちに勉強

を教えてもらって。

太田啓：最初は、さっき言ったようにあれだっ

たんですけど、そのうちだんだん勉強が分

かってきて、勉強が重苦しくなくなってきて、

勉強の重要性というのを分かって、学習をど

んどんどんどん、勉強意欲がわいてきました。

太田雄：僕も最初は勉強が全然できなかったの

で、見てもらって、最初に教えてもらったこ

とがわからない事だらけだったんですけど、

最初は勉強というものが僕らにとってはあま

り、苦痛と言ったらあれですけど、あんまり

好きじゃないっていうか、嫌なものだったん

ですけど、 もちろん今でもあまり好きではな

いんですけど、でも昔よりかは、勉強に対す

る意欲、昔は勉強やってと言われても、あん

まり、遊ぼうと思ったりとか、前よりかは遊

びがなくなったかなって、分かっているのは

いいかなというのはあります。

高野：学生の教え方はどうでした？

太田雄：え－と、最初勉強教えてもらった時

に、今までの先生は、ちょっと教えて、でも

僕はもっとわかんないところがあるから聞き

たいんだけど、やっぱ他の子どもがいるから、

ちょっと待ってねって言って、いちいちうる

さいので、授業終わっちゃったり、わかんな

いまま授業が進んじゃうことがほとんどだっ

たんですけど、放課後でやってる時に、結構

自分がわかんないところを突き詰めて聞けた

ので、しかもそれがわかりやすくやっていた

ので、分かりやすいと言うか． ．わかりやす

く教えていただいて理解ができたと言うか、

はい。

太田啓：教えてもらって、今までの授業では、

他の子どもたちもいるし、クラスの人もいる

ので、さっきも言ったように、その、話は聞

いてくれるんだけど、真正面から受け入れて

くれなくて、で、雄介、ズルズルズルズル、

もう、2年ぐらいはズルズルいってて、成績

もあんまり良くない状態で、いってたんです

携することができました。これが本来の姿で

はないかと思います。

高野：まず中学3年生になってから、学生など

が支援員として入ったんですけれども、雄介

啓介君に聞いてみたいと思いますが、どうで

したか？学生の人たちが支援員に入ってくる

というのは。率直にどう思いましたか？

太田啓：入ってきた時は、正直怖くて、自分達

的には、今までの生活で満足してしまってた

ので、何で今さらっていう感じで、何しに来

るんだろうみたいなイメージでした。

太田雄:僕は最初聞いた時に、うれしいとは思っ

たんですけど、でも成績も全く良くなかった

し、今からやって間に合うのかなっていうの

がだいたい3年生だしっていうのがあって、

すごい不安な状態ではありました。

高野：今度は学生きんに聞いてみようかなと思

うんですけど、一応大学のゼミとして入った

と思うんですけれども、実際に初めて脳性ま

ひの2人に付くってなった時に、率直な気持

ちとして、どうでしたか？

福田：率直な感想としては、 う－ん・ ・中学

3年生ということとか、 これまでの中学生

の2人の様子をだいたいお伺いしてたので、

ちょっとでも力になれればいいかなと言う

か、そのうち結構私としては、支援に入るの

が楽しみというか、早く2人と仲良くなりた

いなというふうに思っていました。

谷口：私も福田さんの考えと一緒で、泉先生か

ら事前にいろいろな情報をいただいていて、

まず双子で車椅子という方々を見たことがな

かったので、すごく興味深くて、早く会いた

いなと思っていました。

山口：私も2人と同じですが、最初は少し不安

に思っていたところもあって、やっぱり中学

3年生ということで年頃と言うか、あまり心

を開いてくれないところもあるのかなという

ふうに不安に思っていたところもあったので

すが、実際に2人に会った時の第一印象は、

今はとても緊張しているみたいですけど、す

ごいにこやかで接しやすい感じの2人だった

ので、不安は解消されて、そこからは支援を

していく中で仲良くなっていくことができま

した。
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けど、その、高野先生はマンツーマンでやっ

てくれるので、 さっきも言ったとおり、その

支援が本当に、わかんないものをやってくれ

たので、それがすごくありがたく、それで勉

強の大切さを学ぶことができました。

高野：実際に支援に入ってたお姉さんたちはど

うですか？教え方で、こう難しいなとか、今

思えば、 もっとこうすれば良かったなとかあ

りますか？

谷口：私は、放課後に国語を主に教えていまし

た。その際に、他には板書など遅れがあるだ

けで、理解力がすごくあったので、彼のペー

スに合わせて、で、高校受験を控えていたの

で、高校受験の実際の過去問を解いたり、漢

字の読み書きなどをやりました。その際に、

最初漢字の読み書きをどのようにやっていい

のか自分の中ですごく迷いまして、 まずやる

気を引き出してもらうために、楽しくやって

もらうほうがいいのかなと思って、中学漢字

というアプリがございまして、ゲーム感覚で

読み書きを学べるものあるので、それを使っ

て2人と一緒に勉強していって、私自身も2

人に指導していく中で、2人の苦手、得意な

ど、どういう時に集中が切れちゃうなどが分

かってきたので、だんだんと指導をする方向

が掴めた感じです。 困った点としては､困っ

たというわけではないんですけれども、2人

に関わってから、指導に入る期間がわりと短

かったので、もう少し早めから入っていたら、

もっと適切な指導ができたのかなと思いまし

た。

福田：私は、数学の中でも主に分数計算を特化

して教えていて、2人は、分数に限らないん

ですけれども、やっぱり書くのが遅いので、

どうしても途中式を省いてしまう癖があっ

て、そのせいで計算をミスしてしまったりと

か、マイナスを忘れちゃったりとかいうのが

たくさんあったので、 まず計算式の中でも、

その途中式をしっかり書くことの重要性を私

は教えるというか、そういうのをやってい

て、計算のその数学としての教え方と言うよ

りも、何で途中式を書くのかという、そうい

う数学と言うよりも、その「何で？」という

のを落とし込むのに結構私は時間がかかった

ので、そこが大変だったかなと思います。で

も最終的に、やっぱり2人もずっと長年頭の

中でやってきたことを、途中式書くというの

にすごい抵抗があったんですけど､結果的に、

いろいろ実践をしていて、やっぱり途中式書

いたほうが計算ミスが減るとか、結果的に、

頭の中でやるよりも時間が早くなったりとか

そういう効果があって、そういうのを踏まえ

て2人も重要性を分かってくれて、最初は分

数の途中式だけだったんですけど、2人が因

数分解、展開とかでも自ら途中式を書くよう

になったので、そういうのがすごい良かった

かなと思います。

泉:今の2人の話もそうなんですけど、先ほど、

ゼミに帰ってきてそういったことをゼミで話

し合って、これからどうしたらいいか考えて

いくということを繰り返していたという話を

させていただいたのですが、その中で、当初

から、2人に何か認知的な課題や偏りがある

のかとか、そういったことをアセスメントし

ていく中で、どうも認知的な課題があったり

知的な遅れがあるとかそういう問題ではなく

て、最も大きな課題は、意欲、 自信のなさ、

意欲が低下していることがあるのではないか

ということを私は考えました。

あと、先ほどありましたように、麻痒があ

るので書くことが難しいということで、自分

の中で、なるべく書かなくていいようにしよ

うとしている様子もあり、そういうところを

どうやって克服するか。それは頭から「書き

なさい、書きなさい」というだけではなくて、

「あ、書いたほうがいいな」と思えるような

シチュエーションを作る。 「あ、これは書い

たほうがいいんだ」と2人が思えるようにし

ていこうという話し合いをして取り組んで

いったという経緯があります。

高野：平本先生どうですか、学生が入って、彼

らの学習支援をしたというのは、学校として

はどういうふうに見ていましたか？

平本：ひと言で申しあげると、大変感謝をして

います。今、学生とひと言で言いますけれど

も、今回関わっていただいた学生さん達は、

特別支援教育を大学で学んでいるわけです。

途中であっても学んでいる。ですから、多く

－59－



育療

ず、自分の体の事もあるし、 もう小学校の4

年生ぐらいからは、ほんとに皆とは一緒に体

育をやってないも同然だったので、今更一緒

にやってついていけるのかとか、あとは、今

までやってきたいろいろなことが、雄介が

言ったように、体のことを考えて、そういう

のはできないんじゃないかと思って、あまり

必要性が感じられなくて、すごく不安に思っ

てましたね。

高野：というような状況で、本当に嫌がったん

ですね、 2人とも一緒にやるっていうことを

すごく嫌がったんですけれども、 「とりあえ

ず一緒にやってみようよ」ということで、で

きるものと、できないものがあって、たとえ

ば、マットとかあって、なかなか難しかっ

たりとかあったんですけど、今日はちょっと

プールを取り上げようかなと思うんですけ

ど、物部先生、お待たせしました。実際に物

部先生がプールの支援にも入ってくれたん

ですけど、彼らのサポートをするうえで難し

かったことっていうのはありましたか。

物部：そうですね・ ・難しさとかはあれなんで

の学生さんに、いろんな分野でお世話になっ

てきましたけれども、今回のケースの場合は、

やはりそういう学びが、実際の実践の場で充

分に生きていたと私は捉えております。大学

生なら誰でもいい、同じようになるだろう． ．

たぶんならないと思います。おそらくそれぞ

れの学びの専門性を実践で、いわゆる理論と

実践の交換とよく言いますけれども、そうい

うことが機能している、そういう場面だった

のではないかと捉えております。先ほど教員

の話が出ました。教員はたしかに教えること

に関しては、専門性をもちろん持っています。

ただ、先ほど2人の話にありましたけれども、

時間の制約があります。時間をかけたくても、

なかなか思うようにかけられないという現実

の状況が、今の学校現場にはあります。そこ

のところを上手に支援をしていただいた成果

ではないかと捉えています。

高野：まず学習面ということで、 もちろんその

課題はすごくあったんですけど、体育の問題

でも、すごく大きくあって、元々彼らは1．

2年生の時は、 自分たちのクラスから別に離

れて、個別に、たとえばリハビリ的なことな

どそういったことをやっていたんですけれど

も、中学3年生になって、 「せっかくだから

一緒に混じってやってみようよ」というよう

な話をして、一緒にやることになったんです

けれども、それを聞いた時に、最初2人はど

ういうふうに思ったのか率直に・ ・

太田雄：僕は最初、体育がって言う時に、 まず

最初に「何でI ？」って思ったんですよ。 1

年生の時に、高野さんじゃなくて学校の先生

が付いてくれて、で、普通級でリハビリのこ

とも少しずつ知ってくれて、 リハビリのほう

をやってたので、 しかも小学校の頃から、体

育と言うより、ほとんど遊びみたいなことし

かやってなかったから、今さら参加しても、

と言うか、体にリハビリをやったほうがいい

んじゃないかなって俺のほうでは思っている

んですね。それで、最初は「何で参加するの

かな」って思って、何度も聞いてましたね、

はい。

太田啓：僕は最初、混ざる、皆と一緒にという

ことでは嬉しかったんです。というのは、ま

すけど、簡単に説明とかしてよろしいでしょ

うか。（はい､どうぞ） そもそも何で私がプー

ルのほうにっていう、私、保健体育の教員な

んですけど、主に保健なんですね。で、なぜ

この雄介・啓介の水泳支援に入るかつてなっ

た時に、高野さんが学位を取られる時に、学

位論文の時に、やっぱり課題が体育だったと

いうのがあったんです。それが積み残しに

なっていて、その次の年に、高野さんが雄介・

啓介の支援に入るっていうところがあって、

で、 「物部さん、水泳の支援に入ってくれな

い？」って言われた時に、私の中での選択肢

は、 「はい」か「yes」か「喜んで」か、 「待っ

てました」しかなかったんですね。あとは、

この両隣りにいる2人の顔が浮かんだので、

なおさら「はい」って言うしかないという状

況でした。で、事前に、 「じゃあ、やります

よ」という話になった時に、雄介・啓介が最

初先崎先生たちと試しに入った時あったで

しよ？あの時のビデオを見たんですね。そし

たらすつどい嫌がってて､それを見たら、やっ

ぱりあの、私の中の保健体育教員魂に火が点
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きましてですね、やっぱり水中の中だからこ

そ、彼らがもっとより自由になれるんじゃな

いかとか、あるいは水の中でフワッと浮く感

じだったりとか、進む感じだとか、そういう

何か運動感覚みたいなものが、体験してほし

いなというふうに思ったんです。それで実際

に仲尾台中学校のプールに行かせてもらいま

した。実際に行ってみると、皆さん分かると

思うんですけど、めちゃくちゃこの2人かわ

いいです性格が。素直で。照れてますね。と

いう、そういう、行くと、 もう何かその、彼

らに何かをしてあげようというようなそうい

う気持ちじゃなくて、単純に彼らと関わって

いることが自分自身楽しかったというのがま

ずあります。あと、そうやって雄介・啓介と

やっていると、ちょくちょく中学生、ちょっ

かいかけてくるんだよね、あの時ね。 （はい）

というのがあって、周りの中学性も面白かっ

たし、あと、保健体育の先生が、先崎先生と

津野先生、今日はいらっしゃってないんです

けど、先崎先生なんかは、最初僕行った時に、

「誰このおやじ」みたいな対応だったのが、

だんだん先生もすごくいろいろ変わってきて

くれて、その先生たちとも一緒にやっていく

というような関わりができて、本当に単純に

自分が面白かったということです。あとは、

自分自身の息子がちょうど彼らと同じ年なの

で、息子を見ているようなところもあったか

と思います。結果として、たぶん雄介と啓介

は、浮くっていう感じとか、何か進むってい

う感じみたいなものって、何か感じられた？

太田啓：あの、体育でプールに入る前に、障害

者施設で、実は体験したので、それを思い出

したんです。僕あの， プールやってる時も。

物部：あの、一回雄介と、こうやってガーンっ

てやった時に､最初雄介､｢沈む.沈む」とかっ

て言ってたんだけど、沈めようとしたら沈ま

ないみたいな時あったの覚えてる？

太田雄：あ－，覚えてる

物部：覚えてる。で、やっぱりその、沈まない

で－みたいなことを雄介が言った時に、 「あ、

浮く」っていうふうに感じてるのかなと思っ

たんですけど、雄介はどうでした、何かその

辺。 ． ．まだ緊張してるの？

太田雄：えっと－、僕は最初に、啓介いわく、

この授業が始まる前に、すぐその、出るまで

やってみようみたいな授業があったんですけ

ど、その時には啓介が普通に先に入ったんで

す。僕が、水が嫌いでした。飲むのはいいん

ですけど（笑）あの、小学校の頃は、遊びみ

たいに地域でやってて、高校に入ってからは

一切入ってなかったんで、水がもう4年ぶり

か3年ぶりにプールに入るイメージだったの

で、啓介とケアプラザで入ってたのも、夏休

みにプールに行ってたのも小学校の頃です。

あの、なので、犬のように嫌だったんですよ、

ほんとに。 （笑）

物部:えっ、犬のほうが水好きなんじゃないの？

（笑）猫か

太田雄：猫、すいません、間違えました。 （笑）

で､最初その、物部先生に、最初にプール入っ

た時に、僕は、沈むと思ったんですよ。筋肉

が硬直するし、上手く自由がとれなくなる

し。だから怖かったんですね最初は。で、物

部先生が支えてくれて、真っ先に深い所へ行

かないということを学ばせていただいて、あ

と、ほかに、水のかき方とか、教えてもらっ

て、意外と水の中は自由と言うか、だから僕

が思っていたよりも、 もっと動きやすい場所

だったと言うか、所だったと言うか、そんな

感じがありました。

物部：で、最初の高野さんの質問に戻るんです

けど、何が難しいかと言うと、全部難しいと

思いました最初。だけど、雄介とか啓介を見

ながらとか、自分は保健のほうなので、体育

教科の先生に少しいろんな話を聞いてもらい

ながら、実際にトライ＆エラーで、かくって

いうのはわりとあれなんですけど、じゃかい

てた手をどう下ろすかというリカバリーのと

ころが結構、大弥さんも一緒にやったんです

よれ水泳。その辺が僕は特に難しいなという

ふうに思いました。

山口：私も物部先生と一緒に2人の水泳の支援

に入らさせていただきました。今、物部先生

がおっしゃったように、水の中でしか味わえ

ないような感覚、この浮いたり沈んだりとい

うところは、僕たちで手を引っ張りながら、

OKみたいな感じで進むっていうこともした
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で、それを言うと、陽介さんはすつどい嫌な

顔をするんですけれども、 （笑）そういうふ

うに繋げたいなと、ちょっと心の中に思って

ます。

高野： では、次のテーマに行こうと思うんで

すけど（笑）

泉：ちょっといいですか？一つあの、大事なこ

とがあって、このプールの取り組みができた

のは、一つやっぱり校長先生の大きなご支援

があり、ね、先生。プールフロアを購入して

くださったんです。プールを浅くするのを。

あれがなければ絶対実現できなったことなん

ですが、 もう真っ先に校長先生が、あれをポ

ンッとたくさん、こんなに要らないくらい購

入してくださって、で、 lレーン敷くことが

できました。それがあって2人ができたので、

ちゃんと感謝したほうがいいですよ （笑）

物部：そう、あれがあったから安心して行けた

でしよ？ね。で､あれがだんだん必要なくなっ

てきた時あったじゃない。 （はい）でも最初

あれがあったから、何か自信持てたよね。感

謝しなきゃダメだよ。 （笑）

平本： 感謝されて感激です。 （笑）

高野：ありがとうございます。終わった後に2

本： 感謝されて感激です。 （笑）

野：ありがとうございます。終わった後に2

んですけど、その先ですね。じゃあ次はどう

やって自分の力で泳ごうかっていうことに

なった時に、やっぱり下半身が動かないので、

足のほうが沈んでしまって進まなくなってし

まう課題がありまして、そこをどうやったら

解決するかなと思って、たとえば足とか腰に

浮くものを付けてみるとかそういう話もあっ

たんですけど、でも最後のほうになって、2

人が自分なりの、 クロールとか平泳ぎではな

くて、 自分なりの泳ぎ方で、ちょっと手をか

いてみたりする中で、ちょっとずつ進めるよ

うになってきて、やっぱり2人が自分たちで

こう、どうやったら上手く泳げるかなって考

えながらやってくれたので、そこはとてもい

い印象に残っています。

高野：最初はものすごく本当にプール嫌がって

たと思うんだけど、実際やり終えてみて、ど

うでした？2人とも。

太田啓：やり終えてみて、最初は当然怖かった

んですけど、今までよりも何か…プールって

いう場所自体が遠い場所だったんですけど、

そのプールっていう場面自体が急に距離が近

くなったような気がしました。

高野：雄介はどう？ものすごく嫌がってたけど

啓介よりも。

太田雄：え－とま－、早く言ったら動きやすく

なったところと、あとその、水嫌いが軽減さ

れたんですけども、たぶん。あの、 まず一

番、その自分の中で一番できない運動の一つ

がもう最もできないのが、全身使う、足を使

う、持久走とか、足を使う競技と、水泳だっ

たんです。それが、皆とは違うけど、 とりあ

えず水泳、泳ぐ、ということ自体が僕らにはま

だできるんだというのが、あらためて思った

ところです。まだ僕らは、まだ水泳ができる

んだという自覚ができたなというのがありま

した。

高野：物部先生どうですか、それを聞いて。

物部:今ちょっと涙が出そうになりました。（笑）

続けてほしいなとは思いますねやっぱり高

校行っても、ね。できれば僕の野望はですね、

え－と、言っていい？ （いいですよ）僕の

野望は、高野陽介と、啓介と雄介を、 うちの

国大のプールで泳がせたいっていうのが野望

人はもっと感謝してください。では次のテー

マに（笑）行こうかなと思うんですけれども、

これは一応彼らが挙げた「良かったこと｣。

実際にやってもらって良かったこと。体育

も、いろいろできないこともあったんですけ

れども、やっぱりバレーボールは、こういう

形で（スライド）入れてもらって良かったな

ということと、これ左下は何かって言うと、

体育祭なんですよ。体育祭の様子で、彼らが

どういうふうに体育祭に参加してたかって言

うと、 50m走だけ参加して、どういうふうに

参加してたかって言うと、ただゴール前に彼

らがいて、ちょうど走って来ると、いいタイ

ミングでゴールが近くで、こう上手く合うっ

ていうような状況だったんですけど、それだ

と何かハラハラ感がないから、ちょっと車椅

子を入れて、全部車椅子にして車椅子レース

にしてやってみようということをやったりと

か､あと右側の、さっきの泉先生の話にもあっ

たんですけど、障害について考える機会、率
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直に言って学生が障害についてどういうふう

に思っているのかとかそういったような機会

をつくりました。特に彼らの障害についての

考え方っていうのがすごく面白いんですけれ

ども、明確に壁がある、健常者と障害者の壁

が。というふうな捉え方をしてて、それでこ

う、いろいろ悩んだりっていうのもあったん

ですけど、実際に学生の皆さんがそれを吟っ

て聞いているんですけど、それを聞いた時に

どう思いました？彼らの障害観について触れ

た時は。

谷口：2人に障害観について聞いた時に、啓介

からは、 「僕ら障害のある人と、障害のない

人には壁がある」というのはすごく言ってい

て、ですけれども、私たちと関わったことに

よって、その間の人がいる＝壁の問に支援し

てくれる人、たぶん私の考えなんですけれ

ども彼らと向き合う人。障害がなくて彼らと

向き合う人っていうのを言ってくれて、最初

は壁があるって言われた時点では、ちょっと

ショックを感じちゃったんですけれども、そ

れとまた、私は特別支援を学んでいるので、

困っていることがあったら助けようとか、こ

ういうことを困っているからこれをしてあ

げようとか思いつくんですけれども、学んで

いなければ、やっぱりしたいけれども何をし

ていいのかわからないから、声をかけること

もできないし、助けることもできない。そう

いう背景を知らずに啓介・雄介が、手伝って

くれないと捉えてしまうのなら、壁があるっ

て思って当然なのかなと思いました。私も緊

張しちゃって何を言っているのかわからない

んですけど（笑） じゃちょっと、 りり華さん

に替わります。

福田：私は、祖父が全盲で、身近にわりと障害

のある人がいて、祖父はわりと障害に対して

プラスの考えと言うか、障害者なんですけど

結構楽しい感じの、あんまり自分が障害者っ

ていう感じの考えじゃない人だったので、私

は、近場にいる障害のある人っていうのは、

わりとそういう感じの人が近くには小さい

頃から居たので、2人みたいに、ちょっと障

害に対してマイナスと言うか、そういう壁と

か、そういう生の声を聞いたのは初めてでし

た。授業でやっぱりそういうのがあるとかは

分かってたんですけど、実際本当に障害があ

る人から、そういうマイナスと言うか、そう

いう壁があるという生の声を聞いたのが初め

てだったので、2人の障害観を聞いた時は、

何かやっぱそういう、辛いじゃないけど、そ

ういうのをたくさん経験してきたんだな－と

いうのをすごい一番に感じて、この障害観っ

ていうのが、変わっていくのかなって、私た

ちと関わることによって、変えていけるのか

なって、私もちょっと不安と言うか、2人が

変わっていくかなっていうのを率直に思った

のを覚えています。

高野：一応、この障害討論会っていうのをやり

たいって言ったのは啓介のほうだったんです

けれども、啓介はどうですか？実際に学生の、

いろんな人たちの意見を聞いたんですけど、

今の自分の障害っていうものについて、何か

こう、 「あれによって変わったな」とか、 「そ

うだったんだ」と思ったこと、何かあります

か？

太田啓：その討論会をして、僕が気づいたって

いうか学んだことは、真ん中の人がいるん

じゃなくて、向こう側にいた人たちは、 きっ

かけがあればこっちに来れるのかなって、今、

話し合いで、その話し合いを今でも、自分は

心の中でそう思っていて、その、小学校一切

関わりがなかった人が、今では友達で、一生

懸命してくれて、だから、その僕が考えてる

のは、壁があるとかないとか、やってくれな

いとか､そう考えた時に､実は壁は自分で作っ

ていて、 きっかけがあればこっちに来てくれ

るのかな－、とは今でも考えていることです。

高野：要するに壁っていうのはあるんだけれど

も、それはもしかしたら自分自身がつくって

いるのかもしれないし、それが自分でもしか

したら壊せば、向こうから寄って来てくれる

かもしれないというふうな考えになったって

いうのを言ってて、それを聞いた時に、すご

く自分たちも驚きだったし、 「へえ－、そう

いうふうに思うんだ」って思ったりしたん

ですけれども。またちょっと車椅子レースの

話も聞きたいと思うですけれども、これはど

うですか？今までとちょっとやり方を変えて
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め、体育委員を集めて、乗せてやったので、

しかもこの周りの人たちは一切手加減をしな

いんですよ。ものすごい本気なんですよね。

なので逆に、終った後に、啓介だつけ、皆が

本気でやって良かったよって言ったよね。周

りも本気だし自分も本気で、負けたんだけど

も良かったとかって、覚えてる？結構それ聞

いて感動したんだけど、 （笑）そういうこと

について、本当に3年生の最後にやったレー

スだったんですけど、すごくいい経験になっ

たのだったら良かったなと思っています。見

ている周りの人たちの声援、 「がんばれ’が

んばれ！ 」っていうのは聞こえてましたか？

今日はお母さんもいらっしゃっているんです

けれども、お母さんもこれを見て、すごく良

かったとおっしゃってくださったのが私はす

ごく印象的で、初めて自分の子が頑張れって

声援を受けているのを聞いたわって言ってく

ださったんですが、覚えていますか？そうい

うのを聞いて、あ－やっぱり工夫する、ただ

無難にできることだけにしてしまうところ

を、何か知恵を絞って、何か一緒にやる、そ

れは確実に、 もちろん2人もですけど、周り

の子ども達、本気でやった子ども達にとって

も、いい影響と言いますか、少し感じること

ができるのかなと思って、そういった経験は、

私にとってもこれは1年間のとてもいい思い

出の一つです。

高野：ありがとうございます。ではそろそろ時

間にもなってくるので、まとめに入っていき

ますが、それぞれの立場や、ぜひフロアの皆

様からも多くご意見をいただきたいので、 ま

ず支援員の学生3人に、実際支援員として学

校現場に入って、生徒と関わった経験という

のを今どういうふうに捉えているか。教育的

にもどのような意味があったかというのを、

それぞれ3人の立場でちょっと話をしてもら

えたらなと思うんですけど。

福田：私は現在、教育科の院生ではなくて、一

旦今、普通に社会人として企業で働いている

んですけど、やっぱり私の会社の中にも、同

期とか一つ上の先輩の中にも、いろいろな障

害を抱えている人はいて、何なら私今遠慮し

てるんですけど、得意先にもそういう方って

やってみたんですけど、実際にやってみてど

うでしたか？

太田啓：実際に車椅子レースやって、あの僕、

最下位だったんですけど､(笑)その､結果じゃ

なくて、その、終わった、そのレースで、皆

で戻ると、話題、その皆の話の一部になって

いて、今までただ、その’言ってしまえばお

荷物の啓介が、あの、話の話題の中心になっ

ていたので、そこでその、 <、つと距離が大

分近くなってきたんじゃないかなと思ってい

て、っていう感じで距離が近くなった感じで

した、はい。

太田雄：僕はちなみに、どう言えばいいんだろ

う （笑）今もあまりにも初めてのことで緊張

し過ぎて、 うまく漕げできなくなって（笑）

なっちゃったんですけど、実際あれをやって

みて、まさか車椅子陸上があるのは、僕もそ

のクラブに入って知ってたんですけど、まさ

か普通級の学校でそれをやってくれるとは思

わなくて初めての試みだったので、皆はこげ

るんですけど、実は僕らより速いんじゃない

かとか、逆に遅いとかっていうのがあったん

ですけど、実は僕らより速いんじゃないかと

か、実際にやってみて、結果は4位だったん

ですけど、やってみて、友達が、いつもだっ

たらシラーっと、あの､皆､普通の運動会だと、

よく戻ってきたとかそういうふうになるんで

すけど、今までだったら、僕はシャーってい

う感じだったんですけど、戻ってきた時に、

「何やってんだよ」とかっていう形で話を振っ

てくれたり、あっ大分、啓介が言ったように、

近くなったのかなっていうのは感じますね。

泉：2人今、僕は最下位でした、僕は4位でし

たって言ってますけど、ちょっとフォローし

ますと、この彼ら以外の車椅子は、本学から

持ち込んだんですね。で、手漕ぎなんですよ、

他の生徒さんはみんな手漕ぎの車椅子。でも

雄介・啓介は電動車椅子のバッテリーを切っ

ているんですよ。切って漕ぐからすごい重い

んですよね。ね、だからそういうハンデイが

あったんだよね。で、且つ、この周りで一緒

に走った生徒たちは、よりによって学年で一

番運動神経のいい人たちを集めたんですね。

（笑）それで一番運動神経のいい人たちを集
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いうのはいらっしゃって、そういう方と会っ

た時に、やっぱり私は学生の時に、雄介・啓

介とか、そういういろんな障害のある方と関

わることができたので、今でも、教育ってい

う立場ではないんですけど、そういう障害の

ある人がいらっしゃった時に、何の跨膳もな

くしゃべりかけたりとか、支援したりとか今

でもできてて、何かそういうのは、学生のう

ちに関われたからこそ今もそれが活きてるの

かなというのはすごく思います。なので、教

育っていうわけではないんですけど、そうい

うことと関われたのは、自分の人生での幅を

広げてくれたっていうふうに思っています

し、こうやって雄介・啓介と久しぶりに会っ

て、やっぱりこういうのいいなってすごく思

うので、私も何年か今の会社で働いて、そし

てまた教育の道に戻っていけたらなと思った

りしています。

谷口：私は2人と関わって、自分にとっても成

長があったかなと思います。まず、学習支援

の場面では、2人が授業に遅れているから、

その差をどうするかという名目で最初入った

んですけれども、だんだんと2人の目標が、

最初特別支援学校高等部に入ることだったん

ですけれども、普通の高校を目指そうとなっ

たので、その受験勉強を一緒に頑張って、そ

れをやっていく中で、2人が勉強がめんどく

さいものではなく価値あるものと最終的に

言ってくれて、結果としても、受験、合格と

いう目標を果たすことができたので、その一

員になれたのが自分の中でも大きな自信にな

りました。また、成績が良かった、受験の志

望校に受かったっていうだけではなく、何よ

りもやっぱり自分がうれしかったのは、勉強

というものは、やらなきゃいけないものじゃ

なくて、楽しくて自分から学びたいものって

思ってくれることが一番いいことかなと思っ

ているので、自分の中で思っている行為に足

してくれるたのが､すごくうれしかったです。

また、私たち学生が入ることによって、最初、

周囲のクラスメイトたちは、消しゴムが落ち

ていてもあまり拾わないという行動があった

んですけれども、周りの子たちと仲良くなっ

ていくにつれて､｢谷口先生､今､雄介･啓介君、

手伝うことある？」とか言ってくれたり、私

たちの行動を見て、真似して支援に入ってく

れたり、分からない時は私たちに、 「どうす

ればいい？」っていうのを聞いてくれて、周

りのクラスメイトへも影響を及ぼすことがで

きたのかなと思って、入って良かったなと思

います。

山口：私は、大学を卒業して、今、小学校の教

員をやっているんですけれども、やっぱりこ

の2人と関わったことによって、今の小学校

の教員として活きている事がとても多くある

なと感じています。たとえば、今、谷口さん

も言っていたのですが、子ども同士の関わり

というところが非常に僕にとって学びが大き

かったなと思います。2人の支援に入る時に、

泉先生とゼミの中で、2人への支援はもちろ

んだけど、 もっと2人以外のクラスの他の子

たちにも関わってみようという話が出て、僕

たちはその支援の仕方を実際に行動で示した

り、他の子に声をかけてみたりということで、

支援をしていきました。今、小学校の教員を

やっていて、夏休み前1学期に、自分のクラ

スでなかなかこう、授業中に座っていれない、

落ち着いていられない子が1人いたんですけ

れども、席替えをする機会があった時に，泉

先生の、 「もっと周りの子から」っていうの

を思い出して、で、ちょっと席の位置を工夫

して、その隣にお世話をしてくれそうな子と

か、周りの班の編成とかを考えながら席替え

をしたところ、その、ちょっと周りの子と同

じ行動ができなかった子が、他の子の声かけ

とか支援によって、ちょっとずつ行動が改善

されていったということがありました。これ

は一例なんですけれども、2人とやっぱり関

わる中で、支援の大事さはもちろんなんです

けれども、その周りの環境から作っていくと

いうところを、僕は教員をやっている中で、

とてもいいことを学ばさせてもらったなと

思っています。

高野：次に、雄介・啓介君たちにちょっとまと

めてもらおうかなと思うんですけれども、実

際にそうやって昨年度、大学の人たちがいろ

いろ関わった経験ということが、今2人とも

高校生なんですけれども、何がこう影響与え
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たことは、これは仲尾台中学校、 もちろんそ

の中にいる生徒が中心ですけれども、教職員

も含めて、大きな財産を頂いたし、また一緒

に作ってこられたと思っています。ただこれ

を、一つの学校だけの実践で留めてしまって

は、あまり意味はないと思っています。やは

りこういう取組が広がっていかないといけな

い。具体的にどうやって広げるのか、 という

ところを本気で考えていかなければいけない

と私は考えています。ですから、本校だけで

完結するという考えは元々ありませんし、そ

こが大事だと思っています。今、話を聞いて

いますと、明らかに一番うれしいのは、やっ

ぱり2人の生徒が、人間的にも大きく成長し

たということが、これは学校として一番の財

産ですし、一番うれしいことです。それと同

時に、 もう私があえて説明するまでもなく、

支援を受ける側の2人にとっても大きな成長

の場面ではありましたけれども、学生さんた

ちが語っておられたように、やはり関わらせ

てもらった他の周りの人も実は成長していま

すね。非常に大きな変化が起きていると思い

ます。それは学生さんもそうですし、それか

ら教職員もそうです。そして学校全体として

もそうだと思います。生徒たちのことを第一

に考えるのが学校ですから、2人が一生懸命

頑張っている姿を見て、周りの子たちも人間

としての成長をしています。それは高野さん

を中心にアンケート調査、意識調査を何回か

やりましたけれども、一番身近な子ども達が

やはり一番成長しています。これはアンケー

トの数字に出ています。学年が違ったりする

と、その周りの状況が違う。という状況があ

りますね。ということは、逆に考えると、一

緒に生活をして取り組んでいくということ

が、どれほど教育的な観点から見ても大きい

かということが、はっきりしていると思いま

す。ただ、思いつきや無計画にこれを進める

ということは、必ずしも上手くいかないと思

います。先ほどもお話したように、まず学校

の組織として、そういう体制をしっかりとビ

ジョンを持って整えるということが非常に重

要です。それができにくいのかと言うと、考

え方次第だと私は思いますので、大いに今回

たりとか、良かったなというふうに思うとこ

ろは何かありますか？

太田啓:中学3年の時の経験で､一つは勉強面で、

今までは宿題ひとつを見ても、放ったからし

にして、お母さんには見せないで隠してたり

したんですけど、 （笑）今だと、学校行く前

に一応勉強しに行ってるところがあるんです

けど。その勉強は、やんなきやいけないじゃ

なくて、自分からやりにいくものなんだって

気づいたので、実際に今勉強に頑張ってて、

で、 もう一つは、時々、友達に、高校に入っ

て相談を受けるんですけど、高野さんたちが

僕にしてくれたように友達にしてみようと

思って、今友達の相談とかを電話で聞いたり

とか、愚痴を聞いたりとかしてて、すごく今

の生活につながってるなと思っています。

太田雄：え－と、僕は、その（あんまりない？）

（笑）いや、あるはあるんだけど、知識が、

勉強できないとか､あるんですけど､う－ん． ．

少しお待ちを（笑）えっと、前よりも、さっ

き言ったように、勉強意欲が、授業を聞いて

る中で、前のほうに、何を言ってるのかわか

らないけど、一応僕が試されているような気

分で、毎日授業を受けてたんですけど、高野

さんたちと会ったことで、何を言ってるのか

分かるし、あと、何て言うかな、今まではそ

の、全く分かんなかったところが分かるよう

になって、で、今通っている所もすごい、僕

らが困ってないか気にしてくれて、いろいろ、

これをやってみようとか、あれをやってみよ

うとかも、いろいろ言ってくれたので、すご

く今、学校の生活の中ですごく今やりやすく

て、高野さんたちと勉強したのも、すごく役

立っているかなというのはあります。

高野：そんなこと無理くり言わせたみたいであ

れなんですけど、 （笑） じゃあ次に、平本先

生にぜひ伺いたいなと思うんですけれども、

この活動っていうのを、今日は大学の先生で

あったりとか､現場の先生もいると思うので、

こういった取り組みというのを、ぜひ他でも

普及させてほしいなと思うんですけれども、

そのためには何が必要だと思われますか？

平本：一番難しい質問ですね。今回、国大の皆

さんと、様々な事を取り組みさせていただい
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のことをたたき台にしていただければ幸いで

す。思うようにならなかったこともたくさん

あります、上手くいったこともあります。し

かし、その両方が大事だと思っているので、

それを発信していくことが大切であると考え

ます。今回は、そういう場面の一つだと考え

ておりますので、協力をさせていただきまし

た。いろんな場面で、いろいろ関わりを持っ

て、2人が頑張ったのはもちろんですけれど

も、そこの周りで関わっていただいたたくさ

んの学生さんたちの努力が、今年度までで終

わってしまったのでは意味がないと考えてい

ます。そう考えた時に、ここには、どちらか

らお見えか分かりませんけれども、冒頭お話

しましたとおり、大学と地元の学校、また教

育委員会が連携をするというのは、制度的に

は整ったので。ここは非常に重要なチャンス

だと私は考えています。ただ、その制度を生

かして、こういう場を作るか作らないかは、

それぞれの学校や教育委員会、または大学の

皆さんの意思の問題だと思います。最初から

上手くいくことはまずないと思います。手

探りで始めなければならない。これはもう誰

がやってもきっとそうだと思います。ただ問

題は、それを課題に正面から向き合っていく

か。それとも、よくある言葉ですけどね、 「理

屈は分かるけれども難しいね｣。難しいねっ

ていうことを言ったら、たぶん物事は進まな

いだろう、 と考えていますので、まずは動い

て、いろいろ一緒に考えながらやっていくと

いうことが一番大事ではないかと思ってい

ます。2人の生徒と学生さんたちは、まさに

最初からこうすればいいっていうことではな

くて、模索しながら一緒に作ってきた取組だ

ろうし、成果だと考えております。状況はみ

んな同じということはまずありませんので、

一つ一つがみんな違うはずですから、それぞ

れを大事な財産としてできるように、子ども

達の成長の糧になるように、是非いろいろな

ところで工夫していただければ、 きっと大き

な広がりができるのではないかなと思ってお

ります。本校の場合は、今日も来てますけど、

やはり学校としてはコーディネーターの役割

が非常に大きい。コーディネーターがきちっ

と機能しているかどうかというのが、学校の

力です。やはり個人の力というのは限界があ

るので、組織的に動ける体制をどのように

作っていくか、絶えず学生さんたちがいつ来

られるかということ、また教職員の誰が空い

ているか、そういうことを組織として把握し

て、そして個々に応じた支援の環境を作って

いく、これが大事なんだろうと考えていると

ころです。子ども達は非常にユーモアがあり

ますので、いろいろ、にこやかに、話を聞い

ていただいて、本当に感謝しています。私は

役割とし堅い話をしなければいけないのでこ

ういう形で話をさせていただいております。

以上です。

高野：ありがとうございます。それを受けて、

最後にちょっと簡単に、物部先生と泉先生の

ほうに、地域と学校と、具体的に大学がどう

いうふうに関わっていったらいいのかという

のをお話しいただけれたらと思うんですけれ

ども。

物部：さっきからチラチラ、時間です時間で

すって。 （笑）あの､教員養成系の大学なので、

やはり学校に大学が入らせていただくという

ことは、 とても学生にとって学びがある。う

ちの学生も、たとえば、雄介･啓介と関わり、

啓介が、特別支援のところの学生さんをイン

タビューしている時に、雄介がうちの学生と

夏休みの宿題をやってたりして、あるいは学

校を見せてもらったりして、そこがすごく学

ばせてもらっていました。だから、 もう当た

り前のように行かせてもらえるというのが、

学生の教員として、 もう学びにすごい繋がっ

ているので､僕はそういう意味で､一緒にやっ

ていくっていうのは、すごくいいなと言うか、

ありがたいなというふうに思っています。

泉：地方の国立大学で、地域貢献、大学として

地域に認めていただくことがとても重要で、

使命になっています。そういう中で、今回

の、昨年一年間活動を続けてきましたが、一

番大変だったのが、時間の制約でした。学生

たちも教員養成の学生なので、取得をしない

といけない単位が多い中で、時間をどういう

ふうに作っていくか。また、私たちも、忙し

いと言わないようにしようと言ってたんです

－67－



育療

緒にやっていければ、 もっともっと効果が上

がっていくのではないかと。で､今､彼ら､言っ

てましたけれども、朝、 うちに来て勉強して

から学校に行ってます。本当によく勉強され

ています。びっくりするく､らいです。本当に

先生たちのおかげだと感謝しております。以

上でございます。

高野：ありがとうございます。ほかに何かあれ

ば、いかがですか。何かご意見をいただけた

らなと思いますけども。

フロア2 ：今日は貴重なお話をありがとうござ

いました。学校のお子さん達も、それから

学生さんたちも、 ものすごくお互いに成長し

合って、相互作用と言いますか、化学反応と

言いますか、周りの方も巻き込んで成長する

姿が、すごくうらやましいと言うか、いいな

と思って聴かせていただきましたが、ちょっ

とネガティブな話で申し訳ないんですけれど

も、こういうのって、学校と言いますか、教

員の問あるいは学校の、要するにどこの学校

でも、どこの地域でも、同じようなことが

できるのか、すごく実は心配していると言う

か、その辺もう少し広めると言いますか、学

校の活動を、こういったことが当たり前にな

るようにするには、どういう課題と言います

か、どういう取り組みが要るのかなというの

をちょっと、どうしたらいいかなっていうの

を、お伺いしたいんですが。

平本：本当に貴重なご意見をありがとうござい

ます。まきにそれが非常に重要なところだ

と、同じ気持ちです。まず一つは、大学の皆

さんにお願いしたいことがあります。今、授

業の関係とかお忙しいのは充分に理解してい

ます。でも今回この取組ができることになっ

た最初のきっかけは、泉先生との出会いです。

私は現在仲尾台中学校に勤務していますが、

その前は小学校や教育委員会に長く勤務して

おりました。小学校にいる時に、実はその当

時は浦島小学校という学校にいたんですけれ

ども、泉先生は、学生さんを連れてこられて

ゼミの授業を学校現場でやってくださいまし

た。大学の中だけで学ぶのではなくて、大学

の外で出て学生が学ぶ機会を大学側の立場で

作っていただきました。当時も、いろんな障

けど、 （笑）時間がない中で、どうやって現

場に赴いて支援をするかということ。ただそ

れでも、 もう歯を食いしばってでも続けられ

たのは、やはり、あまりにも学生たちの学び

の質が高かった、生きた学び。あともう本当

に緊張感を持った学びですよね、即断即決、

困った事は、すぐその場で判断。そういった

生きた学びができたことが大きかったと思い

ます。あとやはり周囲の､中学校にいらっしゃ

る先生方が学生たちに目を向けてくださった

りとか、校長先生はいつも学生が来るとお昼

ご飯をごちそうしてくださって、本当にそう

いったありがたいご配盧があったことが、続

けられた大きな一つの要因かなと思います。

また、やはりこれは私もそうですけど、学生

たちも一番大きなことだったのが、雄介と啓

介のの、素直で優しくて頑張る様子。こちら

が頑張れば、雄介・啓介も必ず頑張ってくれ

るという、そういう信頼関係があって、こう

いった、地域と大学のいい形の連携ではない

かと思います。これもひとえに、仲尾台中学

校の多大な多面的なご支援ご協力があって実

現できたことですので、本当に感謝申しあげ

ます。今後ともよろしくお願いいたします。

質疑応答

高野：せっかくなので、ぜひフロアの皆さんか

ら、質問やご意見があれば、どなたでもいい

ので、ぜひ挙手をお願いします。

フロア1 ：今日は参加させていただきうれしく

思います。私は、キッズコレクションと申し

ます。彼ら2人が通っている、通所施設でご

ざいます。で、ちょうど彼らが兄弟で学校を

受験するんだという時に、私たちのところで

も支援をきせていただきました。本当に大学

のお兄さんお姉さんたちがよく教えてくれる

んだと、 うちには週に2回か3回く､らいだっ

たんですけれども、その時に話をしながら

やっていました。もちろん中学の学校の現場、

大切だと思いますけれども、やはりその周り

の地域で、 うちだけじゃなく、いろいろな所

で通所している子ども達がいますので、そう

いう所にも、ぜひ大学の学生さんたちにも来

ていただいて、手を携えて、地域と学校と一
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害のある、課題のある児童がいましたけれど

も、身近な所で学生さんが関わりながら同時

に学んでいくという場を工夫したということ

が非常に大きかった。その繋がりで高野さん

とも出会いましたし、今いる学生さんたちと

も出会うことができました。これが一つです

ね。それから教育委員会の立場では、現在は、

いわゆるインクルーシブ教育の必要性が言わ

れていますけれども、まさにこれから求めら

れる教育の人材育成の観点から言うと、重要

課題の一つに位置づけをしています。それ

は横浜が一歩先に始めましたけれども、全国

的に広まっていくことが間違いないと思いま

す。ただ具体的にどうしたらいいかというと

ころに戸惑いがあるというのが現在の状況だ

と思います。しかし、それは前に進まないと、

いつまでたっても理屈だけになって終わって

しまうので、今、本校でやらせていただいた

のは、実はそれを意識して取り組んでいます。

経験の浅い教員もたくさんいるので、やはり

一緒に学びながら，教員としての資質能力を

高めていく。そして学生さんたちにも、大い

に学校を利用してもらって、力を磨いてもら

う、専門性を高めてもらう。結果的にそれが

学校へ戻った時には、間違いなく広がりにな

りますし、大きな力になる。というような考

え方で進んでおります。先ほどお話したよう

に言いにくいところですけれども，今すでに

取り組んでいることがある段階できっと大き

な力になるだろうと考えています。 （ありが

とうございます｡）

高野：ありがとうございました。まだこれ以上野：ありがとうございました。まだこれ以上

に課題があった活動なんですけれども、以上

でシンポジウムlのほうを終わらせていただ

こうと思います。皆さま、ご清聴ありがとう

ございました。
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8月23日 （金） 14：20～15：20

【口頭発表I】

＜座長＞

谷口

島

明子（東洋大学文学部教授）

治伸（徳島文理大学保健福祉学部教授）

0－1 小児がん治療を受ける子どもにとっての院内学級という場の意味

○永吉美智枝・斉藤淑子・足立カヨ子・高橋陽子・谷川弘治

場】 【行こうとは思えない場所】の8カテゴリー

が生成された。

院内学級が、治療中心となる病院内環境にお

いて、子どもが入院前と同じ学習を継続できる

日常性の維持という機能と、楽しさを経験でき

る緩和ケアとして機能という二つの機能を有す

ることが明らかになった。子どもは辛い治療を

受けながらも、院内学級に行くことで「普通の

子ども」として入院前の生活に戻ることができ、

成長発達する子どもにとって、学校への所属感・

帰属感を維持する重要な環境として、あらため

て院内学級の意義が確認された。

本研究は、入院中の子どもにとっての病院内

学級の場のもつ意味を明らかにし、病弱特別支

援教育を行う場に求められる環境について考察

した質的記述的研究である。 14名の小児がん

経験者の語りの内容を帰納的に分析し、カテゴ

リー化した。結果として、小児がん治療で入院

中の院内学級の場の意味として、 【みんなが行っ

ていて、暇だから行く場所】 【学校生活を継続

する場】 【勉強に集中できる場】 【先生や友達と

色々な活動に取り組める場と機会】 【友達と出

会い、楽しく過ごせる場】 【気持ちを切り替え

られる場】 【体調に合わせて調整しながら行く

0－2小児がん経験者の院内学級の友だちとの関わりの意味

○斉藤淑子・永吉美智枝・足立カヨ子・高橋陽子・谷川弘治

入院中に病院内教育を受けた経験をもつ小児 それまでの生活環境と切り離された入院初期

がん経験者への半構造化面接データの質的記述 の子どもにとって院内学級と病棟は共通の生活

的分析から、小児がん経験者にとって院内学級 基盤となり、そこをベースにして、病室や病棟

における友達との関わりが自己の形成にとって を超えた多様な友だち関係を形成していたこ

どのような意味をもつものとしてとらえられて と、通常の友だち関係では話さないような多岐

いたのかを検討した研究である。 にわたる話題と闘病という共通経験に基づき

分析の結果、 〔友だちが院内学級への転校を 共に闘う仲間としての意識も育てていることが

勧めてくれ（た)〕 〔院内学級を通して友だちと 示きれた。小児がん経験者にとって、院内学級

自然に交流できていた〕 〔普通の話から病気の における子ども同士の交流は自分自身がめざし

ことまで話しながら一緒に闘っていた〕 〔友だ たい理想像を子どもの内に形成する契機とも

ちの再発や亡くなったことはショックだった〕 なっていると考えられ、ビアの持つ意味につい

〔同じ話題を共有できる友だちがいなかった〕 てデータに基づく提案がなされた。

の5つのカテゴリーが抽出された。

O-3 1980年代の病院内教育一国立小児病院を中心に、院内教育の変遷一

○渡辺美佐子

様々な教育実践記録と卒業生たちへの面接調

査をもとにした、国立小児病院（東京都世田谷

区）における病院内教育の始まりから変遷と現

状に関する報告から、今後の病院内教育の方向

性を探る研究である。

病院設立当初は入院患児ということで学校教
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育からは離れた状態にあったが、保護者らの要

望がきっかけとなって「施設内訪問教育」から

病院内教育がスタートした。当初は、主治医の

許可を得た上で教員の訪問ということから、週

三回6時間という制限のあるものであった。し

かし、やがては小学校と中学校の「学級」とし

て病院内に常駐できる教員が配置されるように

なり、次第と通常の学級に準じた教育課程のも

とに自然観察や芸術活動等、学校教育としての

体制が確立・充実されていった。それとととも

に、生活をする場所としての病棟やともに学び

合う子どもたちを考慮した、専門性の高い院内

教育が行われるようになっていった。

それらを引き継ぎながら特別支援教育体制と

なって現在までは、 ICT等の先進技術活用を含

む教育実践も行われ、病気の子どもたちに特化

した専門性を維持した院内教育が模索されてい

る。長年にわたる縁者の経験と実践をもとにし

た豊富な内容の報告であった。なお、フロアか

らの質問に対しては病弱教育以外への幅広い知

見も披露された。

0－4高次脳機能障害支援における教育的なアプローチ

ー支援ガイドブックの作成と活用の検討を通して一
○神保辰男

様々な原因による高次脳機能障害の児童生徒

への教育に対し、退院後や原校への復帰も見据

えた「支援ガイドブック」の作成や活用に関す

る、神奈川リハビリテーション病院内学級「か

もめ学級」からの実践報告であった。

作成のためには、 5年間の児童生徒の事例か

ら症状や指導・支援方法等をはじめ、その反応

や変化などについて具体的な記録をあつめた。

それを、教育だけで無く臨床心理士からのアド

バイスも加えて、学習や行動のチェックリスト

形式でガイドブックにまとめた。

さらに、保護者や関係先等に配布したガイド

ブックに関してのアンケートを採ることで、高

次脳機能障害のある児童生徒の学習や生活の直

接的な指導に関する活用方法だけで無く、障害

理解のためや教職員等の研修資料としての活用

など幅広い活用もされていることがわかった。

今回の発表では、具体的な活用事例の報告も

あり、ガイドブックの作成から活用をする中で、

関係者問の連携や協力にも有効であることが示

された。また、 よりよいガイドブックの改訂に

向けての取り組みが続いていることも報告され

た。

質疑では、国立特別支援教育総合研究所等の

公的機関によるガイドブックなどとのリンクや

連携・強力の方向についての検討も意見として

出された。
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8月23日 （金） 15：30～16:45

【口頭発表Ⅱ】

＜座長＞

滝川

河合

国芳（京都女子大学発達教育部教授）

洋子（日本福祉大学看護学部教授）

慢性疾患をかかえるこどもたちへの学習支援

一医療ソーシャルワーカーの役割一

○城戸貴史・石川慶和

0－5

容であり、「学習支援登録用紙」はボランティ

ア学生の必要な情報（抗体価結果・ワクチン接

種状況）が網羅されていた。また、学習支援の

状況を医療職者に向けて成果発表の機会を設け

ているとのことである。MSW等の多職種連携

の方法など、システム構築をする必要性が示唆

きれた。

3年前からこども病院と静岡大学教育学部と

連携して慢性疾患の子どもを対象に学習支援を

行っている。この研究では3年間､医療ソーシャ

ルワーカー（以下、MSW)として学生の受け入

れを担当した経験を通して開発した学生支援

ツールについての報告であった。作成された｢年

間行動計画」は、病院・大学共に理解できる内

0－6入院治療中の児童に対するICT機器等を用いた学習環境整備

一仰臥位の児童に対するiPadやタブレットアプリ「ロイロノート」の活用一

○五島脩

実践報告の少ない仰臥位の状態で入院治療し ①板書を見る②ノートに書くことの代替手段③

ている児童に対しICT機器等を活用した授業 学習記録を残す④級友と意見の共有を行った。

実践を行い、その有効性と汎用性および再現性 ICT機器等を活用した学習の環境を整備するこ

の観点からICT機器等の活用方法について検 とで、学習活動の制限から個別対応とならざる

討した。小学部3年A児を対象に、 iPad2台、 を得なかったA児に対し、 「ロイロノート」を

ロイロノート （タブレットアプリ）を使って、 活用することで級友との学習を可能にした。

精神疾患・心身症等の児童生徒の自立活動を充実させ、復学支援に生かす取組

一尺度表「自分メーター」の活用を通して－

○中里早苗・土屋忠之・藤田昌資

0－7

精神疾患・心身症のある児童生徒が多く在籍

する特別支援学校（病弱）の子どもたちが、前

籍校へ復学し、継続して学ぶにあたり必要とな

る力を養うために、 自立活動を充実させるこ

とを目的として、 「精神疾患及び心身症等のあ

る児童生徒の教育的ニーズのカテゴリー」をも

とに作成きれた児童生徒用の尺度表「自分メー

ター」の有用性を検討した。子どもと教員が｢自

分メーター」を使用することで、同じ尺度表を

共有しその差異等グラフの変化の読み取りをす

ることで、 より課題にせまることが可能となっ

ている。それにより目標や課題を共有しながら

日々の学校生活を送ることができるようになっ

たことで、 自立活動の時間をより有効に使える

ようになった。また、復学時に、必要な配慮や

効果的な指導について、具体的に提示できるよ

うになり、尺度表の活用により復学後の生活に

も有効であることが明確になった。
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スウェーデンの就学前学校におけるアレルギー対応支援

一マルメ市の「アレルギー児専用就学前学校(AnggirdensAllergifiirslfola)」
ヘの訪問調査を通して一

○田部絢子・石川衣紀・内藤千尋・石井智也・能田昴・柴田真緒・高橋智

0－8

スウェーデン「アレルギー児専用就学前学校」

の取組みを通して、アレルギー疾患児の発達支

援の課題を検討した。この学校はアレルギー児

専用の就学前学校で、運営費は自治体の負担に

よる。安全な環境（アレルゲン除去）のための

職員の教育・研修が行われており、喘息とアレ

ルギー協会の勧告にしたがって、給食・調理環

境も含めて毎日の清掃・管理が徹底されている。

アレルギー疾患児は多くの制限からストレスフ

ルな状況にあるため、気持ちを受け止め、安心・

信頼を深めていけるよう、幼児一幼児、幼児一

教師の関係性の構築を重要視している。ここで

はアレルギー疾患を有する子どもと保護者を孤

立させず、子どもがアレルギー疾患とともに生

きていくための「自己理解」を進めていくこと

となり、アレルギー疾患を有する子どもの発達

を最大限に促進する場として存在意義は大き

いo

O－9米国におけるへルス・リテラシー教育の展開
○村山拓

ヘルス・リテラシー向上のための学校教育に

おける取り組みの特徴を探るため、米国のカリ

キュラム、プログラムの内容や指導方法、生徒

のヘルス・リテラシーのスタンダードに基づく

学習評価の枠組み等について、分析対象として

ヘルス・リテラシーに関する語や内容から支援

の枠組み、学習内容を抽出して検討した。学校

におけるヘルス・リテラシー向上の取り組みと

して、糖尿病に関連した学校における栄養教育

との関連付けや、地域の食品店との連携による

学習活動、図書館の活用など学校と関連機関と

の連携を行っており、注目できる取り組みが行

われていた。今後はこれらの事例について、米

国内における位置づけや、他事例と比較した場

合の共通性、固有性について引き続き検討した

い○
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【基調講演】

病弱教育の歩み

－文部省の調査官として関わった15年間を中心に－

日
日 邦横浜国立大学山本

て重要である｡」と述べられており、これを受

けて設定された。

次の昭和54年の学習指導要領の改訂では、

従来の学校（障害）種別の学習指導要領には共

通の内容が多く含まれているなどの理由で、各

学校（障害種）共通の学習指導要領とした。さ

らに、平成元年の学習指導要領の改訂では、養

護・訓練の内容等の改正が行われ、また幼稚部

教育要領が初めて制定された（スライド1(3))。

これらのうち、私が文部省で学習指導要領の改

訂に携わったのは昭和54年と平成元年である。

平成19年度に特別支援教育制度が施行され

て10数年が経過し、この間、様々な法令・制

度の制定や改正、社会情勢や教育環境の変化等

によって病弱教育を取り巻く状況や課題も移り

変わってきた。戦後からこれまでの変遷の過程

で､私が文部省(現｢文部科学省｣)特殊教育課(現

｢特別支援教育課｣）の病弱教育担当調査官とし

て務めた15年間（昭和54年度～平成5年度）

の出来事を中心に､病弱教育はじめ特殊教育(現

｢特別支援教育｣）に関する制度等について体験

を交えてお話したいと思う。なお、この講演は

本学会の若い会員の方々からの「昔の（古い）

話を聞きたい」という要望にお応えして行うも

のである。

2養護学校教育の義務制実施

昭和54年4月に養護学校教育の義務制が実

施され､保護者には就学義務が､また設置者（都

道府県）には養護学校の設置義務が課された。

これにより、それまで就学猶予・免除の対象で

あった障害の重い子どもが養護学校で教育を受

けるようになり、就学猶予・免除者が激減した

(スライド2（1）。また、通学することが困難

な子どもに対して、家庭、児童福祉施設や病院

に教員を派遣して行う教育（いわゆる「訪問教

育｣）が全国的に始められた。なお、 この前年

に文部省は｢訪問教育の概要」を示している（ス

ライド2（2）)。

l 学習指導要領の制定と改訂

養護学校の学習指導要領が初めて制定された

のは、小学部が昭和38年、中学部が昭和39年

である。このうち､病弱養護学校では｢養護活動」

を総則に規定し、養護・体育（保健体育）の中

で具体的な指導が行われた。当時の児童生徒の

主な病気は結核（特に肺結核）であり、他は身

体虚弱等であった。まだ結核の治療薬がなく死

亡率が高かったためか、 「養護」の指導上の留

意事項には「健康回復に希望をもたせて」とい

う文言が含まれている（スライド1 (1))。

その後、昭和46年の学習指導要領の改訂で

新たな指導領域として「養護・訓練」が設けら

れた（スライド1 (2))。これは、昭和45年に

まとめられた教育課程審議会の答申の中で、「障

害からくる種々の困難を克服して、児童生徒の

可能性を最大限に伸ばし、社会によりよく適応

していくためには、特別の訓練等の指導が極め

3交流教育の推進

障害のある子どもと障害のない子どもや地域

社会の人々が活動を共にするいわゆる「交流教

育」は、盲学校、聾学校及び養護学校の学習指

導要領の規定にもかかわらず普及しなかった

(スライド3(1))。

そこで、昭和54年度から文部省の施策とし
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て主に三つの事業（①心身障害児理解推進校の

指定、②理解啓発資料の作成・配付、③心身障

害児交流活動地域推進研究校の指定）が行われ

(スライド3 (2))､交流教育の普及と推進を図っ

た。その成果は徐々にみられるようになり、今

日の「交流及び共同学習」に発展してきている。

1点目は「標準教材品目」の制定についてで

ある。これは､昭和42年に制定された｢教材基準」

を改め、平成3年に、各学校で教材を整備する

際の目標又は参考にすべきものとして、標準的

に必要とされる教材の品目と数量を示したもの

である。

当時は病弱養護学校にぜん息の児童生徒が高

い比率で在籍しており、喘息発作の予測や程度

を知るのに「ピークフローメーター」が各学校

で使われていたが、これは医療機器のため学校

の教材に入れることはできなかった。

しかしながら、学校現場から教材に入れるこ

とへの要望が強かったため、私は申請書類の期

限直前に「呼気測定器」という用語を思いつ

き、保健体育科の各種測定器具の中に入れて病

弱養護学校における標準教材品目として提出し

た。特にクレームがつかなかったため、ピーク

フローメーターは呼気測定器として病弱養護学

校の標準教材品目に含まれることになった。

2点目は就学基準の改正についてである。こ

れは、学校教育法施行令第22条の2（現「第

22条の3｣）の規定が「現状に合わない（特に

疾患の種類と「6か月以上」という期間）から

改正すべきである」という意見や要望が従前か

ら出されていたが、この法令は政令のため閣議

の審議が必要であったため、私の文部省在任中

には具体的な審議が行われず､平成14年になっ

てようやく改正された。

4早期教育と後期中等教育の在り方

養護学校教育の義務制実施に伴い、就学前の

早期教育と義務教育終了後の後期中等教育の在

り方が課題となっており、これらを検討するた

めの協力者会議が文部省に設けられ、 3年間に

わたって審議(調査研究)が行われた。ここでは、

病弱養護学校について報告書のごく一部を紹介

する（スライド4(1))。

5通級による指導

これまでは､盲学校､聾学校及び養護学校（現

｢特別支援学校｣）及び特殊学級（現「特別支援

学級｣）の児童生徒等を対象に様々な施策を進

めてきたが、小・中学校の通常の学級に在籍し

ている軽度の障害のある児童生徒に対する支援

を要望する声が漸増していることから、文部省

は平成5年度から全国的に通級による指導を開

始した。

このうち、肢体不自由及び病弱の児童生徒に

ついては、それまで通級による指導の実績がほ

とんどなかったため、指導の対象から外されそ

うになったが、肢体不自由教育担当の調査官と

協力し合い、通級の必要性を事務局に訴え続け

た結果、例外的な措置として通級による指導が

認められた（スライド5)。

8 日本育療学会について

最後に、本学会の沿革について紹介する。

それまで病弱教育に特化した学会がなかったた

め、平成6年に学会を立ち上げ、平成16年に

諸般の事情からいったん解散したものの、学会

の存続を望む声が大きかったため、すぐに再結

成して今日に至っている（スライド)。

⑤病気療養児の教育の在り方

病弱児の教育については、従来から様々な課

題を抱えておりその改善が求められていた折か

ら、文部省は平成5年度に病気療養児の教育に

関する調査研究協力者会議を立ち上げ、約2年

間の審議を経て平成6年に「病気療養児の教育

について」 （通知）を発出し、課題の解決を目

指すことになった（スライド6)。

以上、お話した出来事は現在からみると過ぎ

去った事柄になるが、今日ある特別支援教育の

制度等は過去からの軒余曲折を経て成り立って

きていることをご理解いただければ幸いであ

る。本学会の会員の方々が病弱教育に関する課

題の解決と今後の更なる発展のためにご尽力い

ただくことを期待している。

7 その他

その他として2点お話したいと思う。
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1.学習指導要領の制定と改訂

【肯の歩み
テ頤鎧へ先1属佳朋土吐

（1）養護学校初めての学習指導要領の制定

養護学校小学部学習指導要領病弱教育編(昭和38年）
養護学校中学部学習指導要領病弱教育編(昭和39年）

（文部事務次官通達）

・学校の教育活動全体を通じて行う｢養護活動｣を総則に規定
・各教科の中に｢養獲･体育(保健体育)｣を設定

①「養護活動｣の目標(総則の｢養護活動｣から抜粋）

盤雲轆蕃鰐跨識溌霧して蘆濡齪星磯蝶溌

(2)文部省告示による学習指導要領の制定
②「養瞳｣の内容

・安静：絶対安静､安静､休養､午睡などを中心とする諸活動

・運動：歩行､運動､皮膚摩擦などを中心とする諸活動

・ レクリエーション：散歩､遊戯､諒書､飼育､栽培､娯楽などの諸活動

養瞳学校(病弱教育)小学部.中学部学習指導要領(昭和46年）

養謹学校(病弱教育)高等部学習指導要領(昭和47年）

新たな領域として｢養謹･訓練｣を設定

養鐘学校初めての高等部学習指導要領の制定
③指導計画作成および指導上の留意事項

・指導計画の作成にあたっては健康診断の結果に基づき､～

養護･訓練

・総則に学校の教育活動全体を通じて行う養謹･訓練に関する指導につい
て規定

・第5章に｢養護･訓練｣について規定(目標､内容は障害種別共通）

・指導にあたっては､病弱の状態に応じて作成された指導計画の意味を

児童(生徒)に理解させ､健康回復に希望をもたせて､～

（表記は当時のもの）

(3)学校(障害)種別共通の学習指導要領

①学校(障害)種別共通の学習指導要領の制定(昭和54年）

・盲学校､聾学校及び養謹学校小学部･中学部学習指導要領

・盲学校､聾学校及び養謹学校高等部学習指導要領

①目標
児童
要な知

を改善し､または克服するために必
､もって心身の調和的発達の基盤

（表記は当時のもの）

3辮裂
をつちかう。

（表記は当時のもの）

②内容
心身の適応､感覚機能の向上､運動機能の向上､意思の伝達の四つの

柱の基に12項目によって構成された。

③指導計画の作成と内容の取り扱い(抜粋）

の艫簡喜篭鰹蝋}と識冒r識驍馳;職階窪篭

従来の学校(障害)種別ごとの学習指導要領を改め､盲学校､聾学校及び
養護学校共通の学習指導要領を制定した。

訪問教育について総則に規定（小学部･中学部）

〔参考〕 「養瞳｣の項目
・自己の病弱･身体虚弱の状態の理解
・健康状態の回復､改善を図るために必要な生活様式の理解
・健康状態の回復､改善を図るために必要な諸活動

・養壌･訓練の｢指導計画の作成と内容の取扱い｣についても学校(障害）

種別共通に規定
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2養護学校教育の義務制実施

(1)病弱養護学校の実態

隼度 学校数 ｜ ”室生徒数 ｜辮謡除雪
昭和53年度 81（18)枝 5,892人 9,868人

昭和54年度 96(25)枝 8,313人 3,367人

〔注〕 （ ）内は分校数であり、内数である。

（文部科学省特別支援教育資料）

①国立磨養所等に入所している重症心身障害児等の就学
②小学部･中学部の児童生徒に対する訪問教育の実施

年度 原奮牛桂数数

②養謹･訓練の内容等の改正及び幼稚部教育要領の制定

（平成元年）

・盲学校､聾学校及び養護学校幼稚部教育要領

・盲学校､聾学校及び養護学校小学部･中学部学習指導要領

・盲学校､聾学校及び養護学校高等部学習指導要領

養護･訓練の内容を改め、

身体の健康､心理的適応､環境の認知､運動･動作及び意思の伝達

の五つの柱の基に18項目によって構成された。

3.交流教育の推進

（1）学習指導要領に規定した交流教育

①昭和46年文部省告示の特殊教育諸学校小学部･中学部学習指導要領
第4章特別活動の中で、

｢児童または生徒の経験を広め､社会性を養うために､小学校の児童または中
学校の生徒と活動をともにする機会をもつようにすることが望ましい｡」と規定し
ていた。

噌撫4年文部省告示の盲学校､聾学校及び養護学校''､学部｡中学部学習

(2)訪問教育の概要

文部省は､昭和53年に｢訪問教育の概要｣を示した。

①訪問教育の定義

心身の障害が重度であるかまたは重複しており､養護学校に通学して教
育を受けることが困難な児童生徒に対し､養護学校等の教員が家庭､児童
福祉施設､医療機関等を訪問して行う教育

②訪問教育の時数

訪問教育の週当たり時数は､週4時間程度(週2日、2時間ずつ)を原則とす
る。

第1章総則おいて､｢児童又は生徒の経験を広め､社会性を養い
間関係を育てるため､学校の教育活動全体を通じて､小学校の児
校の生徒及び地域社会の人々と活動を共にする機会を積極的に；

い

校の生

、好ましい人
児童又は中学
こ設けるように

すること｡」と規定していた。

※第4章特別活動及び高等部学習指導要領においても同趣旨の規定がある。

盲学校､聾学校及び養護学校小学部･中学部学習指導要領(昭和54年）
の総則には､「～教員を派遣して教育を行う場合について､特に必要がある
場合には､実情に応じた授業時数を適切に定めること｡」と示している。

4.早期教育と後期中等教育の在り方(2)交流教育に関する文部省の施策

①心身障害児理解推進枝の指定

各都道府県の小.中学校各1校ずつを指定(全国94校）

盲学校､聾学校及び養護学校の児童牛徒との2年間にわたる交流活動の

実践研究を委嘱した。 (研究成果:報告書の作成､研究発表会の実施など）

(1) 「心身障害児に係る早期教育及び後期中等教育

の在り方｣について

特殊教育研究調査協力者会議が､標記の件について昭和54年度から3年間

にわたって審議を行い､昭和57年10月7日に文部省初等中等教育局長に報告
書が提出された。②理解啓発資料の作成･配付

昭和54年度に｢心身障害児の理解のために｣を作成し､各都道府県教育

委員会や全国の小｡中学校等に配付した。 （毎年テーマを変え作成･配付） ①早期教育の在り方(病弱､抜粋）

・幼稚部の設置状況

昭和57年現在､病弱養護学校(分校を含む｡）95校のうち2校(2． 1％）③心身障害児交流活動地域推進研究校の指定

昭和62年度から全国の盲学校､聾学校及び養護学校の中から｢心身障害

児交流活動地域推進研究校｣を指定し､これらの学校のI児童生徒と地域社

会の人々との交流活動の実践研究を委嘱した。(2年間）

3歳以降就学前幼児への対応

～必要に応じて､病弱養護学校に幼稚部を設置することが望ましい。
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5．通級による指導

病弱及び身体虚弱（審譲のまとめや通知等の総括）②後期中等教育の在り方(病弱､抜粋）

・高等部の設置状況

病弱養護学校(分校を含む｡)95校のうち28校(29.5％） ①対象となる障害の種類と程度

・病弱又は身体虚弱の程度が､通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする程度のもの各都道府県の病弱養護学校の1校以上に高等部を設置する必要があ

る。

また､医療機関等に長期間にわたって入院･入所している教育対象者

が､ある程度の数に達する場合は､必要に応じて､分校等を設けること

が望ましい。

･病弱及び身体虚弱､肢体不自由の場合は､他の障害と異なり､必ずしも通
級による指導が一般的ではないことから､その必要性について慎重な判断
の下に行う必要がある。

②指導内容

健康状態の回復･改善や体力の向上を図るための指導が中心

日本育療学会の沿革6.病気療養児の教育の在り方

①病気療養児の教育に関する鯛査研究協力者会議

病気療養児の教育に関する調査研究を平成5年6月から約2年間行った。
平成6年5月 日本育療学会を設立(会長:加藤安雄）

平成7年4月 同学会の事業を本格的に開始

平成16年3月同学会を解散

平成16年6月同学会を再結成

平成18年同学会が日本学術会識協力学術研究団体として麗可

令和元年5月同学会が一般社団法人として登配完了

②病気療養児の教育について(通知）

平成6年12月21日文部省初等中等教育局長

1．入院中の病気療養児の実態の把握

2.適切な教育措置の確保

3.病気療養児の教育機関等の設置

4.教職員等の専門性の向上

5.その他

－78－



第67号,2020

8月24B (zIg) 10:30～11:40

【ポスターセッションI (奇数番号)】

＜座長＞

小畑文也（山梨大学教育学部教授）

【ポスターセッションⅡ （偶数番号)】

＜座長＞

武田鉄郎 （和歌山大学教育学部教授）

病院内学級教師の自立活動に関する困り感の現状

一本校教師との意識の違いを通して一

○秋本公志

P－l

新学習指導要領のもとで、病院内学級の教師

らは自立活動のどの区分にどのくらい困り感を

抱いているか、またそれらの困り感に対してど

のような支援を求めているかを明らかにするた

め、本校（肢体不自由）の教員との比較調査を

行った。その結果､本校の教員が「身体の動き」

の困り感が高いのに対し、病院内学級の教員

は「コミュニケーション」の困り感が高かった、

原因として、準ずる課程の児童生徒の中に「社

会性の問題」を併せ持つ児童生徒が多いことが

あげられた。反面､病弱児に必要と思われる「健

康の保持」の中の「疾病や障害の理解」や「心

理的な安定」等の困り感が低く、この点に関し

てはさらなる精査が必要であると思われる。

小児系診療科に入院中の小学生における学習の実態調査

一院内学級・訪問教育以外での学習方法に焦点を当てて一
○大畑友香・川間健之介

P－Z

本研究では、看護師長の視点から院内学級・

訪問教育を利用できていない理由や学習方法を

明らかにすることを目的とした。576病院中、

252病院から返送があり（回収率：43.8％)、調

査の同意を得られた245病院を対象とした。

院内学級や訪問教育があると回答した病院が

124病院､ないと回答した病院が114病院であっ

た。また院内学級や訪問教育を利用できていな

い子がいると回答した病院は65病院(調査に同

意した病院のうち26.5％)、いないと回答した病

院が159病院であった。いると回答した65病

院中、院内学級や訪問教育を有する病院は26

病院、有さない病院は39病院であった。院内

学級・訪問教育を利用できていない理由につい

て、全体・院内学級・訪問教育がない場合で最

も多かったのが「病院で院内学級・訪問教育が

ない」であった。特に院内学級・訪問教育がな

いと回答した39病院中38病院が理由として挙

げていた。院内学級･訪問教育がある場合、 「家

族が必要ないと判断」が最も多かったことなど

を明らかにした。

P－S思春期にあたる入院児への学習支援とその効果の検討

○岡村美来・西山未萌沙・石川慶和

本発表は将来への不安を感じやすい思春期の

入院児に学習支援を行い、学習面及び心理面の

変化を明らかにするとともに、支援内容の検討

をすることを目的とした。A病院に入院中の中

学生から高校浪人生の計5名を対象に学習支援

を中心とした介入を行った。評価は介入前後の

質問紙と、退院時の聞き取りによった。回数は

病状によりさまざまであったが、入院児の心理
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た支援の必要性が示唆されたが、ボランティア

の学習支援では限界もあった。正規の教育的支

援が望まれるところである。

的安定に関しては、概ね良好な結果が得られた

が、高校浪人等のネガティブなライフイベント

のあった入院児は不安定であった。家族を介し

病棟と連携したICFモデルによる教育支援計画シート活用の一実践

一本人・保護者・医療関係者との合意形成による授業の計画と評価一
○川池順也

P－4

トによる評価と今後の課題について情報共有を

行う側面の比重が高かったが、学校側からの教

育支援計画シート活用について了解を得、その

結果、病棟スタッフも参画した客観的評価によ

る支援計画を進めることができた。

本研究は、重度・重複障害のある子どもにつ

いて、学校から提供したICFモデルによる教育

支援計画シートを病棟側と共有し、実践を検討

した。その結果、これまで本校における病棟と

のケースカンファレンスは、病棟側が主体とな

り、本人の健康面･OTやPTなどのセラピス

先天性心疾患を持つ子どもの小学校生活の現状

一担任教師および養護教諭へのインタビューから－

○川崎友絵・萩本明子

P－5

る上で生じる問題点】 【Ⅲ学校生活の中での

指導と配慮】 【Ⅳ、保護者との関係性】 【V.医

療との連携の現状】のコアカテゴリーが抽出さ

れ、これを中心に考察を行った結果、教職員の

共通理解や意識統一の難しさ、他の児童に病気

や制限を持つ子どもの理解を促すための指導や

学校全体で教職員の共通理解を高める等の実践

と配慮。保護者との関係性が医療との連携にも

影響を及ぼしていることがわかった。

本研究は、教師の視点からみた先天性心疾患

を持つ子どもの小学校生活の現状について明ら

かにすることを目的としたものである。先天性

心疾患を持つ子どもが通う地域の小学校の教師

6名に対して、先天性心疾患を持つ子どもの学

校での健康管理、配慮、支援体制、急変時の対

応、子どもとの関わりの中で戸惑ったこと、不

安に思うこと、連携等について構成面接を行っ

た。カテゴリー分析の結果、 【I.学校生活の

中での心臓病の児童の姿】 【Ⅱ学校生活を送

我が子が病気であることへの保護者の不安と将来の社会生活への影響

一自己免疫疾患の子どもの保護者を対象とした調査から一

○兒玉尚子

P－6

完治が難しく自己の将来が描きにくい自己

免疫疾患の子どもをもつ保護者の我が子が病

気であることへの不安と、病気が与えるその

後の人生選択への影響についての認識を明ら

かにし、必要な支援を検討した。自己免疫疾

患である若年性特発性関節炎（以下、 JIA)の

保護者会に調査を依頼し、 JIAの子どもの保護

者22名を対象とした。質問紙調査を行い、質

的分析を行った。保護者が感じている我が子

がJIAであることへの不安は、7つのカテゴ

リーに分類され、我が子の病気が与えるその

後の生活への影響は、 5つのカテゴリーに分類

きれた。保護者の不安は、長期的な社会生活

に関するものや、子どもの自立を願うものが

多かったなど示唆された。
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発達障害と精神疾患を併せ有する児童生徒の復学後や就労後の適応を見据え

た指導・支援の在り方

○曾根綾乃・石川慶和

P－S

本研究では発達障害と精神疾患を併せ有する

児童生徒の復学後や就労後の適応を目指した指

導・支援の在り方を検討した。対象とする教員

に対して、参与観察に基づく質問やどのような

実態把握をしているか、特別支援学校への適応

状況、卒業後の社会適応に関する情報を得た。

そして、心の問題の把握： 「心の問題の背景を

理解すること」「児童生徒の気持ちの理解」が

大切であり、特別支援学校での適応を図り、復

学後や就労後の適応： 「復学や就労後に必要な

力をつけさせること」「復学後、就労後の環境

を経験きせること」「前籍校や実習先、就労先

への理解の促進」「フォローアップ」が大切で

あるなどが必要であるとした。

P-9A県における院内学級と病院訪問教育の比較検討一担任調査の結果より
○陸皎妓・猪狩恵美子

中国において始められている「病房学校」の

参考に資するため、 日本の2つの都市の病院内

教育（院内学級と病院訪問教育）の現状と今後

に向けた課題を明らかにすることを目的とした

ものである。郵送による質問紙調査が行われ、

その結果、両市の院内教育は、特別支援学級と、

特別支援学校訪問教育という異なる制度で対応

しているものの、教員配置・教室の確保・授業

時間の確保などにおいて、学校教育として実質

的には同じような教育条件が整備されているこ

と。今後の課題として、①中学校の教科教育保

障、②在宅療養中の教育保障、③入院中の高校

生の教育保障があるとされた。今後、更に、病

院内教育の拡充が求められており、地元校や高

校段階での理解と対応、子どものニーズに応え

発信していく教員の力量がとそれを支える研修

が重要であるとぎれた。

P-10発達障害のある生徒に配慮した授業づくり

一特別支援学校（病弱） と中学校の英語科学習指導案の分析
○柘植美文

本研究は、特別支援学校（病弱） と中学校で

作成された英語の指導案を分析し、発達障害の

ある生徒に配慮した授業づくりの工夫を明らか

にすることを目的とした。各指導案から生徒の

実態と学習支援に関する記述を抜き出し、カー

ドを作成し､質的分析を行った。指導案1は【安

心できる環境づくり】、 【ほめる】、 【英語を使お

うとする働き掛け】、 【分かる･できる実感】、 〈友

達との関わりをつくる働き掛け〉に、指導案2

は【分かる・できる実感】、 〈安心できる環境

づくり>、 〈ほめる〉に分類できた。英語の取組

や友達との関係があった。生徒の得意不得意に

ついて理解し授業を展開しようとしていたこと

や、英語でやり取りすることから友達との関係

について理解しようとしていたことが考えられ

た。

P-11 言語によるやりとりが困難な発達障害幼児の『いや！』から活動参加へ

一提案・交渉型アプローチの応用一

○永井祐也

本研究では、言語発達が十分でない発達障害

幼児の『いや！ 』 という意思を示した場面か

ら、提案・交渉型アプローチを導入し、言語に

よるやりとりが困難な子どもにおける提案・交

渉型アプローチの応用方法を検討したものであ

る。ASD傾向のある1事例を対象とした介入
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が該当し、それを考慮した支援で訓練に積極的

に取り組むようになった。このことより、言語

によるやりとりが困難な子どもに対しても、提

案・交渉型アプローチを応用できる可能性が示

唆された。

研究であり、おやつを食べることを嫌がった対

象場面から行動の背景として、 (1)注意喚起の

可能性、 （2）変更に驚いた可能性、 （3）支援者

と食べたかった可能性、 （4）おやつそのものが

嫌になった可能性が考えられた。この中では(4)

P-12中高生対象の発達障害に関する課題解決型教育プログラムの効果

一「学生団体WAKA×YAMA」活動報告一

○西川登偉・村田七海・岡本光代

の発達障害に関する講義の満足度は平均4.91で

あった。また、シンポジウム参加者138名に対

するアンケートでは発達障害についての関心

に対し、 「大変高まった｣、 「高まった」と回答

した者は10代で89.2％、40代で96.7％、全体

で93.2％であった。参加者の職種は「学生」が

40.2％と最も多かった。教育プログラムのアン

ケートの結果から、団体が実施した課題解決型

教育プログラムに参加した中高生の発達障害に

対する積極的な学習意欲や理解・関心の向上の

効果が報告された。

発達障害の二次障害という課題において、中

高生を対象とした課題解決型教育プログラムを

実施し、参加した中高生及び社会に対する効果

を検討した。中高生を対象としたアイデアコン

ペティションを実施した。和歌山の中高生を募

集して面接を実施し、 11チーム23名が参加し

た。さらに、 1ヶ月で課題解決策を発案・検討

して、シンポジウムで発表し、会場投票と審査

員により優勝、準優勝を決定した。シンポジウ

ム終了後、プログラムに参加した中高生とシン

ポジウム参加者に対する満足度（5段階評価）

と自由記述のアンケートを実施した。決起会時

P-13心理的虐待を受けた子どもへの学校からの支援

-DV被害を受けた家庭の親の立ち直りに注目して

○西山未萌沙・石川慶和

DV被害者の社会復帰までの過程を調査する

ことで親の立ち直りや面前DVを受けた子ども

が親との関係を再構築する過程を明らかにし、

子どもや親の状態を踏まえた教育的対応の在り

方を検討することを目的として､2名の母親（現

在は支援者）を対象に半構造化面接を行った。

ワードマイニングに近似した手法でここに分析

した結果、子どもには、安心できる場所に移さ

れるまでの内向期、親以外の特定の大人と信頼

関係を得るまでの回復期、親を信頼し他者と関

係を築けるようになるまでの信頼期の過程が見

いだされ、それぞれの段階での教育的支援が提

案された。

P-14特別支援教育に関わる保育者・教員・支援員の専門性を高めるためにVRは

何ができるのか

○日隈美代子・中澤幸子

本研究では、特別支援教育に関わる専門家

養成において、VR(VirtualReality)技術がど

のように応用可能であるのか試論を行い、専

門家養成におけるHMD-VR(HeadMomted

DisplayVR:ヘッドマウントディスプレイ型）

活用の方向性を示すことを目的とした。VR技

術の一般化による教材開発の容易化について述

べ、VRによって人は何を変えられるのかを文

献研究で報告した。情報社会化が進むにつれ、

障害特性理解のためのVRを利用したコンテン
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ツが公開されるようになった。イギリス国立自

閉症協会(TheNationalAutisticSociety)は、

Youtube上にADSの子どもの見えや聞こえを

HMD-VRで体験することができる映像を公開

しているなどを紹介し、特別支援教育に関わる

専門家養成において、HMD-VRの活用は、実

践者としての学びをもたらし、 『インクルーシ

ブ』 という視点を浸透させていく有効なツール

であるという専門家養成におけるVR活用の方

向性を示した。

P-15小学校において継続した「ほめ」がもたらす効果について

－2年生と5年生の自尊感情・学習意欲の変容から一
○椋田美穂・高野陽介・泉真由子

小学校2年、5年生を対象に､①継続した「ほ

め」を行った場合、子どもの自尊感情は本当に

上がるのか②低学年と高学年で「ほめ」効果に

差異があるか③「ほめ」効果があった場合、自

尊感情と学習・生活等には何らかの関係性が見

られるのか、の3点について調査・分析するこ

とを目的として実施された。その結果、①低学

年に関しては一定の効果があるが、高学年では

ばらつきがある､つまり②低学年と高学年で「ほ

め」効果に差異があることが分かった。③特性

のある子どもは、それぞれに特徴的な過程があ

り、単に数値の上昇＝自尊感情の上昇ではなく、

その得点の意味に潜む気持ちを理解し、個々に

寄り添い、注意深くほめていくことが大切であ

ることが示唆された。

P-16特異的読字障害の中学生に対する語彙ネットワークの形成と漢字の読み支

援効果について

○本純佳・後藤隆章・高野陽介・泉真由子

本研究では特異的読字障害を示す中学1年の

生徒1名を対象に、視覚刺激を用いた日本史の

語彙連想指導を実施した。さらに、 日本史にお

ける漢字の読みに関する効果について、語彙

ネットワークの形成に基づき検討した。アセス

メントは、稲垣ら(2010)に基づき、音読検査を

行った。その結果、単音、単文、有意味語、無

意味語の全てが当該学年と比較し音読に時間の

延長が見られ、特に有意味語、無意味語では顕

著な読みの延長が見られた。結果は、 日本史漢

字読みテストに対して、プレ評価で誤答、ポス

ト、保持評価で正答だった漢字をイラスト提

示の有無で分類した。その結果、イラスト提示

有りの漢字では、プレ評価において正答率が

30％であった。その後、正答率はポスト評価で

74％、保持評価で86％であった。一方、イラス

ト提示無しの漢字では、プレ評価では正答率は

19％であった。その後、正答率は、ポスト評価

で73％、保持評価で50％であった。その結果、

専門語の読みテストでは、ポスト評価において

イラスト有無による正答数に差は認められな

かったが、保持評価ではイラストを提示した時

の正答数が有意に増加したなどの効果が認めら

れた。

P-17院内学級での教育実践に関する文献レビュー

○森亜友奈・川間健之介

数少ない院内学級での実践や取り組み事例

と、研究の動向を明らかにすることで、専門的

な実践や今後の課題を見出すことを目的として

なされた研究である。システマチックな文献検

索の結果、 12件の事例が抽出され、分析対象と

なった。 「楽しむ」「自発性」「関係性」といった、

患児の心理状態に寄り添い、闘病や生きるため

に必要な力を目指す取り組みが多かったが、そ

の効果を検証したものはなかった。院内学級の

研究における量と質の向上は未だ課題である。
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例の蓄積）で、専門的かつ多様な実践方法を確

立することが必要である。

今後は患児の特徴とそれに向けた実践を蓄積

し、共有すること （メタ分析のための良質な事

トイレ介助の必要な肢体不自由学生の援助要請P－18食事介助・ トイレタ

○山森一希・川間健之介

いづらさ」があったが、経験を積み重ねていく

中で「必要だから言う」に変化した。多くの人

による介助経験が影響していると考えられる。

また、食事介助と比較して、プライベートなト

イレ介助は抵抗感が強く、 「やってもらって当

然とは考えない」や「具体的な介助を指示する」

といったことは、障害のある子どもたちの援助

要請を促進し、必要な支援を得ながら自己実現

していくためにも重要なことであることを示唆

本研究は、 トイレ介助および食事介助といっ

た生活面での支援を必要とする肢体不自由学生

の援助要請における抵抗感と要請方法の変化を

明らかにすることを検討した。対象者は高等教

育機関に在籍している肢体不自由の女子学生で

あり、学内において公的ヘルパーによるトイレ

介助、公的ヘルパーおよび友人による食事介助

を受けていた。調査の方法は、半構造化面接に

よるインタビューを実施し、質的分析を行った。

トイレ介助については､当初考えていた通り「言 した。
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【シンポジウムⅡ】

｢いつでも、どこでも、誰とでもつながる未来へ

～病気の子どもたちの教育を考える～」

シンポジスト

萩庭圭子 （神奈川県立横浜南養護学校長）

星野 進 （神奈川県立横浜南養護学校副校長）

福本 徹（国立教育政策研究所）

司会・コーディネーター

泉 真由子（横浜国立大学教育学部教授）

本シンポジウムの趣旨

病気の子どもたちは、病気があっても心も体

も成長し続けています。だからこそ彼らには教

育が必要です。その教育で出来る限り、直接あ

るいは間接的な体験を伴う学びを保障していく

ための1つの視点として、 ICTの活用の重要性

が示されています。そこで、 ICTの活用に先進

的に取り組んでいる神奈川県立横浜南養護学校

の教育実践報告、そして実際の教育現場で実現

可能な病気の子どもの経験を伴う学びのあり方

についてご提案をさせていただきたく本シンポ

ジウムを企画いたしました。

す。横浜南養護学校は入院入所する児童生徒を

対象としており、通学生はおりません。入院入

所する児童生徒数としては、全国一多い学校と

言われています。また、転出入が多く、年間

400件から500件ある学校です。横浜南養護学

校の沿革ですが、昭和45年に神奈川県立ゆう

かり養護学校の分校から始まって、そこが横浜

南養護学校となり、当初は小学部、中学部だけ

でした。平成12年になり、重症心身障害児施

設に高等部(施設訪問)を設置しました。そして、

平成16年には藤が丘学級、平成27年には芹が

谷学級が設置されました。高等部は重心部門に

しかありませんので、入院している高校生は本

校に入れないという状況になります。小学部1

組は、教室に登校してくる児童で、主に肢体不

自由児施設に入所しており外科的な治療をして

います。小学部2組は、病棟の中の学習室ある

いは病室で勉強する児童です。中学部は9教科

ありますので、 1組と2組という分け方はして

いません。なので、中学部は教室登校を前提と

して、病棟の方には教師が出向く体制をとって

います。重心部門は、小学部の「ひまわり教室」

と中学部と高等部を一緒にした「こすもす教室」

があります。学校なので、他の学校で実施され

ている行事は当然行われています。入学式もあ

りますし、中学部の生徒会選挙などもあります。

病院のバスがありますので校外学習にも修学旅

行にも行きます。あとは小学生では運動会、中

学校紹介と文部科学省事業の概要説明

(神奈川県立横浜南養護学校長萩庭圭子）

私からは、横浜南養護学校の概要の説明と、

文部科学省の「入院児童生徒等への教育保障体

制整備事業」における本校の取組について発表

させていただきます。

まず学校概要です。神奈川県立こども医療セ

ンターの中にある「本校」の他に、昭和大学藤

が丘病院と県立精神医療センターに訪問して指

導を行っています。この3病院の関係ですが、

本校から約1キロほど離れたところにある県立

精神医療センター内に芹が谷学級（中学部）が

あります。昭和大学藤が丘病院内にある藤が丘

学級（小学部．中学部）は本校から21． 5キロ

も離れており、常時2名の教師を配置していま
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非常に難しいのですが、今回文部科学省の事業

を受けたことで取り組むことができた実践につ

いてご報告したいと思います。これらの研究に

ついては今年の2月に成果報告会を行い、神奈

川県教育委員会のホームページでも事業報告書

が公開されております。具体的な内容について

は、副校長の星野から紹介させていただきます。

学生はスポーツ大会も行っており、入院してい

ても通常の学校で経験するようなことはなるべ

くしてあげたいという思いでこのような行事に

も取り組んでいます。ただ、非常に複雑な学校

でして、同じ学年の児童生徒が同じ場所にいる

わけではなく、センター内のあちらにいたりこ

ちらにいたりという状況ですので、Web会議シ

ステムでつないで一緒に授業をするということ

は本校にとって非常に大きな意味があります。

次に、 「入院児童生徒等への教育保障体制整

備事業」における本校の取組についてです。先

程お話ししたように、児童生徒がいる場所がま

ちまちですので、なかなか集団で学ぶというこ

とが難しい状況にあります。また、藤が丘学級、

芹が谷学級はとても人数が少ないので、同年代

の児童生徒との交流がなかなか持てないという

ことがありました。ベットサイドでは、感染

症等の予防のため、教材の持ち込みに制限があ

り、実験などが難しい状況も課題としてありま

した。そこで、ネットワーク環境、 ICT機器を

整備して、それらを活用した教育の充実を図り

たいということで、神奈川県教育委員会が本事

業を受託し、3年間実施しました。文部科学省

の調査によると、入院している児童生徒の約4

割が教育を受けることができていないという現

状があり、それを解決するために行われている

のがこの事業となります。研究のテーマは「体

制整備．連携方法の構築に関する研究」と「教

育機会確保に関する研究」が示されたので、そ

れぞれについて研究内容を設定しました。体制

整備・連携方法については、復学していく児童

生徒がほとんどですので、市町村教育委員会、

あるいは前籍校との連携というところを研究に

入れましたが、結果としてこちらは非常に難し

かったです。また、入院している高校生は本校

には入学できませんので、入院中に高等学校受

験をしてその学校に通ったり、通信による教育

を受けたりということになりますので、その部

分の支援を研究として行いました。そして、本

シンポジウムのメインとなる教育機会確保に関

する研究の概要ですが、Web会議システムなど

を使った「つなぐ授業」についてご紹介したい

と思います。病院とのシステム環境の整備、例

えば病院の中でWiFiを使ったりすること等は

病院内における情報環境の整備と教育実践

(神奈川県立横浜南養護学校副校長星野進）

私からは、病院内でのシステムの構築と実践

例を3つほどご紹介させていただきます。まず

病院でのシステムについてですが、平成21年

に本校の学習室に2カ所に有線でネットワーク

が入っています。この時に教室の中にも有線で

すが、回線が全て敷設されるという状況でした。

これによって、教室の中だけのネットワーク

だったものが、病院の一部にもつながるような

回線ができました。平成25年のところで、病

院と学校と教育委員会で話し合いを行っていま

す。異なる部門で管理をしている回線ですので、

やはり実際にはこの話し合いはうまくできない

状況でした。ただ、この中でお互いに管理は違

うので、干渉はしない。この言い方が正しいか

どうかわかりませんが、入り組んだ形になるの

はよくないので、病院は病院で、学校は学校で

という切り分けた形で使いましょうということ

で、端末も分けて対応していました。27年度に

は、教育委員会ネットワークが無線化されまし

た。研究を実施する前は、このような状況でし

た。研究をするにあたっては、課題の整理を行

いました。病状により病室や病棟を出られない、

教室での授業に参加できない児童生徒がいる。

先程もありました藤が丘学級は、回線が何も無

かったので、つなぐ、ことができないという状況

でした。芹が谷学級も児童生徒が少ないという

ことなので、同世代の子どもたちと交流が持て

ないという状況でした。先程端末を分けるとい

う話をしましたが、分けると当然端末が足りな

くなってしまいます。当時は8台しか機器が学

校には入っていなかったのですが、それを学校

と病院で4台ずつに分けて使っていました。平

成28年から、セキュリテイを担保するために、

院内のLAN専用パソコンを用意しました。未
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整備だった昭和大学の藤が丘病院については、

LTEの回線を使って、ネットワークを作りま

した。また、一時帰宅、別室の児童生徒の学習

保障のための貸し出し用の機材、ネットワーク

の準備をしました。平成30年から、 iOSが導

入され、それによりiPadが使えるようになり

ました。これは学校にとって大きなメリットが

ありました。Windowsの機械で作業するのは

煩雑だったのですが、 iPadを持ち運びできるよ

うになると簡単で、キーボードも必要なく画面

を拭くだけでよかったので、衛生面の管理も簡

単でした。次に3つの事例を紹介させていただ

きます。まず、入院と自宅療養を繰り返す児童

に対する実践についてです。小学6年生で、籍

は変えず､自宅に1，2週間戻り、また病院に帰っ

てというのを繰り返していた児童です。やはり

そうなってくると、学習の遅れが当然課題とし

てなってきます。この児童は、普段からWeb

会議を使って授業をしていました。またこの学

年ではプログラミングの授業もやっていて、本

校と藤が丘学級をつないで発表会などもしてい

ました。前からそのような形式で授業実施して

いたのでICTの活用に抵抗感はなかったので、

この児童が自宅に帰った時の学習保障をつなぐ、

授業で行っていました｡ 2つ目は、生徒会選挙

に向けた活動に関する実践についてです。やは

り入院入所している生徒ですと、学習保障もそ

うですが、生徒会活動や委員会活動の経験がで

きなくなってしまいます。そこで、生徒会選挙

を病棟の生徒とも合わせて、院内一同に会した

ところで実施しようということで、つなぐ授業

で行いました。一度にたくさんつなぐというの

はリスクがあるのですが、そういう場合にはビ

デオ等を使って事後学習も実施しました。やは

り入院している生徒だと生徒会や委員会と言わ

れてもイメージができないのですが、このよう

な活動で立候補する、お互いに意見交換をする

ということを経験する教育につながったという

点で大事な学習だったと思っています。最後で

すが、疑似学校見学についてです。中学部3年

生の‘慢性疾患のお子さんで、外泊などもできて

いないので学校見学にいけないという状況でし

た。その生徒に対して、360度動画や写真を利

用して、進学希望校の学校見学を擬似的に行い

ました。このような授業をしたことで、自分に

合う学校や合わない学校を自分で選択できるよ

うになり、意思決定をすることを学ぶ機会を与

えることができました。

様々な学校でのICT教育の実践報告について

(国立教育政策研究所福本徹）

私からは、様々な学校でのICTの実践報告に

ついてお話をさせていただきます。様々な学

校でICTを用いて遠隔での授業が行われてい

ます。小学校の段階では、プログラミング教育

なども行われるようになってきています。また、

Qubenaというソフトウェアを利用した実践例

ですが、コンピュータを使って個別に問題を出

して、その子に合った指導を行っていくといっ

たタブレット教材も千代田区立麹町中学校で活

用されています。また最近ですと、STEAM教

育というのも行われるようになってきていま

す。これは理科、数学、技術、工学、芸術を融

合した学習のことで、SSH(スーパーサイエン

スハイスクール)等で主に行われてきましたが、

これからはSSHだけでなく一般高校でも総合

的な探究の時間を中心に進められるようになっ

てくると思います。ただこれを実践するために

は、環境をどうやって整えるか、どのように指

導していくかというところが課題として挙げら

れてきます。よく財政面の話になりますが、お

金持ちの自治体だからICTの整備が行えている

わけでもないですし、逆に過疎や高齢化が進ん

でいる地域でも整備がしっかり行われていると

ころもあります。要するに、やる気次第でICT

の教育や整備は変わってくると思います。この

ような状況でどのように学びを実現していくか

という話ですが、学習指導要領の中でICTの

活用については、病院内や学校などの限られた

場所で学ぶ子ども達にとっては、地域社会と接

点を維持する手段にもなり得るので有効である

ということが示されています。また、情報教育

の充実について検討するワーキンググループも

あり、ここでは情報の視点から見た特別支援教

育の充実、 ICT機器を使った指導の方向性等に

ついての議論が行われています。学習指導要領

解説では、間接体験や疑似体験、仮想体験など

を取り入れるなどして、指導方法を工夫して効
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ぱ、病弱教育における話すこと、聞くことをど

のようにしていくのか、病弱教育における数学

的な見方、考え方を働かせるような授業づくり

をどのように行っていくのかというようなこと

が今後議論されていくべきだと思います。

果的な学習が展開できるようにすることも記載

されています。また、テレビ会議システムによ

り病院内でも授業を受けることができるように

することや、療養中でも可能な限り主体的．対

話的な学習活動ができるように工夫することの

重要性も示されています。

ICTと病弱教育ということでもう少しまと

めた話をしますと、アクティブ．ラーニングの

視点からの授業改善をどうするかということで

あったり、時間的・空間的制約を超えるという

点や双方向性、カスタマイズが容易なことなど、

病弱教育ではICTの活用が有効であると考え

ています。また病弱教育は多様ですので、その

多様なそれぞれの子たちにどのようにICT機器

を使って指導を行うのか、学力向上ができるの

かということを考えていかなければいけないと

思っています。実際に実行している学校として、

千葉県立四街道特別支援学校の実践例があり、

メディアやオンデマンドを使った授業を行って

います。これまでにも病弱教育の歴史の中で

も、その時々の時代でテレビ回線などを使って

授業を行ったりしていました。今後はそういう

授業をどのように作っていくのか、病弱教育の

特性を活かしながらどのように授業実践してい

くのかというところを突き詰めて考えていかな

ければいけないと思っています。先ほどインフ

ラの話もしましたが、過疎化が進む愛媛県西条

市では、 「人口減少社会におけるICTの活用に

よる教育の質の維持向上に係る実証事業」とい

うことで、市内4小学校を結んで、遠隔で同時

に授業を実施しています。プロジェクタを使っ

て100インチ相当の画面をの2面、それぞれの

学校に映像で映して授業を実施しています。先

生の指導や各々の発表が見ることができ、本当

に同じ教室にいるような感覚になります。子ど

も達の．メント見ると、 「たくさんの人と交流

できるし、いろんな人の意見が聞くことが出来

て勉強になります。私はみんなの前で手を挙げ

て発表するのが苦手なので、積極的になれるよ

うに頑張りたいです」というような感想があり

ました。最先端ではありませんが、インフラを

使うことでこういう学びが実現できる、そこが

大事かなと思います。このようなインフラがあ

る中で、どのように学力を保障するのか、例え

フロアからの質問

○iPadの経費やネットワークをどのように対

応していたのか

iPadの購入申請は、学校で買ってもつなが

らない、つないでもらえないということがあり

ますので、基本的には教育委員会の方で配備さ

れたもの使うという形になっています。ネット

ワーク接続の経費負担についてですが、学校の

外と接続しているものについては、教育委員会

の負担になります。病院のネットワークは、病

院の負担となります。

○iOSのタブレットじゃないとダメなのか

決してそういうわけではありません。 1番

最初に買ったタブレットがあまり性能が良くな

かったので、音声などがうまくつながりません

でした。授業に持っていってもうまく使えない

ということがありました。ですので、つながっ

た場合つながらない場合の2種類の授業を用

意するのが先生にとってはとても負担でした。

iOSはパソコンのような汎用性は無いのかもし

れませんが、遠隔で授業やるには適したものだ

と考えています。Windowsだから、 iOSだか

らということではなく、性能の高い機器が求め

られると思います。

○病院の情報セキュリティとの兼ね合いで外部

とつないでいくのが難しいという話を聞いた

ことがありますが、どのように対応されたの

ですか

実際には、病院側との理解を深めていく、そ

れが一番大切なところです。平成25年の段階

では、お互いに干渉しないという状況だったの

ですが、それでは生徒のためにならないという

ところもあり、病院が対応できる中で対応して

くださったという状況です。特別に何かがあっ

たというわけではなく、そこは病院と学校側、

人と人との関わりの中でお互いに子ども達のた

めに何ができるかというところを突き詰めて考

えていきました。
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加藤安雄先生の足跡をたどる（第1回）

加藤安雄先生（横浜国立大学名誉教授、 日本育療学会名誉理事長）がご逝去されてから数年が経ち

ました。この間、ご遺族のご厚意により加藤先生が残された資料等（書籍、専門誌、論文、書簡、ビ

デオテープなど）の一部を寄贈していただき、西牧謙吾先生（国立障害者リハビリテーションセンター

病院長）のご配慮により、これらを所沢の「国立秩父学園」の一室に保管してあります。

私たちは、加藤先生の数々の業績をまとめて後世に伝えていきたいと考え、島治伸、山本昌邦、

桐山直人、飯田幸雄（順不同）が数回にわたって秩父学園に通い、これら資料等を分類整理してきま

した。加藤先生の業績は、病弱教育をはじめ様々な分野に及んでおり、これらを順次まとめて本学会

誌「育療」に掲載することを企画し、編集委員会、理事会及び総会で承認を得ることができました。

今回は、その第1回目として加藤先生の年譜及び業績の概要を紹介します。今後、不定期になると

は思いますが、本誌で連載していきたいと考えていますので、 よろしくお願いいたします。

(文責：山本昌邦）

加藤安雄年譜

宮城県仙台市に誕生（5月16日）

東京陸軍幼年学校入学（4月1日）

終戦により同校第3学年修業（8月26日）

宮城師範学校本科入学（4月1日）

宮城師範学校本科卒業（3月5日）

宮城県伊具郡角田町立角田小学校教諭

宮城県伊具郡櫻村立櫻中学校教諭

宮城県教育研究所所員（特殊教育を中心とし、道徳教育、学力向上、

幼稚園教育を担当）

｢特殊教育の手引き」第1集を刊行

宮城県教育委員会指導主事（指導課勤務）

文部省指定特殊教育実験学校研究運営協議会委員

文部省初等中等教育局特殊教育課専門職員（盲聲教育担当）

文部省初等中等教育局特殊教育課教科調査官（重複障害教育、少年院・

教護院の教科勧告等を担当）

(病弱教育担当の中川秀夫教科調査官が7月に急逝のため、後任として

病弱教育を担当）

横浜国立大学教育学部助教授

｢講座心身障害児の教育」刊行

日本盲聲者を育てる会副会長（昭和55年度まで）

横浜国立大学教育学部教授

田中教育研究所評議員（昭和58年まで）

｢双書養護・訓練」刊行

教育課程審議会専門調査委員会主査

神奈川県児童福祉審議会委員
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54（1979）年[51歳〕 横浜国立大学教育学部附属養護学校長（昭和60年3月まで）

文部省「特殊教育研究調査協力者会議（病弱教育専門委員会)」主査

全国病弱虚弱教育研究連盟病弱教育史研究委員会委員長（平成2年まで）

横浜国立大学大学院教育学研究科担当

日本盲聲者を育てる会理事長（平成5年度まで）

横浜市心身障害児就学指導委員会委員長

文部省「病弱教育の手引き」編集協力者会議主査

日本特殊教育学会常任理事（昭和62年まで）

日本筋ジストロフイー協会から感謝状（11月21日）

全国病弱虚弱教育研究連盟副理事長（平成4年まで）

特殊教育諸学校教育課程の基準の改善に関する調査研究協力者会議主査

｢日本病弱教育史」刊行

文部省「病弱教育における養護・訓練の手引き」編集協力者会議主査

神奈川県就学指導の在り方研究会委員長

全国病弱虚弱教育研究連盟顧問

厚生省心身障害予防･治療システムに関する研究班員（平成7年度まで）

文部省「病弱教育における養護・訓練の手引き」編集協力者会議

神奈川県就学指導の在り方研究会委員長

全国病弱虚弱教育研究連盟顧問

厚生省心身障害予防･治療システムに関する研究班員（平成7年陵

(1980）

(1981）

(1982）

(1983)

(1985）

年〔52歳〕

年〔53歳〕

年〔54歳〕

年〔55歳〕

年〔57歳〕

55

56

57

58

60

61 （1986）年〔58歳〕

平成2 (1990)年[62歳〕

3 （1991）年〔63歳〕

横浜市障害児教育指針検討委員会会長

文部省「病気療養児の教育に関する調査研究協力者会議」主査

横浜国立大学定年退官（3月31日)、同大学名誉教授

日本育療学会会長（平成15年まで）

｢特殊教育の適正就学ハンドブック」刊行

日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会理事（平成11年度まで）

青森大学社会福祉学部社会福祉学科教授（平成13年3月まで）

同学科学科長（平成12年3月まで）

社会学博士（アメリカ イオンドゥ大学から） （4月12日）

日本育療学会名誉理事長

内閣総理大臣賞受賞（12月6日）

逝去（11月16日） （墓所：東京都豊島区「祥雲寺｣）

(作成：桐山直人、山本昌邦）

4 （1992）年〔64歳〕

5 （1993）年〔65歳〕

6 （1994）年〔66歳〕

7 （1995）年〔67歳〕

9 (1997)年[69歳〕

(2001）

(2004）

(2007）

(2016)

年〔72歳〕

年〔76歳〕

年〔79歳〕

年〔88歳〕

13

16

19

28
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育療

加藤安雄先生の業績の概要

①宮城県時代

昭和24（1949）年4月から6年間にわたり宮城県公立小・中学校の教員となり、この間モレノのソ

シオメトリックテストが紹介される以前の同テストの独自開発、サイコドラマの実践の放送、さらに

大学病院が治癒困難としたヒステリー患者を教育的手法を用いて治療し、精神科の教授も感嘆するな

どの成果を挙げた。

昭和30（1955）年には宮城県教育研究所所員に抜擢され、学業不振児、境界線児、学力向上の要因

等の研究でさらなる成果を挙げたが、特に昭和33 （1958）年には、わが国最初の言語障害特殊学級を

仙台市立通町小学校に設置することに貢献した。

その後昭和39（1964）年には、宮城県教育委員会指導課指導主事として県内の特殊教育における総

合施策の樹立、特殊教育機関の設置及び教職員の研修等に尽力した。

②文部省時代

昭和42（1967）年7月に初等中等教育局特殊教育課専門職員（盲聲教育担当） として採用され、昭

和44(1969)年7月には初等中等教育局特殊教育課教科調査官に就任して、盲聲等の重複障害教育を

はじめ少年院・教護院の教科勧告、言語障害教育、病弱教育、特殊教育センターの設立、特殊教育諸

学校学習指導要領の作成等の職務に精力的に取り組み、いずれもわが国の特殊教育の施策の改善充実

に功績を残した。特に、昭和54(1979)年4月の養護学校の義務制実施に当たっては、国会議員の質

問書及び文部大臣の答弁害の作成等を通じて、義務制施行の実現に貢献した。

③横浜国立大学時代

昭和47（1972）年、横浜国立大学教育学部に養護学校教員養成課程が新設されると同時に最初の教

官として招聰された。着任後、養護学校教員養成課程の教育内容を整備するとともに、教員の養成に

尽力した。また、特殊教育の教員養成は現職教員の再養成でなければならないとの考えから、臨時教

員養成課程を昭和48（1973）年に、続いて特殊教育特別専攻科を昭和50(1975)年に新設した。視覚

障害教育を除くすべての障害に対応する教員の養成を行い、現場の要請に即応できる体制を整えた。

昭和54（1979）年には教育学部附属養護学校が設置され、初代校長として6年間勤務した。また、

昭和55（1980）年には､横浜国立大学大学院教育学研究科障害児教育専攻課程（修士課程）が設置され、

特殊教育にかかわる学問研究と教員養成の両面の完成を成し遂げることに尽力した。

一方、社会的活動として、文部省関係では、病気療養児の教育に関する調査研究協力者会議主査等、

厚生省関係では、心身障害予防・治療システムに関する研究班員等、神奈川県関係では、総合福祉政

策委員会委員等、神奈川県教育委員会関係では、児童福祉審議会委員、就学指導の在り方研究会委員

長等、横浜市教育委員会関係では、障害児教育指針検討委員会会長等、 また、 日本盲聲者を育てる会

理事長、全国病弱虚弱教育研究連盟副理事長及び顧問、 日本特殊教育学会常任理事など多くの要職を

務めた。

④横浜国立大学退官後

横浜国立大学を定年退官して同大学名誉教授となった平成6（1994）年には、病気や障害のある子ど

もたちを教育､医療､福祉等から多面的に支援する「日本育療学会」を創設し､10年間にわたり会長（現

｢理事長｣） として同学会の振興充実に尽力した。

また､平成9（1997）年から3年間にわたり青森大学社会福祉学部社会福祉学科長を務めるなど､様々

な社会的活動を通してわが国の教育や福祉等の発展に貢献した。

本文は、平成6年3月の「加藤安雄教授退官記念祝賀会」の案内状を基に加除修正し、さらに他

の資料の内容を付加するなどして作成しました。なお、履歴等の詳細は年譜をご参照ください。

（文責：山本昌邦）

※
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シンボルマークの意味

育…教育という意味で鉛筆

療…医療で聴診器を赤十字

あたたかい心でつつむという意味でハート

あかるく微笑む子どもの顔

岸本ますみさんの作一

一般社団法人

日本育療学会教育医療家族福祉関係者でつくる


